
無
権
代
理
と
二
重
相
続

無

権

代

理

と

二

重

相

続

〔
論
説
〕

は

じ

め

に

＿
無
権
代
理
と
相
続
を
め
ぐ
る
判
例
と
学
説

‘,／ ー
大
審
院
の
判
例
及
び
学
説

（
 

二
最
高
裁
の
判
例
及
び
学
説

）
 

（
 

ノヽ三
私
見
ー
併
存
貫
徹
説
ー

（
 

二
無
権
代
理
と
二
重
相
続

一
名
古
屋
高
裁
昭
和
五
八
年
八
月
一

0
日
判
決
（
判
時
―

1
0六
号
八

0
頁）

（
 

ノヽ二
東
京
高
裁
昭
和
六

0
年
六
月
一
九
日
判
決
（
判
ク
五
六
五
号
一
〇
七
頁
）

（
 

ノヽ三
最
高
裁
昭
和
六
三
年
三
月
一
日
判
決
（
民
商
九
九
巻
二
号
二
六
四
頁
）

（
 

括

ノヽ四

lJ

（
 

お

わ

り

に

高

森

＾ 
哉

、一

子

高

森

八

四

郎



日
判
夕
五
六
五
号
一

0
七
頁
）
、

第
三
九
巻
第
一
号

相
続
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
地
位
と
本
人
の
地
位
と
が
同
一
人
に
帰
属
し
た
場
合
、
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
無
権
代
理

行
為
の
効
果
、
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
追
認
な
い
し
追
認
拒
絶
権
（
民
法
―
―
―
―
一
条
）
の
選
択
的
行
使
の
可
否
、
無
権
代
理
人
を

相
続
し
た
本
人
は
追
認
を
拒
絶
し
う
る
と
し
て
も
、
無
権
代
理
人
が
一
―
七
条
に
よ
っ
て
負
担
す
る
責
任
を
、
無
権
代
理
人
の
相
続
人
と

し
て
の
地
位
に
基
づ
き
承
継
す
る
の
か
、
承
継
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
責
任
の
内
容
、
さ
ら
に
は
以
上
の
各
場
合
に
つ
き
単
独
相
続
の
場
合

と
共
同
相
続
の
場
合
と
で
は
差
異
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
っ
た
。

判
例
は
無
権
代
理
と
相
続
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
を
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た

場
合
と
に
分
け
、
前
者
の
場
合
に
は
当
該
無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
と
も
に
当
然
有
効
に
な
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
当
然
有
効
と
な
る

も
の
で
は
な
く
、
相
続
人
は
本
人
と
し
て
追
認
を
拒
絶
し
う
る
が
、
追
認
を
拒
絶
し
て
も
一
―
七
条
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
責
任
を
免
れ

な
い
と
解
し
て
い
る
。
学
説
も
一
般
に
こ
の
問
題
を
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場

合
と
に
分
け
て
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
に
対
す
る
批
評
と
い
う
形
で
、
種
々
の
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。

し
か
る
に
近
時
、
二
重
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
地
位
と
本
人
の
地
位
と
が
同
一
相
続
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
事
案
が
下
級
審
に
お

い
て
あ
い
つ
い
で
問
題
と
な
り
（
名
古
屋
高
判
昭
和
五
八
年
八
月
一

0
日
判
時
―

-
0六
号
八

0
頁
・
東
京
高
判
昭
和
六

0
年
六
月
一
九

関
法

名
古
屋
高
判
に
対
し
て
は
無
権
代
理
と
二
重
相
続
に
関
す
る
は
じ
め
て
の
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
六

三
年
三
月
一
日
）
も
な
さ
れ
、
無
権
代
理
と
相
続
の
問
題
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

私
見
は
す
で
に
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
と
を
通
じ
て
、
単
純
・
単
独
相
続

は

じ

め

に

＾ 
、-



＾ 
、-

の
場
合
、
単
純
・
共
同
相
続
の
場
合
を
問
わ
ず
、
可
能
な
か
ぎ
り
本
人
と
無
権
代
理
人
の
責
任
の
併
存
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
併
存
貫
徹

(
1
)

（

2
)
 

説
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
改
め
て
従
来
の
判
例
と
学
説
を
振
り
返
り
、
無
権
代
理
と
ニ

重
相
続
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
を
検
討
し
て
、
無
権
代
理
と
相
続
が
問
題
と
な
る
す
べ
て
の
場
合
に
統
一
的
考
察
を
試
み
た
い
。

(

1

)

高
森
八
四
郎
「
無
権
代
理
に
お
け
る
代
理
人
な
い
し
本
人
相
続
」
林
・
安
永
編
民
法
I
総
則
物
権
六
四
頁
。
同
「
無
権
代
理
及
び
他
人
物
売
買

と
相
続
」
関
大
法
学
論
集
三
七
巻
五
・
六
号
二
六
一
頁
以
下
。

(

2

)

こ
れ
ま
で
学
説
は
ほ
と
ん
ど
が
判
例
批
評
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
お
り
（
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
後
掲
鈴
木
（
直
）
論
文
と
前
掲
高
森
論
文
く
ら

い
し
か
な
い
）
、
し
か
も
他
の
学
説
を
引
用
批
判
す
る
と
き
、
必
ら
ず
し
も
そ
の
判
例
の
事
案
を
詳
細
に
は
検
討
し
な
い
の
で
、
学
説
の
主
張
・
内

容
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
改
め
て
、
事
案
と
学
説
と
を
対
比
し
て
論
ず
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

無
権
代
理
と
相
続
を
め
ぐ
る
判
例
と
学
説

大
審
院
の
判
例
及
び
学
説

大
審
院
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
判
決
（
民
集
六
巻
三
号
一
〇
六
頁
）
°
|
判
例
①
ー

一い
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

B
が
祖
父
A
の
代
理
人
と
称
し
て

Y
銀
行
と
当
座
貸
越
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
た
め
の
根
抵
当
と
し

て
A
の
土
地
を

y
に
抵
当
に
入
れ
登
記
も
済
ま
せ
た
と
こ
ろ
、

が
家
督
相
続
を
し
た
。
と
こ
ろ
で

X
は
A
に
貸
金
が
あ
り
、

行
に
か
か
っ
た
が
、
そ
の
債
務
の
相
続
人
で
あ
る

B
に
は
本
件
不
動
産
の
外
財
産
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

X
は、

Y
銀
行
が
前
記
の
債
権

及
び
抵
当
権
を
得
て
い
る
の
は

B
の
無
権
代
理
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
ま
だ
追
認
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

B
は
無
権
代

理
の
本
人
の
相
続
人
と
し
て
そ
れ
を
追
認
拒
絶
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
し
、

B
の
追
認
拒
絶
権
を
民
法
四
二
三
条
に
よ
り
代
位
行
使
し
、

無
権
代
理
と
二
重
相
続

A
は
右
無
権
代
理
行
為
を
追
認
も
追
認
拒
絶
も
し
な
い
ま
ま
死
亡
し
、

B

A
の
生
前
A
よ
り
弁
済
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
債
権
の
強
制
執



位
行
使
し
た
と
こ
ろ
に
特
殊
性
が
あ
っ
た
。

第
三
九
巻
第
一
号

Y
に
対
し
て
債
権
及
び
抵
当
権
の
無
効
確
認
並
び
に
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

本
判
決
が

「
本
人

一
審
・
ニ
審
X
勝
訴
。

大
審
院
は
「
無
権
代
理
人
力
本
人
ヲ
相
続
シ
本
人
卜
代
理
人
ト
ノ
資
格
力
同
一
人
二
帰
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
以
上
本
人
ヵ
自
ラ
法
律
行
為

ヲ
為
シ
ク
ル
ト
同
様
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
シ
ク
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
恰
モ
権
利
ヲ
処
分
シ
ク
ル
者
力
実
際
其
ノ
目
的
ク
ル
権

利
ヲ
有
セ
サ
ル
場
合
卜
雖
其
ノ
後
相
続
其
ノ
他
二
因
リ
該
処
分
二
係
ル
権
利
ヲ
取
得
シ
処
分
者
ク
ル
地
位
卜
権
利
者
ク
ル
地
位
ト
カ
同
一

人
二
帰
ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル
場
合
二
於
テ
該
処
分
行
為
力
完
全
ナ
ル
効
カ
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ト
同
様
ナ
リ
ト
謂
フ
へ

ク
之
二
反
シ
単
二
無
権
代
理
行
為
ナ
リ
ト
ノ
理
由
二
基
キ
叙
上
ノ
如
ク
無
権
代
理
人
ヵ
本
人
ヲ
相
続
シ
ク
ル
場
合
卜
雖
同
人
ハ
其
ノ
本
人

ク
ル
資
格
二
基
キ
追
認
ヲ
拒
絶
シ
得
ヘ
ク
従
テ
又
無
権
代
理
人
ク
ル
資
格
二
於
テ
損
害
賠
償
ノ
責
二
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
謂
フ
カ
如

キ
ハ
徒
二
相
手
方
ヲ
不
利
益
ナ
ル
地
位
二
陥
ル
ル
結
果
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
難
ク
其
ノ
許
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
言
ヲ
竣
ク
サ
ル
所
」
で

あ
る
と
判
示
し
て
、
破
毀
差
戻
の
判
決
を
し
た
。

圃
旧
法
時
代
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
家
督
相
続
し
た
場
合
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
に
な
る
と
す
る
の
が
、
大
審
院
判
例

の
確
定
し
た
立
場
で
あ
る
が
、
本
判
例
（
判
例
①
）
は
そ
の
先
例
と
な
っ
た
判
例
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
説
か
れ
た
、
無
権
代
理
人
が
本
人

を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
本
人
自
ら
法
律
行
為
を
な
し
た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
を
生
じ
る
と
い
う
論
理
は
、
そ
の
後
の
判
例
を
貫

く
基
本
的
立
場
と
な
っ
た
。
事
案
と
し
て
は
、
本
人
の
債
権
者
が
無
権
代
理
人
に
代
位
し
て
本
人
の
追
認
拒
絶
権
を
相
手
方
に
対
し
て
代

本
判
例
の
判
批
と
し
て
穂
積
重
遠
・
判
民
昭
和
一
一
年
度
ニ
―
事
件
八
六
頁
が
あ
り
、
同
八
八
頁
は
、
相
続
は
人
格
即
ち
法
律
上
の
地
位

の
承
継
で
あ
る
か
ら
、
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
（
人
格
承
継
説
）
、

ガ
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
ク
ル
ト
同
様
」
と
明
言
し
た
の
は
注
目
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ
に
続
け
て
自
己
の
有
し
な
い
権
利
を
処
分
し
た
者

関
法

四

＾ 四

ヽ



ル
法
理
」
で
あ
り
、
相
続
人
で
あ
る
無
権
代
理
人
の
破
産
管
財
人
も
、

が
後
に
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
旨
判
示
し
た
の
は
、
見
当
違
い
の
議
論
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

大
審
院
昭
和
九
年
九
月
一

0
日
判
決
（
民
集
ニ
―
一
巻
二

0
号
一
七
七
七
頁
）
°
|
判
例
③
ー

③
 

川
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Y
は
昭
和
四
年
五
月
一
六
日
A
か
ら
本
件
不
動
産
を
買
受
け
同
日
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
。
と
こ

ろ
が
、

A
は
そ
の
当
時
脳
症
の
為
精
神
錯
乱
の
状
態
に
あ
り
、
本
件
売
買
及
び
登
記
は
、

受
け
た
も
の
の
よ
う
に
装
っ
て
、

は
右
無
権
代
理
行
為
に
つ
い
て
追
認
も
追
認
拒
絶
も
し
な
い
ま
ま
同
年
八
月
三
一
日
に
死
亡
し
、

B
が
家
督
相
続
を
し
た
が
、

B
は
昭
和

六
年
―
一
月
二
六
日
破
産
宣
告
を
受
け
、

所
有
権
を
取
得
す
べ
き
筈
は
な
い
し
、
仮
に

B
は
そ
の
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
し
て
も
X
は
破
産
管
財
人
と
し
て
右
売
買
に
つ
い
て
第

三
者
の
地
位
に
あ
る
か
ら
、

B
の
地
位
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
、

Y
に
対
し
て
無
効
な
売
買
に
基
づ
く
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
の

が
本
件
で
あ
る
。
無
権
代
理
人
の
破
産
管
財
人
が
無
権
代
理
の
無
効
を
主
張
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

大
審
院
は
、

無
権
代
理
と
二
重
相
続

五

＾ 五

ヽ

A
の
養
子
B
が
A
か
ら
代
理
人
選
任
の
委
任
を

A
名
義
の
委
任
状
を
偽
造
し
、

C
を
代
理
人
に
選
任
し
て
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

A

X
が
そ
の
破
産
管
財
人
と
な
っ
た
。
そ
こ
で

X
は、

Y
は
B
の
行
為
に
よ
っ
て
本
件
不
動
産
の

一
審
・
ニ
審

y
勝
訴
。

「
無
権
代
理
人
力
本
人
ヲ
相
続
ス
ル
ト
キ
ハ
本
人
力
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
ク
ル
ト
同
一
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
ス
ル
モ

ノ
ト
為
ス
コ
ト
ハ
既
二
昭
和
二
年
一
＿
一
月
二
十
二
日
当
院
言
渡
大
正
十
五
年
（
オ
）
第
一

0
七
一
一
一
号
事
件
判
決
二
依
リ
テ
モ
是
認
セ
ラ
レ
ク

「
無
権
代
理
人
ノ
意
思
表
示
ヵ
本
人
ノ
ソ
レ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ニ
至

リ
ク
ル
事
由
ソ
ノ
モ
ノ
ハ
破
産
財
団
ノ
減
少
卜
適
切
ナ
ル
関
係
ナ
ク
破
産
債
権
者
保
護
ノ
為
メ
ニ
相
手
方
ク
ル
被
上
告
人
ヲ
シ
テ
其
ノ
結

果
二
付
キ
責
ヲ
負
ハ
シ
ム
可
キ
喫
緊
恰
当
ナ
ル
理
拠
」
が
な
い
旨
判
示
し
て
、

X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

圃
本
判
例
（
判
例
③
）
の
判
批
と
し
て
於
保
不
二
雄
・
民
商
一
巻
四
号
―
―
―

1
0頁
が
あ
る
。
於
保
判
批
は
、
本
判
決
が
無
権
代
理
行
為

が
相
続
に
よ
り
有
効
に
な
る
と
判
示
し
た
根
拠
に
つ
い
て
は
、
判
例
①
を
引
用
す
る
の
み
で
、
別
に
説
明
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
判



第
三
九
巻
第
一
号

例
①
に
遡
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
判
例
①
が
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
非
権
利
者
が
処
分
の
後
相
続
そ
の

他
に
よ
り
権
利
を
取
得
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
、
判
例
①
は
、

場
合
に
も
所
謂
非
権
利
者
の
処
分
の
追
完

(
K
o
n
v
a
l
e
s
z
e
n
z
)
が
為
さ
れ
る
と
し
て
追
完
の
理
論
に
拠
っ
て
無
権
代
理
行
為
も
本
人
自
ら

法
律
行
為
を
為
し
た
る
と
同
様
有
効
と
な
る
。
」
（
於
保
•
前
掲
一
＝
―
-
―
-
頁
）
こ
と
を
認
め
た
も
の
だ
と
す
る
（
追
完
説
）
。

於
保
説
に
よ
れ
ば
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
非
権
利
者
の
行
為
の
追
完
の
一
場
合
と
し
て
追
完
の
理
論
に
従
っ
て

説
明
す
べ
き
で
あ
り
、

「
本
人
ヵ
自
ラ
為
シ
タ
ル
ト
同
様
」
と
い
う
説
明
の
如
き
は
単
な
る
比
喩
的
な
説
明
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
「
本
人

が
自
ら
追
認
し
た
る
と
同
様
」
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
よ
う
に
追
完
説
に
た
つ
於
保
判
批
は
、
人
格
承
継
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
、
無
権
代
理
人
が
無
能
力
者

で
あ
っ
た
場
合
は
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
が
（
―
-
七
条
一
一
項
後
段
）
、

―
一
五
条

の
無
権
代
理
行
為
も
当
然
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
無
能
力
者
の
取
消
権
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
果
を
生
じ
る
。
ま
た
、
遣
言

執
行
者
の
任
命
が
あ
っ
た
場
合
や
無
権
代
理
人
が
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
場
合
な
ど
、
相
続
人
は
相
続
財
産
に
つ
い
て
管
理
処
分
権

を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
々
前
に
無
権
代
理
行
為
を
な
し
て
い
た
と
い
う
の
み
で
、
そ
の
行
為
が
確
定
的
に
有
効
と
な
る
の
は

不
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
追
完
説
の
立
場
で
は
こ
れ
ら
の
場
合
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
て
も
、
相
続
財
産
を
拘
束
す
べ
き
債

務
行
為
を
な
し
又
は
処
分
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
相
続
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
無
権
代
理
行
為
は
追
完
さ
れ
な
い
。
能

力
者
と
な
る
か
、
遣
言
の
執
行
が
終
了
し
、
あ
る
い
は
特
別
の
授
権
を
得
た
場
合
に
始
め
て
追
完
さ
れ
る
。
但
し
無
能
力
者
の
場
合
に
は

特
に
取
消
権
の
保
護
が
あ
る
。
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
は
、
か
か
る
不
確
定
の
状
態
に
長
く
あ
る
こ
と
を
欲
し
な
け
れ
ば
、

(
1
)
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

又
は
一
―
七
条
の
方
法
を
選
べ
ば
よ
い
、

関
法

人
格
承
継
説
に
た
っ
と
き
は
、

か
か
る
場
合

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た

， 
ノ‘

＾ ， 
ノ‘
、_,



は、

B
の
母
と
の
婚
姻
に
よ
り
B
の
継
父
と
な
っ
た
）
。

七

＾ 七

ヽ

「
後
日
右
未
成
年
者
ハ
ッ
ノ
⑱
ノ
隠
居
二
因
リ
自
ラ
其
ノ
家
督
相
続
ヲ
為

こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、

昭
和
一

0
年
五
月
二
四
日
A
の
遺
志
を
尊

川
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

A
は
Y
の
連
帯
保
証
の
下
に

C
に
対
し
て
、
大
正
―
一
年
中
に
各
々
千
円
の
金
員
（
合
計
二
千
円
）

を
貸
付
け
て
い
た
が
、
昭
和
一

0
年
五
月
一
八
日
に
死
亡
し
た
の
で
、

A
の
嫡
孫
で
あ
り
A
の
法
定
推
定
家
督
相
続
人
で
あ
っ
た
B
（当

時
未
成
年
者
）
が
、
そ
の
家
督
を
相
続
す
る
と
同
時
に
そ
の
債
権
も
相
続
し
た
。
と
こ
ろ
で
A
は
そ
の
生
存
中
、
将
来
B
を
廃
嫡
し
て

X

(
B
の
父
の
実
弟
）
を
自
己
の
家
督
相
続
人
と
す
る
意
図
の
下
に
、

X
と
B
の
母
を
婚
姻
さ
せ
て
い
た
（
即
ち
、

B
の
叔
父
で
あ
っ
た
X

重
し
よ
う
と
す
る
親
族
協
議
の
結
果
に
よ
り
、

X
は
B
の
法
定
代
理
人
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
二
千
円
の
金
銭
債
権
を
含
む
相
続
財

産
全
部
を
自
己
に
対
し
て
贈
与
し
た
。
こ
の
金
銭
債
権
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、

X
が
同
月
末
主
債
務
者
C
に
通
知
し
、
そ
の
承
諾
を
得
て

い
る
。
昭
和
―
一
年
八
月
―
二
日
B
は
X
を
そ
の
家
督
相
続
人
に
指
定
し
隠
居
し
た
結
果
、

X
は
そ
の
家
督
を
相
続
し
た
。
そ
こ
で
X
は

一
審
・
ニ
審

x勝
訴
。

主
債
務
者
C
が
弁
済
し
な
い
の
で
、
連
帯
保
証
人
で
あ
る
Y
に
貸
金
の
請
求
を
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
無
権
代
理
人
が
相
続
後
無
権
代

理
行
為
の
無
効
を
主
張
し
た
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。

大
審
院
は
、

B
の
法
定
代
理
人
で
あ
っ
た
X
が
、
未
成
年
者
B
を
代
理
し
て
本
件
債
権
の
贈
与
を
受
け
た
行
為
は
、
利
益
相
反
行
為
で

あ
り
法
律
上
無
権
代
理
行
為
と
解
さ
れ
る
旨
判
示
し
た
上
で
、

シ
右
無
権
代
理
行
為
ノ
追
認
権
ヲ
モ
承
継
シ
ク
ル
結
果
右
贈
与
行
為
ヲ
以
テ
結
局
有
効
二
帰
シ
ク
ル
モ
ノ
ト
判
断
シ
ク
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
被

上
告
人
⑳
カ
右
贈
与
二
因
リ
有
効
二
本
件
債
権
ヲ
取
得
シ
ク
ル
趣
旨
ナ
ル
コ
ト
原
判
文
上
明
白
ナ
リ
ト
ス
」
と
判
示
し
て
、

Y
の
上
告
を

棄
却
し
た
。

(
2
)
 

圃
本
判
例
（
判
例
③
）
の
判
批
と
し
て
杉
之
原
舜
一
・
民
商
九
巻
五
号
一

0
ニ
ニ
頁
が
あ
る
。
杉
之
原
判
批
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人

無
権
代
理
と
二
重
相
続

(3) 

大
審
院
昭
和
―
―
―
一
年
―
一
月
一
六
日
判
決
（
民
集
一
七
巻
二
二
号
二
ニ
―
六
頁
）
。
ー
判
例
③
ー



1
0
1―10頁
）
か
ら
で
あ
る
。

産
を
丙
に
譲
渡
し
た
場
合
、
後
日
甲
が
乙
に
対
し
て
当
該
不
動
産
を
贈
与
す
る
な
ら
ば
、
乙
は
そ
の
無
権
代
理
行
為
の
目
的
た
る
右
不
動

産
の
処
分
権
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
無
権
代
理
行
為
は
本
人
甲
の
追
認
を
ま
た
ず
当
然
有
効
と
確
定
さ
れ
、
本
人
甲
は
そ
の
追

認
な
き
に
か
か
わ
ら
ず
右
乙
の
無
権
代
理
行
為
の
効
果
を
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
果
を
生
ず
る
。
」
（
杉
之
原
・
前
掲
一
〇

二
九
頁
、

頁
）
と
、
追
完
説
を
批
判
す
る
。
即
ち
、
追
完
説
の
立
場
に
た
て
ば
、

「
例
え
ば
甲
の
相
続
人
乙
が
代
理
権
な
く
し
て
甲
所
有
の
或
不
動

せ
ず
し
て
確
定
的
に
有
効
と
さ
れ
る
の
は
、
理
論
的
に
は
相
続
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
相
続
に
よ
っ
て
例
え
ば
本
件
の
如
く
無
権
代
理
行

、
、
、
、
、
、
、

為
の
目
的
た
る
物
又
は
権
利
に
対
し
処
分
権
を
取
得
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
い
が
存
す
る
。
」
（
杉
之
原
・
前
掲
一

0
二
九

こ
と
に
正
当
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
追
完
説
が
、

第
三
九
巻
第
一
号

を
相
続
し
た
場
合
に
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
は
原
則
と
し
て
追
認
を
ま
た
ず
に
有
効
に
な
る
と
す
る
こ
と
は
、
取
引
の
実
際
か
ら
み
て
極

め
て
妥
当
な
結
果
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
従
来
の
判
例
及
び
本
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
が
、
本
判
旨
が
無
権
代
理
人

が
相
続
に
よ
り
本
人
の
追
認
権
を
承
継
し
た
と
い
う
理
由
で
、
本
件
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
に
な
る
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

の
は
疑
問
で
あ
る
と
評
す
る
。
何
故
な
ら
「
無
権
代
理
行
為
を
追
認
す
る
や
否
や
は
本
人
の
自
由
で
あ
る
か
ら
（
民
一
―
―
―
一
条
一
項
参
照
）
、

か
か
る
本
人
の
追
認
権
を
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
無
権
代
理
人
も
亦
そ
の
追
認
権
を
行
使
す
る
や
否
や
は
自
由
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
か
ら
、
追
認
権
の
承
継
と
い
う
こ
と
だ
け
で
直
ち
に
無
権
代
理
行
為
が
当
然
有
効
と
な
る
と
い
う
の
は
少
く
と
も
そ
の
説
明
に
於
て

(

3

)

 

（
杉
之
原
・
前
掲
一

0
二
七
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
杉
之
原
判
批
は
、
追
完
説
が
人
格
承
継
説
に
対
し
て
な
し
た
批
判
（
即
ち
、
無
権
代
理
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
場
合
、
遺
言
執

行
者
の
任
命
が
あ
る
場
合
、
無
権
代
理
人
が
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
場
合
等
に
人
格
承
継
説
に
従
え
ば
生
じ
る
不
当
な
結
果
）
は
ま

不
充
分
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

関
法

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
無
権
代
理
行
為
が
追
認
を
要

I¥ 

＾ I¥ 

、一



(4) 

無
権
代
理
と
二
重
相
続

歩
前
進
し
て
い
る
と
評
す
る
。

則
に
も
と
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
」

九

＾ 九

、-

杉
之
原
判
批
は
、
追
認
を
ま
た
ず
無
権
代
理
行
為
は
追
完
さ
れ
当
然
に
有
効
と
確
定
さ
れ
る
根
拠
を
、
無
権
代
理
人
の
そ
の
行
為
に
対

す
る
完
全
な
る
追
認
権
の
取
得
に
よ
る
も
の
と
解
し
「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
そ
の
追
認
権
を
承
継
取
得
し
そ
の
行
為
を
追
認
し

確
定
的
に
有
効
な
ら
し
む
る
こ
と
を
得
る
地
位
に
あ
る
場
合
、
そ
の
追
認
権
を
行
使
す
る
や
否
や
は
権
利
者
た
る
無
権
代
理
人
の
任
意
で

あ
り
、
無
権
代
理
人
は
そ
の
行
為
を
拒
絶
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
形
式
的
概
念
的
に
は
と
も
か
く
、
実
質
的
に
は
無
権
代
理
人
を
し
て

自
己
が
欲
し
て
な
し
た
る
法
律
行
為
の
効
力
の
発
生
を
自
ら
阻
止
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
私
的
自
治
の
精
神
に
反
し
信
義

（
杉
之
原
・
前
掲
一

01―
―
―
頁
）
と
説
明
す
る
（
信
義
則
説
）
。
も
っ
と
も
信
義
則
説
の
立

場
で
も
、
無
権
代
理
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
場
合
、
遣
言
執
行
者
の
任
命
が
あ
る
場
合
、
無
権
代
理
人
が
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
場

合
等
、
自
ら
単
独
で
或
は
有
効
に
追
認
権
を
行
使
で
き
な
い
場
合
は
除
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
信
義
則
説
は
、
無
権
代
理
人
が
相
続
に
よ
り
そ
の
行
為
に
対
す
る
完
全
な
追
認
権
を
取
得
し
た
と
き
（
但
し
、
右
の
例
外

を
除
く
）
は
、
私
的
自
治
の
精
神
な
い
し
信
義
則
に
よ
り
追
認
を
拒
絶
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
は
相
続
に
よ
り
追
認
を
ま

た
ず
当
然
有
効
に
確
定
さ
れ
る
と
説
き
、
本
判
旨
も
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
理
解
し
て
こ
そ
、
従
前
の
判
例
よ
り
理
論
的
説
明
に
お
い
て
数

大
審
院
昭
和
一
七
年
二
月
二
五
日
（
民
集
ニ
―
巻
四
号
一
六
四
頁
）
°
|
判
例
④
ー

川
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

A
は
昭
和
一
一
一
年
一
月
二
九
日
に
死
亡
し
、
親
族
会
は
昭
和
一
一
一
年
三
月
二
五
日
A
の
戸
籍
上
の
妻
で
あ

る
Yl
を
家
督
相
続
人
に
選
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
A
の
次
兄

B
は
yl
に
対
し
て
婚
姻
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
、
親
族
会
員
に
対
し
て

は
親
族
会
決
議
無
効
の
訴
を
提
起
、

い
ず
れ
も

B
勝
訴
の
確
定
判
決
を
得
て
い
る
。
ま
た
A
の
も
う
ひ
と
り
の
兄
X
は
、
こ
れ
と
は
別
に

親
族
会
決
議
に
対
す
る
不
服
の
訴
を
提
起
し
、

yl
が
A
の
家
督
相
続
人
と
し
て
戸
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
停
止
し

B
を
し
て
こ
れ
を
代



第
三
九
巻
第
一
号

行
せ
し
め
A
の
相
続
財
産
を
管
理
せ
し
む
べ
し
と
の
仮
処
分
決
定
を
申
請
し
、
昭
和
一
一
一
年
五
月
二
三
日
そ
の
旨
の
仮
処
分
決
定
を
得
た
。

と
こ
ろ
が

B
(
A
の
相
続
財
産
管
理
人
）
が
昭
和
七
年
十
月
三
日
に
死
亡
し
、

B
の
選
定
相
続
人
で
あ
る

X
が
B
の
家
督
を
相
続
し
た
。

そ
の
後
昭
和
八
年
三
月
一
日
X
は
親
族
会
の
選
定
に
よ
り
A
の
家
督
相
続
人
に
な
っ
た
の
で
、
昭
和
八
年
三
月
九
日
B
家
を
隠
居
、

X
は

昭
和
九
年
三
月
二
八
日
Yl
に
対
す
る
家
督
相
続
回
復
の
訴
に
勝
訴
の
判
決
を
受
け
こ
れ
が
確
定
し
た
の
で
、
同
年
五
月
二
五
日
そ
の
旨
の

届
出
を
し
て
A
の
家
督
を
相
続
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

A
に
は
不
動
産
が
あ
っ
た
が
、

Yl
は
A
の
家
督
相
続
人
に
選
定
さ
れ
た
の
を
奇
貨
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
を
Y
に
移
転
し
、
あ
る
い
は
Y
の
た
め
に
Y
a
.
Y
に
抵
当
権
を
設
定
し
、

Y
a
.
Y
が
こ
れ
を
競
落
す
る
に
至
っ

た
。
そ
こ
で
B
は
A
の
相
続
財
産
管
理
人
と
し
て
、
昭
和
六
年
一

0
月
一
五
日
A
の
家
督
相
続
人
た
る
べ
き
者
の
た
め
に
訴
を
提
起
し
、

y
lに
対
し
て
は
家
督
相
続
に
よ
る
所
有
権
取
得
登
記
・
所
有
権
保
存
登
記
の
抹
消
、Y
•
Y
a
.
Yに
対
し
て
は
所
有
権
取
得
登
記
の
抹
消

を
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
、

X
は
昭
和
八
年
―
二
月
―
二
日
B
の
訴
訟
を
承
継
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

y
a
.
Y
は
抗
弁
し
て
、

Y
a
.
Y
及
び

B
の
示
談
交
渉
の
結
果
、
昭
和
七
年
五
月
七
日
B
は
両
名
が
競
落
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
し
た

こ
と
を
認
め
、
そ
の
代
償
と
し
て
両
名
よ
り
金
八
千
円
を
B
に
交
付
す
る
旨
の
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
、
両
名
に
お
い
て
同
金
額
を
B

に
支
払
っ
た
と
主
張
し
た
。

原
審
は
Y
a
.
Y
主
張
の
右
の
事
実
を
認
め
、

B
に
は

A
の
相
続
財
産
を
処
分
す
る
権
限
は
な
い
か
ら
、

B
が
Y
a
.
Y
と
な
し
た
和
解
は

B
の
無
権
代
理
行
為
で
あ
る
が
、

X
は
B
の
家
督
を
相
続
し
た
後
隠
居
し
A
の
家
督
を
相
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

X
は
B
の
無
権
代
理

行
為
の
本
人
た
る
地
位
に
就
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
、

X
は
Y
a
.
Y
に
対
し
て
B
の
無
権
代
理
を
主
張
で
き
な
い
と
し
て
、

Y
a
.
Y
に
対

す
る

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

X
は
上
告
し
て
、
原
審
の
右
の
判
断
は
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
の
大
審
院
判
決
（
判
例
①
）
と
同
様
の
考
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

関
法

1
0
 
(
1
0
)
 



無
権
代
理
と
二
重
相
続

無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
あ
た
か
も
追
認
が
あ
っ
た
と
同
様
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
判
例
①
の
趣
旨
は
、
純
法
理
論
の

導
く
不
当
な
結
果
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
倫
理
的
性
質
を
多
分
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
無
権
代
理
人
⑱
の
家
督
を
相

続
し
そ
の
地
位
を
承
継
す
る
一
方
、
偶
然
的
に
本
人
囚
の
家
督
相
続
人
に
選
定
さ
れ
本
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た

X
に
は
、
何
ら

倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
ぺ
き
理
由
が
な
い
か
ら
、
前
記
原
審
の
判
断
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

「
無
権
代
理
行
為
ヲ
為
ッ
タ
ル
者
ノ
家
督
相
続
人
力
隠
居
ヲ
為
ッ
タ
ル
後
更
二
他
家
ノ
家
督
相
続
ヲ
為
シ
テ
本
人
ノ
地
位

ニ
就
キ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
別
段
ノ
事
情
ナ
キ
限
リ
本
人
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
同
様
其
ノ
行
為
ノ
効
果
ノ
自
己
二
帰
属
ス
ル
ヲ

回
避
シ
得
サ
ル
コ
ト
彼
ノ
無
権
代
理
人
力
自
ラ
本
人
ノ
相
続
ヲ
為
シ
其
ノ
地
位
ヲ
承
継
シ
タ
ル
場
合
卜
何
等
択
フ
ト
コ
ロ
ナ
キ
モ
ノ
ト
解

ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
蓋
シ
無
権
代
理
人
ハ
其
ノ
為
シ
タ
ル
代
理
行
為
力
本
人
二
依
リ
追
認
セ
ラ
レ
サ
ル
限
リ
原
則
ト
シ
テ
相
手
方
二
対
シ
損

害
賠
償
其
ノ
他
ノ
債
務
ヲ
負
担
ス
ヘ
ク
此
ノ
債
務
ハ
無
権
代
理
人
二
付
家
督
相
続
開
始
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
相
続
人
二
依
リ
テ
承
継
セ

ラ
レ
相
続
人
ヵ
其
ノ
後
隠
居
ヲ
為
シ
テ
他
家
二
入
ル
コ
ト
ア
ル
モ
依
然
之
ヵ
履
行
ノ
責
ヲ
免
レ
得
サ
ル
ハ
民
法
第
九
百
八
十
九
条
第
一
項

ノ
規
定
二
照
シ
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
ヲ
以
テ
期
ル
債
務
ヲ
負
担
セ
ル
者
ヵ
本
人
ノ
地
位
二
就
キ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
寧
口
相
手
方

ニ
対
シ
無
権
代
理
行
為
ノ
追
認
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ソ
相
当
ナ
レ
今
更
追
認
ヲ
拒
絶
シ
テ
代
理
行
為
ノ
効
果
ノ
自
己
二
帰
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
回
避

セ
ム
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
信
義
則
上
許
サ
ル
ヘ
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、

側
本
件
は
、

判
断
さ
れ
、

X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

(

-

―

)

 

A
の
相
続
財
産
管
理
人
で
あ
る

B
が
A
の
所
有
不
動
産
に
つ
い
て

y
a
.
Y
と
な
し
た
裁
判
上
の
和
解
が
無
権
代
理
行
為
と

B
の
死
後
B
の
家
督
を
相
続
し

B
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
承
継
す
る
こ
と
に
な
っ
た

X
が
、
隠
居
後
今
度
は
A
の

家
督
を
相
続
し
本
人
と
し
て
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

X
は
上
告
理
由
に
お
い
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
そ
の
無
権
代
理
行
為
が
当
然
有
効
に
な
る
と
す
る
判
例
①
の
趣
旨

大
審
院
は
、



と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
様
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
の
根
拠
、

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
も
追
認
を
拒
絶
し
う
べ

は
、
理
論
の
導
く
不
当
な
結
果
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
倫
理
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
本
件
の
よ
う
に
偶
然
に
無
権
代
理
人
と
本
人
の
両

者
の
地
位
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
相
続
人
に
は
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
判
例
①
の
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
な
い

と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
審
院
は
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
も
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
異
な
ら
な
い
と
判
断
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
責
任
を
承
継
し
た
者
は
、
隠
居
し
て
他
家
に
入
っ
て
も
依
然
そ
の
責
任
を
負
担
す
る
の

(
4
)
 

で
あ
り
、
そ
の
者
が
本
人
の
地
位
に
就
い
た
か
ら
と
い
っ
て
今
更
追
認
拒
絶
を
認
め
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

圃
本
判
例
（
判
例
④
）
の
判
批
と
し
て
四
宮
和
夫
・
判
民
昭
和
一
七
年
度
―
二
事
件
四
二
頁
が
あ
る
。
本
件
は
二
重
相
続
に
よ
り
無
権

代
理
人
の
地
位
と
本
人
の
地
位
と
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
従
来
の
判
例
（
判
例
①
・
®
•
③
)
と
は
異
な
る
特
殊
性

こ
の
点
は
本
判
旨
に
と
っ
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
判
旨
が
か
か
る
場
合
に
代
理
行
為
が
有
効
と
な
る
根
拠
と

の
根
拠
と
、

第
三
九
巻
第
一
号

(
―
二
）

「
通
常
の
場
合
と
同
様
に
論
じ
て
差
支
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
判
旨
の
い
う
と
お
り
で
あ
り
、

『
信
義
則
』
を
採
用
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
」
（
四
宮
・
前
掲
四
四
頁
）
と
評
す
る
。

「
本
人
自
ラ
法
律
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
同
様
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
生
ジ
ク
ル
モ
ノ
」
と
い
う
第
一

「
自
己
の
有
せ
ざ
る
権
利
を
処
分
し
た
者
が
後
に
該
権
利
を
取
得
し
た
場
合
に
該
処
分
方
法
が
完
全
な
効
力
を
生
ず
る
も
の

し
と
い
う
が
如
き
は
徒
ら
に
相
手
方
を
不
利
益
な
地
位
に
陥
れ
る
結
果
を
生
ず
る
」
と
い
う
第
三
の
根
拠
に
分
析
し
、
人
格
承
継
説
は
第

一
の
根
拠
、
追
完
説
は
第
二
の
根
拠
、
信
義
則
説
は
第
一
ー
ー
の
根
拠
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
で
、
本
判
旨
も
こ
の
第
三
の
信
義
則
説
に

従
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
信
義
則
説
の
根
拠
か
ら
だ
け
で
は
、
追
認
拒
絶
を
禁
止
で
き
て
も
、
無
権
代
理
行
為
が
相
続
と
同

時
に
当
然
有
効
に
な
る
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
せ
な
い
し
、
拒
絶
は
相
手
方
に
と
り
必
ず
し
も
不
利
益
で
な
い
か
ら
、
信
義
則
を
援
用
す

四
宮
判
批
は
、
判
例
①
の
判
旨
を
、

し
て
、
従
来
の
判
例
理
論
に
従
う
こ
と
な
く
、

を
も
つ
事
案
で
あ
る
が
、
四
宮
判
批
は
、

関
法



す
る
。
た
だ
し
、
人
格
承
継
説
と
は
異
な
っ
て
、
無
権
代
理
人
が
無
能
力
者
で
あ
る
場
合
、
遣
言
執
行
者
の
あ
る
場
合
、
無
権
代
理
人
が

共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
場
合
等
は
、
資
格
融
合
説
と
い
う
の
は
「
相
続
の
開
始
と
同
時
に
当
然
確
定
的
に
無
権
代
理
行
為
が
通
常
の

法
律
行
為
に
な
る
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
や
は
り
管
理
権
（
処
分
権
を
含
む
）
の
制
限
せ
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
当
該
行
為
の
効
果
の
帰
属

(
5
)
 

（
四
宮
・
前
掲
四
七
頁
）
と
説
く
。

が
排
斥
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
当
の
結
果
を
生
ず
る
虞
れ
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
」

(

1

)

本
件
の
判
批
と
し
て
他
に
実
方
謙
ニ
・
法
学
四
巻
七
号
二
頁
が
あ
る
。

(

2

)

杉
之
原
判
批
は
、
無
権
代
理
行
為
の
効
果
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
利
益
相
反
行
為
が
無
権
代
理
行
為
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、

む
し
ろ
自
己
契
約
の
事
案
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
相
続
に
よ
っ
て
代
理
人
が
本
人
の
地
位
を
承
継
し
た
な
ら
、
こ
の
自
己
契
約
は
当
然
有
効
と
な

り
、
本
人
に
対
す
る
債
務
者
お
よ
び
保
証
人
が
自
己
契
約
の
無
効
を
主
張
す
る
の
は
正
当
な
利
益
が
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(

3

)

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
は
無
権
代
理
人
が
自
ら
な
し
た
無
権
代
理
行
為
に
基
づ
き
、
連
帯
保
証
人
に
弁
済
を
請
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

単
に
追
認
権
を
承
継
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
現
に
追
認
を
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
事
案
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(

4

)

本
件
に
お
け
る
X
の
Yl.yz
に
対
す
る
主
張
及
び
そ
れ
に
対
す
る
判
断
は
、
事
案
の
簡
略
化
の
た
め
省
略
す
る
。

(

5

)

た
だ
し
、
四
宮
教
授
は
後
述
す
る
よ
う
に
改
説
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

無
権
代
理
と
二
重
相
続

と
主
張
す
る
（
資
格
融
合
説
）
。
こ
の
資
格
融
合
説
は
、

一
種
の
追
完
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、

第
二
の
根
拠
よ
り
第
一
の
根
拠
に
該
当

そ
し
て
四
宮
判
批
は
「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
て
本
人
た
る
資
格
と
無
権
代
理
人
た
る
資
格
と
が
同
一
人
格
に
融
合
し
た
と
す

れ
ば
（
相
続
に
よ
っ
て
「
人
格
の
承
継
」
を
生
ず
る
と
説
く
ま
で
も
な
く
た
だ
当
該
代
理
行
為
に
お
い
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
た
る
資

格
を
承
継
し
、
そ
こ
に
本
人
た
る
資
格
と
無
権
代
理
人
た
る
資
格
と
が
同
一
人
格
に
融
合
す
る
と
考
え
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
）
本
人
と
代

理
人
と
は
も
は
や
他
人
で
は
な
く
、
従
っ
て
「
代
理
権
」
の
媒
介
を
必
要
と
せ
ず
し
て
理
論
上
当
然
に
法
律
行
為
の
効
果
が
そ
の
人
格
に

帰
属
す
る
こ
と
に
確
定
し
、
通
常
の
ー
自
己
の
た
め
に
な
さ
れ
た
|
ー
．
法
律
行
為
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
四
宮
・
前
掲
四
六
頁
）

（
一
三
）

る
余
地
は
な
い
と
批
判
す
る
。



X
は
控
訴
し
て
、
①
第
一
次
的
請
求
原
因
と
し
て
、

A
は
一
―
七
条
所
定
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
履
行
責
任
を
負
う
べ
き
で
、

A
を

相
続
し
た
Y
は、

A
の
債
務
を
承
継
履
行
す
べ
き
だ
と
し
、
③
予
備
的
な
請
求
原
因
と
し
て
、

A
の
無
権
代
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
売
買

契
約
が
本
人
Y
の
追
認
も
追
認
拒
絶
も
な
い
う
ち
に
、

A
が
死
亡
し

Y
が
A
を
相
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
続
と
と
も
に
、
売
買

契
約
は
完
全
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
と
き
に

X
は
本
件
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
主
張
し
た
。

た
の
が
本
件
で
あ
る
。
第
一
審
Y
勝
訴
。

第
三
九
巻
第
一
号

ーヽ，‘二
最
高
裁
の
判
例
及
び
学
説

（
 ①

最
高
裁
昭
和
三
七
年
四
月
二

0
日
判
決
（
民
集
一
六
巻
四
号
九
五
五
頁
）
°
|
判
例
⑥
ー

い
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

y
の
父
A
は
昭
和
―
―
―
一
年
一

1

一
月
二
六
日
自
己
の
借
財
整
理
の
た
め
、
自
己
所
有
の
本
件
家
屋
の
敷

地
を

X
の
先
代
に
売
渡
し
た
際
、

Y
を
代
理
す
る
権
限
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

y
の
代
理
人
と
し
て
Y
所
有
の
本
件
家
屋
を
も
同
時
に

売
渡
し
た

(
Y
は
当
時
応
召
中
）
。
そ
の
翌
日
X
名
義
で
右
不
動
産
の
移
転
登
記
が
行
な
わ
れ
た
が
、

A
夫
婦
は

X
か
ら
そ
の
家
屋
を
賃
借

し
て
引
続
き
そ
の
家
に
居
住
し
て
い
た
。
昭
和
一
五
年
一

0
月
一
四
日
A
は
死
亡
し

y
が
そ
の
家
督
を
相
続
し
た
が
、

A
の
死
亡
ま
で
の

間
に

Y
は
A
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
も
、
追
認
の
拒
絶
も
し
て
い
な
い
。
終
戦
後
、

X
は
Y
よ
り
本
件
家
屋
の
階
下
部
分
の
返
還
を
受

け
、
そ
の
家
屋
に
接
続
し
た
Y
所
有
の
建
物
一
坪
を
無
償
で
使
用
し
、
他
方

y
は
引
続
き
階
上
部
分
を
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
x
.
Y
間
で
こ
の
相
互
の
使
用
関
係
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
一

0
日
y
は
X
に
対
し
て
、
本
件
家
屋
は

Y

の
所
有
で
あ
り
Y
の
父
A
が
何
ら
の
権
限
な
く
こ
れ
を

X
に
売
渡
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
右
家
屋
の
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登
記

手
続
請
求
の
訴
を
提
起
し
、
昭
和
二
七
年
七
月
二
五
日
Y
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

y
よ
り
X
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
は

抹
消
さ
れ
た
。
そ
こ
で
今
度
は

X
が

y
に
対
し
て
、
本
件
建
物
の
階
上
部
分
の
明
渡
し
と
建
物
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
の
訴
を
提
起
し

関
法
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最
高
裁
は
、

一
五

（
一
五
）

亡
し
本
人
に
よ
っ
て
相
続
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
本
人
た
る
資
格
と
無
権
代
理
人
た
る
資
格
と
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
本
人
は
一
方
で
は
無
権
代
理
人
た
る
資
格
で
民
法
第
一
―
七
条
の
責
に
任
じ
、
他
方
で
は
本
人
た
る
資
格

で
追
認
を
拒
絶
す
る
と
い
う
風
に
両
方
の
資
格
を
分
離
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
無
権
代
理
人
の
相
続
人
と
し
て
の
民

法
―
―
七
条
に
基
く
義
務
も
、
本
人
と
し
て
の
追
認
拒
絶
権
も
共
に
消
減
に
帰
し
、
結
局
相
続
と
同
時
に
無
権
代
理
行
為
の
瑕
疵
は
追
完

さ
れ
そ
の
時
以
降
無
権
代
理
に
よ
る
契
約
は
有
効
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
無
権
代
理
人
が
本
人

を
相
続
し
た
場
合
と
何
等
異
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
。
」
と
判
示
し
た
。

y
上
告
。

わ
ず
、

「
原
判
決
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
で
あ
る
と
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
で
あ
る
と
を
問

い
や
し
く
も
無
権
代
理
人
た
る
資
格
と
本
人
た
る
資
格
と
が
同
一
人
に
帰
属
し
た
以
上
、
無
権
代
理
人
と
し
て
民
法
―
―
七
条
に

基
い
て
負
う
べ
き
義
務
も
本
人
と
し
て
有
す
る
追
認
拒
絶
権
も
共
に
消
減
し
、
無
権
代
理
行
為
の
瑕
疵
は
追
完
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
以

後
右
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
旨
判
示
す
る
。

し
か
し
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
自
ら
し
た
無
権
代
理
行
為
に
つ
き
本
人
の
資
格
に
お
い
て
追
認
を
拒

絶
す
る
余
地
を
認
め
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
、
右
無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
共
に
当
然
有
効
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
こ
れ
と
同
様
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
続

人
た
る
本
人
が
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
し
て
も
、
何
ら
信
義
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
被
相
続
人
の
無
権
代

理
行
為
は
一
般
に
本
人
の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

然
る
に
、
原
審
が
、
本
人
た
る
上
告
人
⑰
に
お
い
て
無
権
代
理
人
亡
永
蔵
囚
の
家
督
を
相
続
し
た
以
上
、
原
判
示
無
権
代
理
行
為
は
こ

無
権
代
理
と
二
重
相
続

控
訴
審
は
、

X
の
①
の
主
張
を
却
け
た
が
、
予
備
的
な
③
の
方
は
認
め
、

「
本
人
に
よ
る
追
認
の
拒
絶
の
な
い
ま
ま
無
権
代
理
人
が
死
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の
と
き
か
ら
当
然
有
効
と
な
り
、
本
件
不
動
産
所
有
権
は
被
上
告
人

g
に
移
転
し
た
と
速
断
し
、
こ
れ
に
基
い
て
本
訴
お
よ
び
反
訴
に
つ

き
上
告
人
敗
訴
の
判
断
を
下
し
た
の
は
、
法
令
の
解
釈
を
誤
っ
た
結
果
審
理
不
尽
理
由
不
備
の
違
法
に
お
ち
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
論

旨
は
結
局
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
中
上
告
人
敗
訴
の
部
分
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。
」
と
判
示
し
て
、
本
件
を
控
訴
審
に
差
戻
し
た
。

圃
大
審
院
時
代
、
無
権
代
理
と
相
続
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
は
す
べ
て
無
権
代
理
人
が
本
人
を
家
督
相
続
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た

が
（
但
し
判
例
④
は
無
権
代
理
人
を
家
督
相
続
し
た
後
隠
居
し
て
本
人
を
家
督
相
続
し
た
と
い
う
二
重
相
続
の
事
案
）
、
本
判
例
（
判
例
⑥
）

は
は
じ
め
て
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
（
但
し
家
督
相
続
）
し
た
場
合
の
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
の
効
果
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
控
訴
審
は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
も
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
何
ら
異
な
ら
ず
、

相
続
と
同
時
に
無
権
代
理
行
為
の
瑕
疵
は
追
完
さ
れ
て
、
そ
の
時
以
降
無
権
代
理
に
よ
る
契
約
は
有
効
に
な
る
と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
自
ら
の
無
権
代
理
行
為
に
つ
き
本
人
の
資
格
に
お
い
て
追

認
を
拒
絶
す
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
、
無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
共
に
当
然
有
効
と
な
る
が
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た

場
合
に
は
、

本
人
が
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
し
て
も
、

櫛
代
理
行
為
竺
般
臣
平
ん
か
梱
続

g
か
い
当
然
記
も
な
か
か
か
で
応
か
い
と
判
示
し
た
。

何
ら
信
義
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、

、
、
、
、
、
、

被
相
続
人
の
無

圃
本
件
の
判
批
と
し
て
、
川
添
利
起
・
判
解
民
昭
和
三
七
年
度
47
事
件
一
四
三
頁
、
鈴
木
禄
弥
・
法
学
二
八
巻
一
号
ニ
―

-0頁
、
谷
口

知
乎
・
民
商
四
七
巻
六
号
九
六

0
頁
、
高
野
竹
三
郎
・
民
法
の
判
例
（
第
一
版
）
＝
一
六
頁
が
あ
る
。
右
各
判
批
は
、
「
被
相
続
人
の
無
権
代

理
行
為
は
一
般
に
本
人
の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
も
の
で
な
い
」
と
す
る
判
旨
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
、
見
解
の
対
立
が
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
無
権
代
理
人
に
お
い
て
一
―
七
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
要
件
（
相
手
方
の
善
意
無
過
失
等
）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
川
添
•
前
掲
一
四
六
頁
、
鈴
木
・
前
掲
ニ
―
―
-
＝
頁
）
。
そ
の
根
拠
は
、

関
法
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無
権
代
理
と
二
重
相
続

理
行
為
が
有
効
と
な
る
と
解
す
る
よ
う
に
読
ま
れ
る
が
、
相
手
方
が
善
意
無
過
失
で
、
行
為
の
有
効
を
主
張
す
る
と
き
は
、
本
人
と
し
て

な
お
谷
口
判
批
は
、
本
判
旨
が
、

て
い
る
も
の
と
思
う
。
」

権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
相
手
方
に
対
し
て
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
相
手
方
が
悪
意
有
過
失
の
場
合
に
そ
の
責
を
免
れ
う
る
わ

け
で
あ
る
。
本
判
決
の
判
示
は
、
信
義
則
に
反
せ
ぬ
こ
と
を
理
由
に
本
人
と
し
て
の
追
認
拒
絶
を
認
め
、
相
続
に
よ
る
当
然
有
効
説
を
否

定
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
然
有
効
と
な
る
も
の
と
し
て
売
却
不
動
産
所
有
権
の
相
手
方
へ
の
移
転
を
速
断
し
た
原
審
を
破
棄
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
無
効
と
い
う
の
で
は
な
く
、
相
手
方
は
善
意
無
過
失
を
主
張
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
問
い
う
る
こ
と
を
認
め

(
2
)
 

（
谷
口
•
前
掲
九
六
九
頁
、
九
七
0
頁
）
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
は
、

し
た
わ
け
で
は
な
く
、

「
原
審
で
、

一七

（
一
七
）

『
被
相
続
人
の
無
権
代

X
は
、
①
相
続
債
務
の
履
行
を
求
め
る
第
一
次
請
求
と
、
＠
無
権
代
理
行
為
が
相
続
の
結
果
有
効
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と

す
る
予
備
的
請
求
と
を
し
た
。
原
判
決
は
、
④
を
棄
却
し
、
こ
れ
に
対
す
る

X
の
上
告
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
判

決
は
、
す
で
に
確
定
し
て
い
る
。
他
方
、
原
判
決
は
、
＠
を
認
容
し
た
が
、
最
高
裁
は
、

Y
の
上
告
を
入
れ
て
、

理
行
為
は
一
般
に
本
人
の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
』
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

最
高
裁
判
例
は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
こ
と
に
よ
り
、
無
権
代
理
行
為
が
当
然
に
有
効
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
、
否
定

『
も
し
、

代
理
行
為
は
有
効
に
な
る
か
ら
、

け
だ
し
、
も
し
そ
う
で
な
く
、

A
が
民
法
―
―
七
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
に
は
、
本
人
Y
が
A
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
権

A
が
一
―
七
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
だ
っ
た
か
を
検
討
せ
よ
』
と
い
う
趣
旨
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

x勝
訴
の
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
立
場
に
最
高
裁
が
立
つ
と
し
た
ら
、
差
戻
を
す
る
余
地
は
な
く
、

(
1
)
 

破
棄
自
判
を
す
れ
ば
足
り
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
同
旨
、
川
添
後
掲
）
。
」
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
も
、
相
手
方
が
善
意
無
過
失
だ
と
本
人
と
し
て
追
認
を
拒
絶
し
て
も
、
無

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
と
き
は
信
義
則
上
追
認
拒
絶
を
認
め
ず
、
従
っ
て
当
然
無
権
代



を
認
容
す
べ
き
義
務
と
も
い
え
る
）
の
承
継
で
あ
り
、

「
無
権
代
理
人
が
自
ら
な
し
た
無
権
代
理
行
為
を
、
本
人

そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

（
谷
口
•
前
掲
九
六
九
頁
）
。
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追
認
を
拒
絶
し
え
て
も
無
権
代
理
人
と
し
て
責
を
負
う
べ
く
、
た
だ
相
手
方
の
悪
意
の
場
合
に
、
こ
の
責
任
が
な
く
、
追
認
を
拒
絶
し
う

る
と
解
す
べ
く
、
信
義
則
に
よ
り
常
に
追
認
を
拒
否
し
え
ず
当
然
有
効
と
な
る
と
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
」

頁
）
と
す
る
。
何
故
な
ら
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
当
然
に
有
効
に
な
る
と
い
う
解
釈
は
、
共
同
相
続
が
原
則
で
あ
る

今
日
で
は
、
無
権
代
理
人
が
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
っ
た
時
、
他
の
共
同
相
続
人
に
不
当
に
不
利
益
を
課
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
追
認
す
る
や
否
や
は
処
分
に
関
す
る
か
ら
共
同
相
続
人
全
員
の
同
意
を
要
す
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
得
ら
れ
ぬ
と
き
は
、
無
権
代

理
を
な
し
た
者
が
単
独
に
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
れ
ば
よ
い
。
「
要
す
る
に
、
『
地
位
の
承
継
』
が
直
ち
に
人
格
承
継
或
は
資
格
融
合
だ
と
し

て
、
無
権
代
理
行
為
が
相
続
に
よ
っ
て
本
人
が
為
し
た
と
同
様
に
当
然
有
効
に
な
る
と
い
う
の
は
論
理
の
粗
雑
な
い
し
飛
躍
の
批
判
を
免

れ
な
い
。
『
地
位
の
承
継
』
は
無
権
代
理
関
係
よ
り
生
ず
る
法
律
関
係
（
一
定
の
条
件
の
下
に
生
ず
る
形
成
権
並
び
に
、
そ
の
行
使
の
結
果

右
の
谷
口
説
を
要
約
す
れ
ば
、
谷
口
説
は
相
続
に
よ
っ
て
無
権
代
理
人
の
地
位
と
本
人
の
地
位
と
が
同
一
人
に
帰
属
し
た
場
合
の
、
人

格
承
継
あ
る
い
は
資
格
融
合
の
理
由
に
基
づ
く
当
然
有
効
説
を
排
除
す
る
。
そ
し
て
本
件
の
よ
う
に
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場

合
に
は
、
本
人
は
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
で
き
る
が
（
本
人
は
自
ら
前
に
意
思
表
示
を
し
た
わ
け
で
な
い
の
で
、
追
認

拒
絶
を
す
る
こ
と
は
信
義
に
反
し
な
い
）
、
無
権
代
理
人
の
法
上
の
地
位
を
承
継
し
た
以
上
相
手
方
が
善
意
無
過
失
の
場
合
に
は
無
権
代

理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
相
手
方
が
悪
意
の
場
合
に
は
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
権
代
理
人
が

本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
も
、
相
続
人
た
る
無
権
代
理
人
は
本
人
の
追
認
拒
絶
権
を
承
継
し
て
い
る
か
ら
、
理
論
上
は
こ
の
権
利
を
行
使

し
え
、
そ
の
場
合
（
理
論
上
有
し
て
い
る
追
認
拒
絶
権
を
行
使
し
た
場
合
）
善
意
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
は
無
権
代
理
人
と
し
て
の

責
任
を
負
い
、
相
手
方
が
悪
意
の
場
合
に
は
そ
の
責
任
を
免
れ
る
。
し
か
し
、

（
谷
口
•
前
掲
九
六
九

関
法

一八

（
一
八
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

続
し
た
場
合
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、

一九

（
一
九
）

を
相
続
し
て
そ
の
処
分
目
的
財
産
を
取
得
し
た
に
拘
ら
ず
、
本
人
よ
り
承
継
し
た
追
認
拒
絶
権
を
行
使
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
態
度
が
信

義
則
に
反
す
る
故
に
、
そ
の
行
使
が
阻
止
さ
れ
る
（
一
種
の
ニ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
理
論
）
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
悪
意
、
有
過

右
の
谷
口
説
の
最
後
の
部
分
の
記
述
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
の
谷
口
•
前
掲
九
六
九
頁
の
記
述
に
矛
盾
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
結
局
谷
口
説
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
人
を
相
続
し
た
無
権
代
理
人
は
理
論
上
本
人
よ
り
承
継
し
た
追
認
拒
絶
権

（
そ
し
て
そ
れ
を
行
使
し
た
場
合
に
は
谷
口
•
前
掲
九
六
九
頁
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
が
）
、

を
阻
止
さ
れ
、
単
独
相
続
の
場
合
や
、
共
同
相
続
の
場
合
で
も
遺
産
分
割
の
結
果
、
無
権
代
理
人
が
処
分
目
的
財
産
を
取
得
し
た
場
合
に

(
3
)
 

は
、
信
義
則
上
そ
の
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
る
と
い
う
趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
。

本
件
最
高
裁
判
旨
や
谷
口
説
の
よ
う
に
信
義
則
を
援
用
し
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相

て
、
そ
の
行
為
の
効
力
を
自
ら
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信
義
に
反
す
る
感
じ
が
後
の
場
合
よ
り
強
い
こ
と
は
、

か
し
、
法
的
に
問
題
に
さ
る
べ
き
信
義
則
は
、
こ
の
よ
う
な
ペ
ル
ゼ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
な
も
の
で
な
く
、
相
手
方
と
被
相
続
人
と
の
間
に
存
し

た
信
義
則
は
、
相
続
に
よ
り
、
相
続
財
産
に
附
着
し
て
、
相
手
方
と
相
続
人
の
間
の
信
義
則
に
移
行
す
る
。
相
続
に
よ
り
、
相
続
人
固
有

の
義
務
も
、
被
相
続
人
か
ら
伝
来
し
た
義
務
も
、

不
当
で
は
な
い
か
、

「
常
識
的
に
は
、
前
の
場
合
に
は
、
当
の
行
為
を
し
た
者
自
身
が
生
き
て
い

た
し
か
で
あ
る
。
し

い
ま
や
等
し
く
相
続
人
の
義
務
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相

続
し
た
場
合
と
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
を
区
別
し
、
ま
え
の
場
合
に
だ
け
、
追
認
拒
絶
が
で
き
る
、

と
思
う
。
も
し
、
本
人
1
1
相
続
人
が
、
無
権
代
理
の
効
果
を
う
け
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
欲
し
な
い
な
ら
、
相
続
放
棄

を
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
相
続
に
よ
る
利
益
の
み
を
享
受
し
、
相
続
よ
り
生
ず
る
不
利
益
は
免
れ
よ
う
と
い
う
の
は
、

と
す
る
の
は
、

い
さ
さ
か
身
勝
手
と

を
有
し
て
い
る
が

信
義
則
上
は
そ
の
行
使

失
の
場
合
で
も
有
効
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
」

（
谷
口
•
前
掲
九
六
八
頁
）
。



最
高
裁
昭
和
四

0
年
六
月
一
八
日
判
決
（
民
集
一
九
巻
四
号
九
八
六
頁
）
°
_
判
例
⑥
ー

川
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

X
は
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
五
月
頃
そ
の
父
で
あ
る

A
に
無
断
で
A
の
印
鑑
を
使
用
し
、

A
所
有
の
本
件
土
地

を
担
保
に
差
入
れ
て
A
名
義
で
他
か
ら
金
融
を
受
け
た
。
そ
の
後
同
年
八
月
頃
X
は
右
の
金
融
の
仲
介
を
し
た
B
に
す
す
め
ら
れ
て
、
右

の
債
務
の
借
り
か
え
を
す
る
つ
も
り
で
、
書
面
の
内
容
も
よ
く
確
か
め
ぬ
ま
ま
に
、
再
び
A
の
印
鑑
を
無
断
で
使
用
し
て
本
件
土
地
の
売

渡
証
書
に

A
の
記
名
押
印
を
し
、

A
に
無
断
で
A
名
義
の
委
任
状
を
作
成
し
て

A
の
印
鑑
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
一

括
し
て
B
に
交
付
し
た
。
と
こ
ろ
が

B
は
右
の
書
類
を
使
用
し
て
、
同
年
八
月
八
日
本
件
土
地
を
Yl
に
対
し
代
金
二
四
万
五
千
円
で
売
渡

す
旨
の
契
約
を
結
び
、
同
年
同
月
―
一
日
Yl
に
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
。

Yl
は
即
日
C
に
売
買
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
仮
登
記
を
し
た

が
、
不
安
を
お
ぼ
え
た

C
よ
り
同
日
契
約
が
解
除
さ
れ
仮
登
記
が
抹
消
さ
れ
る
と
、
同
月
二
＝
日
Y
に
本
件
土
地
を
売
渡
し
所
有
権
移
転

登
記
を
し
た
。

第
三
九
巻
第
一
号

と
こ
ろ
で
昭
和
一
一
＿
五
年
三
月
一
九
日
A
が
死
亡
し
、

A
の
妻
と

X
を
含
む
A
の
子
八
人
が
相
続
人
と
な
っ
た
が
、

X
以
外
の
全
員
が
相

続
を
放
棄
し
、

X
が
A
を
単
独
相
続
す
る
形
と
な
っ
た
。
そ
こ
で

X
か
ら
Y
l
.
Y
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
た
の
が

本
件
で
あ
る
。

第
一
審
•
第
二
審
x
敗
訴
。

(

1

1

0

)

 

X
は
上
告
し
て
、
①
原
審
は
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
て
、
本
人
と
代
理
人
の
資
格
が
同
一
に
帰
し
た
と
き
は
、
自
ら
法
律
行
為

を
な
し
た
の
と
同
一
の
法
律
上
の
地
位
を
生
じ
る
旨
判
示
す
る
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

X
の
本
来
の
相
続
分
で
あ
る

―
二
分
の
一
に
つ
い
て
だ
け
で
、
他
の
相
続
人
が
放
棄
し
た
―
二
分
の
―
一
に
つ
い
て
は
及
ば
な
い
こ
と
、
③
X
は
Y
l
.
y
z
に
対
し
て
移

(2) 
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」

関
法

（
鈴
木
・
前
掲
ニ
―
―
―
―
一
頁
、

(
4
)
 

―
―
-
＿
四
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

二
0



が
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
の
と
同
様
な
法
律
上
の
地
位
を
生
じ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
（
大
判
・
大
正
一
五
年
（
オ
）

七
三
号
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
判
決
、
民
集
六
巻
一
〇
六
頁
参
照
）
、

て
他
の
相
続
人
の
相
続
放
棄
に
よ
り
単
独
で
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
審

が
、
右
と
同
趣
旨
の
見
解
に
立
ち
、
前
記
認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
上
告
人

g
は
遅
沢
⑱
に
対
す
る
前
記
の
金
融
依
頼
が
亡
寅
一
い
の
授

権
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
遅
沢
は
右
の
範
囲
内
に
お
い
て
寅
一
を
代
理
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
た
も

の
と
解
す
べ
き
旨
判
断
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
そ
し
て
原
審
は
、
原
判
示
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
遅
沢
が
右
授
与
さ
れ
た

代
理
権
の
範
囲
を
こ
え
て
本
件
土
地
を
被
上
告
人
菊
池
Yl
に
売
り
渡
す
に
際
し
、
同
被
上
告
人
に
お
い
て
遅
沢
に
右
土
地
売
渡
に
つ
き
代

理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
の
事
由
が
存
す
る
旨
判
断
し
、
結
局
、
上
告
人
が
同
被
上
告
人
に
対
し
右
売
買
の
効
力
を
争
い
得
な
い
旨
判

断
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
、

X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

圃
本
件
は
、
無
権
限
の

X
が
父
A
の
代
理
人
と
し
て
、

B
に
対
し
て
A
所
有
の
土
地
を
担
保
に
他
か
ら
金
融
を
受
け
る
こ
と
を
依
頼
し

た
と
こ
ろ
、

B
は
そ
の
土
地
を
Yl
に
売
却
し

(Yl
は
さ
ら
に

Y
に
売
却
、
そ
れ
ぞ
れ
移
転
登
記
を
経
由
）
、

相
続
人
全
員
の
相
続
放
棄
に
よ
り
A
を
単
独
相
続
す
る
に
い
た
っ
た

X
が、

Y
l
.
Y
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
と
い

う
事
案
で
あ
る
。

本
判
例
（
判
例
⑥
）
に
お
い
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
の
無
権
代
理
行
為
の
効
果
が
、
は
じ
め
て
最
高
裁
で
問
題
と

無
権
代
理
と
二
重
相
続

最
高
裁
は
、

張
し
た
。

転
登
記
を
し
な
い
旨
申
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
理
は
、

後
に
A
死
亡
後
、

（
ニ
ー
）

他
の
共
同

無
権
代
理
人
が
本
人
の
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
っ 1

0
 

y
l
•
Y
Z
に
お
い
て
B
を
A

の
代
理
人
と
信
ず
べ
き
正
当
の
理
由
は
な
い
こ
と
を
主

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
本
人
と
代
理
人
と
の
資
格
が
同
一
人
に
帰
す
る
に
い
た
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人



正
当
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

第
三
九
巻
第
一
号

た
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
の
と
同
様
な
法
律
上
の
地
位
を
生
じ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、

（
大
判
・
大
正
一
五
年
（
オ
）

（
二
ニ
）

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
本
人
と
代
理
人
と
の
資
格
が
同
一
人
に
帰
す
る
に
い

1
0七
―
―
一
号
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
判
決
、
民
集
六
巻
一
〇
六
頁
参
照
）
、

本
人
の
共
同
相
続
人
の
相
続
放
棄
に
よ
り
単
独
で
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

圃
本
件
に
先
行
す
る
判
例
⑥
は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
事
案
に
お
い
て
、

と
判
示
し
た

上
で
、
右
の
判
断
の
結
果
、

B
は
A
の
土
地
を
担
保
に
し
て
他
か
ら
金
融
を
受
け
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
範
囲
内
で
は
、

A
を
代
理

す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
た
と
解
し
、
こ
れ
を
基
本
代
理
権
と
し
て
、

Yl
に
は

B
に
右
土
地
売
買
に
つ
い
て
代
理
権
あ
り
と
信
ず
ぺ
き

「
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
て
は
、
自
ら
し
た
無
権
代
理
行
為
に
つ
き
本
人
の
資
格
に
お
い
て
追
認
を
拒
絶
す
る
余
地
を
認
め
る
の
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
、
右

無
権
代
理
行
為
は
相
続
と
共
に
当
然
有
効
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
」
と
判
示
し
た
。
従
っ
て
、
無
権
代
理
人
が

本
人
を
相
続
し
た
場
合
で
も
、
以
後
の
判
例
が
従
来
の
判
例
①
の
理
由
づ
け
を
棄
て
、
信
義
則
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
追
認
拒
絶
権
を
否

定
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
（
谷
口
•
前
掲
九
六
七
頁
、
平
井
宜
雄
「
本
件
判
批
」
法
協
八
三
巻
二
号
二
七

六
頁
）
、
判
例
①
の
判
旨
を
引
用
し
た
本
件
最
高
裁
判
旨
に
は
批
判
が
多
い
（
岡
本
担
「
本
件
判
批
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）

八
三
頁
、
中
川
淳
「
本
件
判
批
」
民
商
五
四
巻
二
号
一
八

0
頁
等
）
。

は
本
件
の
よ
う
に
相
続
放
棄
に
よ
っ
て
単
独
で
相
続
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
る
と
、
本
判
決
は
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
将
来
の
判
例
が
、

判
例
⑥
の
示
唆
す
る
「
信
義
則
」
に
よ
る
理
由
づ
け
を
採
る
こ
と
も
ま
た
十
分
予
測
で
き
る
と
す
る
。

本
件
最
高
裁
判
旨
を
批
判
す
る
見
解
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
そ
の
無
権
代
理
行
為
が
当
然
有

な
っ
た
。
最
高
裁
は
判
例
①
の
判
旨
を
引
用
し
、

関
法

平
井
•
前
掲
二
七
七
頁
は
、
判
例
①
の
理
由
づ
け
が
妥
当
す
る
の

こ
の
理
は
、

無
権
代
理
人
が
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判
例
は
、

的
本
件
の
特
殊
性
は
、

X
が
A
を
単
独
相
続
し

A
の
無
権
代
理
行
為
が
有
効
と
判
断
さ
れ
た
結
果
、
こ
れ
を
基
本
代
理
権
と
し
て
、

に―

-
0条
の
正
当
理
由
が
肯
定
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
原
審
及
び
最
高
裁
が
正
当
理
由
を
肯
定
す
る
に
際
し
て
認
定
し
た
事
実
は
、

B
が

A
の
記
名
押
印
の
あ
る
本
件
土
地
の
売
渡
証
書
、

A
名
義
の
委
任
状
、

A
の
印
鑑
証
明
書
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
る

（
し
か
も
こ
れ
ら
は

X
が
A
の
印
鑑
を
盗
用
し
て
作
成
し

B
に
交
付
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

一
般
に
―

-
0条
の
正
当
理
由
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
「
本
人
の
意
思
の
確
認
」
を
広
汎
に
要
求
し
て
お
り
、
正
当

一
八
0
頁
、
平
井
•
前
掲
一
一
七
九
頁
）
。

効
に
な
る
と
解
す
る
と
、
共
同
相
続
が
原
則
で
あ
る
今
日
で
は
他
の
共
同
相
続
人
の
追
認
・
追
認
拒
絶
権
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
る
し
、

相
手
方
の
保
護
の
た
め
に
は
無
権
代
理
人
の
追
認
拒
絶
権
を
信
義
則
上
否
定
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
無
権
代
理
行
為
が
当
然
有
効
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
相
手
方
の
取
消
権
も
否
定
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
不
当
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
本
件
最
高
裁
判
旨
を
批
判
す
る
学
説
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
て
も
、
当
該
無
権
代
理
行
為

は
当
然
に
は
有
効
と
も
無
効
と
も
な
ら
ず
、
無
権
代
理
の
本
人
の
地
位
が
、
無
権
代
理
人
を
含
む
共
同
相
続
人
全
員
に
承
継
さ
れ
る
と
解

す
る
。

つ
ま
り
本
件
の
事
案
で
他
の
共
同
相
続
人
（
こ
れ
を
仮
に
兄
・
ふ
と
す
る
）
が
相
続
放
棄
を
し
な
か
っ
た
と
す
る
と
、

x
．
兄
・

兄
は
相
続
に
よ
っ
て

A
の
追
認
権
・
追
認
拒
絶
権
を
相
続
す
る
。

X
が
追
認
拒
絶
を
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
、

X
は
追
認
を

拒
絶
で
き
な
い
。
し
か
し
ふ
・
迅
は

X
の
無
権
代
理
行
為
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、

Xl
．
兄
は
追
認
す
る
こ
と
も
、
追
認
を
拒
絶
す
る

こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
ふ
・
正
が
と
も
に
追
認
す
れ
ば
X
の
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
る
。
し
か
し
、

Xl
．
兄
の
い
ず
れ
か
一

方
で
も
追
認
を
拒
絶
す
れ
ば
、

X
の
無
権
代
理
行
為
は
無
効
と
な
り
、

X
は
善
意
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
一
―
七
条
の
無
権
代
理
人

の
責
任
を
負
う
。
ま
た
相
手
方
は
、

x
.
X
l
．
ふ
全
員
の
追
認
が
あ
る
ま
で
は
、
取
消
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
中
川
・
前
掲

（
二
三
）

Y1 



(3) 
由
が
認
め
ら
れ
る
否
か
は
別
箇
に
問
題
と
な
る
）
。

理
由
を
肯
定
す
る
に
は
代
理
権
の
あ
る
ら
し
き
外
観
の
作
出
に
つ
い
て
本
人
の
何
等
か
の
作
為
・
不
作
為
が
必
要
で
あ
る
と
の
実
質
的
考

(
6
)
 

慮
も
窺
わ
れ
、
そ
れ
な
り
に
―

-
0条
の
正
当
理
由
の
有
無
を
厳
格
に
判
断
し
て
い
る
。

そ
の
判
例
の
態
度
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
の
正
当
理
由
の
認
定
は
、

は
認
定
し
て
い
な
い
が
、
原
審
に
お
け
る

Yl
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
本
件
土
地
の
売
買
が
な
さ
れ
た
当
時
X
は
A
の
農
業
経
営
の
一
切
を
A

か
ら
委
譲
さ
れ
、
農
業
経
営
の
た
め
に
債
務
の
負
担
、
支
払
等
の
一
切
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

Yl
の
主
張
に
反
対
す
る
事

実
認
定
を
原
審
及
び
最
高
裁
は
し
て
い
な
い
。
し
か
も
本
件
土
地
は
原
野
九
反
余
り
で
、
こ
れ
が
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
当
時
二
四
万
五
千
円
で
売

と
で
あ
る
。

第
三
九
巻
第
一
号

（
二
四
）

(
7
)
 

い
か
に
も
ず
さ
ん
で
あ
る
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
原
審

、
、
、

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

A
は
当
時
事
実
上
農
業
経
営
の
た
め
の
借
財
を
す
る
等
の
権
限
を

X
に
与
え
て
お
り
（
明
示
的
に
は
代

理
権
を
授
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
、
実
質
上
は

B
へ
の
金
融
あ
っ
せ
ん
依
頼
は
有
権
代
理
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

て
売
買
代
金
は

A
死
亡
以
前
す
で
に

X
に
よ
っ
て
A
家
の
農
業
経
営
に
費
消
さ
れ

(Yl
の
原
審
に
お
け
る
主
張
で
あ
る
が
、
原
審
は
こ
れ

に
反
す
る
事
実
認
定
を
し
て
い
な
い
）
、
そ
の

X
が
A
を
単
独
相
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
X
の
B
へ
の
金
融
依
頼
と
借
財
行
為
に
関
す

る
無
権
代
理
行
為
は
相
続
に
よ
り
有
効
と
な
る
」
、
「
こ
れ
を
基
本
代
理
権
と
し
て

B
の
不
動
産
売
却
行
為
と
い
う
越
権
行
為
に
つ
い
て
の

相
手
方
の
正
当
理
由
も
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
原
審
の
判
断
を
、
最
高
裁
は
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
本
件
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
事
案
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
（
た
だ
し

B
の
不
動
産
売
却
行
為
に
つ
い
て
相
手
方
に
正
当
理

最
高
裁
昭
和
四
八
年
七
月
三
日
判
決
（
民
集
二
七
巻
七
号
七
五
一
頁
）
。
ー
判
例
⑦
ー

買
さ
れ
（
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
に
妥
当
な
金
額
で
あ
る
）
、

そ
し

そ
の
売
買
代
金
は

X
に
お
い
て
農
業
経
営
に
費
消
し
た
と
の
こ

関
法

ニ
四
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後
一
部
は
弁
済
し
、

二
五

川
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

X
は
昭
和
三
一
年
―
一
月
一
三
日
B
に
対
し
て
手
形
貸
付
の
方
法
で
合
計
金
九
九
万
円
を
弁
済
期
昭

和
三
二
年
一
月
―
一
日
、
期
限
後
の
損
害
金
日
歩
五
銭
と
定
め
て
貸
付
け
た
。
同
日
、

し
て
、

B
の
妻
の
父
A
は
、
実
子
Yl
の
代
理
人
で
あ
る
と

X
に
対
し
て
右
貸
付
に
基
づ
く
B
の
X
に
対
す
る
債
務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
を
し
た
。

B
は
右
の
弁
済
期
を
徒
過
し
た
が
、
期
限

一
部
は

X
の
B
に
対
す
る
強
制
執
行
の
結
果
、
昭
和
三
四
年
五
月
二
九
日
の
段
階
で
債
務
額
は
、
残
元
金
七

0
万
七

千
円
と
損
害
金
を
あ
わ
せ
て
合
計
約
九
三
万
五
六

0
0円
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

A
は
右
貸
借
の
連
帯
保
証
に
つ
き
、

有
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
ず
、

Yl
の
追
認
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
昭
和
三
四
年
四
月
ニ
―
―
―
日
に
死
亡
し
、

八
分
の
一
の
割
合
で
A
を
相
続
し
た
。

yl
の
代
理
権
を

yl
ら
八
人
の
子
が
各

そ
こ
で

X
が
Yl
ら
八
人
に
対
し
、
右
九
三
万
五
六

0
0円
の
八
分
の
一
ず
つ
の
金
員
と
、
残
元
金
七

0
万
七
千
円
の
八
分
の
一
ず
つ
の

金
員
に
対
す
る
昭
和
三
四
年
五
月
―
―

10日
か
ら
各
支
払
済
ま
で
の
日
歩
五
銭
の
割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
を
求
め
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

第
一
審
X
勝
訴
。

控
訴
審
に
お
い
て

Yl
ら
は
①
本
件
の
よ
う
に
無
権
代
理
人
の
相
続
人
に
本
人
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
単
独
相
続
と
共
同
相
続
と
を

問
わ
ず
無
権
代
理
人
の
損
害
賠
償
債
務
は
相
続
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
②
X
は
銀
行
で
あ
っ
て
金
銭
貸
借
業
務
に
つ
い
て
精
通
し
、

業
務
に
関
連
あ
る
法
規
に
つ
い
て
も
習
熟
し
て
い
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
金
銭
貸
借
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
注
意
業
務
は
一
般
通
常
人
に
比

し
て
高
度
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、

X
の
係
員
は
本
件
取
引
の
接
衝
当
初
A
を
YI
本
人
と
誤
認
し
て
お
り
中
途
で

Yl
の
父
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
親
が
子
の
印
鑑
等
を
ほ
し
い
ま
ま
に
使
用
す
る
例
は
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際
当
然
本

人
た
る

Yl
に
通
知
ま
た
は
問
合
わ
せ
を
な
す
べ
き
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
代
理
行
為
の
内
容
が
連
帯
保
証
契
約
に
と
ど
ま
ら
ず
、

物
上
保
証
行
為
に
も
及
ぶ
本
件
に
お
い
て
は
尚
更
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に

X
は
Yl
に
対
し
な
ん
ら
の
照
合
、
問
合
わ
せ

（
二
五
）
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を
も
な
さ
ず
し
て
A
が
Yl
の
代
理
権
を
有
す
る
も
の
と
誤
信
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
代
理
権
の
な
い
こ
と
を
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か

っ
た
も
の
と
い
う
べ
く
そ
れ
故
A
が
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
を
負
う
い
わ
れ
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
Yl
ら
も
ま
た
無
権
代
理
人
の

控
訴
審
は
Yl
ら
の
③
の
主
張
に
対
し
て
、
本
件
連
帯
保
証
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、

X
の
係
員
は
、
印
鑑
証
明
に
記
載
さ
れ
た
生
年
月

日
が
A
の
年
齢
と
か
け
は
な
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

A
が
Yl
の
実
父
で
あ
り
Yl
を
代
理
し
て
契
約
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
い

た
っ
た
が
「
市
助
⑧
が
同
控
訴
人
Yl
の
印
鑑
、
印
鑑
証
明
書
、
担
保
物
件
の
権
利
証
等
の
書
類
一
切
を
携
さ
え
且
つ
主
債
務
者
た
る
娘
婿

の
西
橋
⑱
を
同
道
し
て
手
続
を
依
頼
し
た
の
で
市
助
に
控
訴
人
得
易
知
Yl
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ
同
控
訴
人
に
そ
の
旨
確
か
め
な
い
ま

ま
同
人
と
の
間
の
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
及
び
右
契
約
に
際
し
当
初
市
助
自
身
も
そ
の
所
有
に
か
か
る
更
地
を
目
的
物
と
し
て

物
上
保
証
を
す
る
と
の
意
思
を
表
明
し
た
が
、
被
控
訴
人
か
ら
更
地
は
後
日
他
人
が
無
断
で
建
物
を
建
て
た
り
し
て
紛
争
の
種
を
残
す
か

ら
出
来
れ
ば
建
物
を
目
的
物
と
し
て
欲
し
い
と
要
請
さ
れ
た
の
で
、
結
局
建
物
（
控
訴
人
得
易
知
の
所
有
で
あ
る
）
を
担
保
と
す
る
こ
と

に
し
た
た
め
、
市
助
自
ら
は
西
橋
の
前
記
消
費
貸
借
に
つ
い
て
な
ん
ら
こ
れ
を
保
証
す
る
立
場
に
た
た
な
か
っ
た
こ
と
並
び
に
被
控
訴
銀

行
X
に
お
け
る
金
銭
貸
付
の
取
扱
と
し
て
保
証
人
た
る
べ
き
者
の
代
理
人
と
し
て
他
人
が
契
約
の
接
衝
に
あ
た
る
場
合
に
は
直
接
保
証
人

に
そ
の
真
意
を
確
か
め
る
け
れ
ど
も
接
衝
者
が
親
又
は
子
の
間
柄
に
あ
る
場
合
に
は
必
ら
ず
し
も
保
証
人
に
直
接
真
意
を
確
認
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
右
に
認
定
し
た
本
件
契
約
締
結
に
至
り
た
る
経
緯
、
締
結
時
の
状
況
等
を
考
え

れ
ば
、

い
ま
だ
被
控
訴
人
が
、
市
助
に
お
い
て
控
訴
人
得
易
知
の
代
理
権
を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
あ

る
も
の
と
い
う
を
得
な
い
。
」
と
判
示
し
た
上
で
、

Yl
ら
の
①
の
主
張
に
対
し
て
、
「
次
に
控
訴
人
Yl
ら
は
本
件
の
如
き
無
権
代
理
人
の
責

任
は
相
続
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
既
に
被
相
続
人
に
つ
い
て
無
権
代
理
人
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
し
て

責
を
相
続
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
主
張
し
た
。

関
法
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無
権
代
理
と
二
重
相
続

二
七

い
る
以
上
財
産
権
に
属
す
る
損
害
賠
償
債
務
は
当
然
相
続
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
相
続
人
の
一
人
ま
た
は
全
員
が

無
権
代
理
人
た
る
被
相
続
人
に
対
す
る
関
係
で
本
人
の
立
場
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ん
ら
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
控
訴
人
ら

が
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
（
昭
和
一
二
七
年
四
月
二

0
日
判
決
）
は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為

が
当
然
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
旨
判
示
し
た
に
と
ど
ま
り
無
権
代
理
人
と
し
て
被
相
続
人
が
負
う
べ
き
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債

務
の
相
続
性
を
否
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
判
文
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
点
に
関
す
る
控
訴
人
ら
の
主
張
も
ま
た
採
用
し

yl
ら
は
上
告
し
て
、
①
原
判
決
は
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
云
々
し
て
い
る
が
、
本
件
は
一
―
七
条
一
項
の
履
行
請
求
の
事
件
で
あ
り
、

履
行
義
務
の
相
続
性
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
昭
和
三
七
年
四
月
二

0
日
判
決
（
判
例
⑥
）
は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し

た
場
合
に
、
相
続
人
た
る
本
人
が
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
し
て
も
、
何
ら
信
義
に
反
し
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
に
本
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認
め
る
以
上
、
被
相
続
人
た
る
無
権
代
理
人
の
一
―
七
条
一
項
に
よ
る
責
任
を
本
人
に
相
続
さ
せ
る

の
は
、
本
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認
め
る
こ
と
と
矛
盾
し
、
従
っ
て
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
す
る
場
合
に
は
無
権
代
理
人
の
責
任
は
相

続
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
当
然
の
理
論
的
結
論
で
あ
り
、
こ
の
理
は
本
件
の
よ
う
に
本
人
が
追
認
を
拒
絶
し
た
後
無
権
代
理
人
が
死
亡

「
民
法
―
一
七
条
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
債
務
が
相
続
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
本
人
が

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
で
も
異
な
ら
な
い
か
ら
、
本
人
は
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
右
債
務
を
承
継
す
る
の
で
あ
り
、
本
人
と

し
て
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
で
き
る
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
右
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
し
て
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
共
同
相
続
人
の
う
ち
の
一
人
が
本
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
人
以
外
の
相
続
人
が
無
権
代
理
人

最
高
裁
は
、

し
た
場
合
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
と
主
張
し
た
。

得
な
い
。
」
と
判
示
し
て
、

Yl
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

（
二
七
）



第
三
九
巻
第
一
号

の
債
務
を
相
続
し
な
い
と
か
債
務
を
免
れ
う
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

（
二
八
）

し
て
み
る
と
、
こ
れ
と
同
旨
の
原
審
の
判
断
は
正
当
と
し
て
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
原
判
示
の
い
う
損
害
賠
償
債
務
、
責
任
は
履

な
お
、
所
論
引
用
の
判
例
（
最
高
裁
昭
和
三
五
年
切
第
一
一
一
号
同
―
―
―
七
年
四
月
二

0
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
一
六
巻
四
号
九
五
五
頁
）

は
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
、
無
権
代
理
行
為
が
当
然
に
有
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
旨
判
示
し
た
に
と
ど
ま
り
、
無
権

代
理
人
が
民
法
―
一
七
条
に
よ
り
相
手
方
に
債
務
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
の
責
任
に
触
れ
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
前
記
判
示
は
右
判
例
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
判
示
し
て
、

Yl
ら
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

圃
本
件
（
判
例
⑦
）
は
、

Y
l
2
Y
a
の
八
人
の
子
の
父
A
が、

Yl
に
無
断
で
Yl
の
代
理
人
と
称
し
て
B
(
A
の
娘
の
夫
）
の

X
に
対
す
る

貸
付
債
務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
契
約
を
し
、

（
本
人
）

2
Y
a
に
対
し
て
各
相
続
分
（
八
分
の
一
）
に
応
じ
て
連
帯
債
務
の
履
行
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

先
に
最
高
裁
は
、

本
人
が
無
権
代
理
人
を
（
家
督
）
相
続
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、

を
拒
絶
し
て
も
、
何
ら
信
義
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、

な
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
（
判
例
⑥
）
。

本
人
が
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認

梃
梱
続
ん
か
無
櫛
代
理
L

か
為
応
↓
艇
臣
平
バ
か
梱
続

g
か
い
当
然
有
効
と

一
七
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
要
件
（
相
手
方
の
善
意
無
過
失
等
）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
と
す

る
見
解
（
川
添
説
・
鈴
木
説
）
と
、
相
続
人
は
本
人
と
し
て
追
認
を
拒
絶
で
き
る
が
、
追
認
を
拒
絶
す
れ
ば
、
無
権
代
理
人
の
責
任
が
認

め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
相
続
人
た
る
本
人
は
そ
の
責
任
を
承
継
す
る
と
す
る
見
解
（
谷
口
説
）
の
対
立
が
あ
っ
た
。

ま
た
右
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
本
人
と
し
て
追
認
拒
絶
を
認
め
た
意
味
が
な
く
な
る
か
ら
、
本
人
は
追
認
拒
絶
を
し
た
ら
無
権
代
理
人

前
述
し
た
よ
う
に
、

右
の
傍
点
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
無
権
代
理
人
に
お
い
て

yl
の
追
認
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
後
、

X
が
無
権
代
理
人
A
を
共
同
相
続
し
た
Yl

行
債
務
、
責
任
を
含
む
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
）
。

関
法
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で
は
な
い
」
と
い
う
判
例
⑥
の
判
旨
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。

二
九

無
権
代
理
人
が
死
亡
し
相
続
が
開
始
し
た
の
に
対
し
て
、

例
⑦
に
お
い
て
判
例
⑥
の
立
場
を
踏
襲
し
つ
つ
、

最
高
裁
は
、

六
六
頁
）
。

版）」

こ
れ
に
対
し
て
は
、
善
意
・
無
過
失
の

の
責
任
を
も
負
担
せ
ず
、
結
局
は
相
手
方
が
そ
の
損
失
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
見
解
（
中
川
善
之
助
1
1
泉
久
雄
「
相
続
法
（
新

一
七

0
頁
）
も
あ
り
、

yl
ら
の
上
告
理
由
も
ま
さ
に
こ
の
説
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

相
手
方
保
護
及
び
共
同
相
続
人
間
の
不
公
平
の
回
避
の
視
点
か
ら
批
判
が
あ
る
（
中
川
美
雄
「
本
件
判
批
」
新
版
・
判
例
演
習
民
法
①
二

―
一
七
条
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
責
任
（
履
行
責
任
及
び
損
害
賠
償
責
任
）
が
相
続
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は

本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
で
も
異
な
ら
ず
、
本
人
は
相
続
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
右
責
任
を
承
継
す
る
の
で
あ
り
、
本
人
と

し
て
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
で
き
る
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
右
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
し
て
無
権
代
理
人
を

相
続
し
た
共
同
相
続
人
の
う
ち
の
一
人
が
本
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
人
以
外
の
相
続
人
が
無
権
代
理
人
の
責
任
を
相
続
し
な
い
と

か
責
任
を
免
れ
う
る
と
か
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
旨
判
示
し
た
。
即
ち
最
高
裁
は
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
は
、
本
人
と
し
て
追

認
を
拒
絶
で
き
る
が
、
追
認
を
拒
絶
し
て
も
一
―
七
条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
（
履
行
責
任
及
び
損
害
賠
償
責
任
）
を
免
れ
る
こ
と
は
で

き
ず
、
他
の
共
同
相
続
人
と
同
様
に
右
責
任
を
負
担
す
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
谷
口
説
と
同
旨
の
見
解
で
あ
り
、
最
高
裁
は
判

「
被
相
続
人
の
無
権
代
理
行
為
は
一
般
に
本
人
の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
な
る
も
の

圃
判
例
⑥
と
本
件
は
、
同
じ
く
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
（
但
し
、
前
者
は
家
督
相
続
、
後
者
は
共
同

相
続
）
、
判
例
⑥
に
お
い
て
は
、
本
人
が
追
認
も
追
認
拒
絶
も
し
な
い
う
ち
に
、

本
件
に
お
い
て
は
、
本
人
Yl
の
追
認
拒
絶
が
あ
り
A
に
無
権
代
理
人
の
責
任
が
発
生
し
た
後
に
、

A
が
死
亡
し
相
続
に
よ
る
A
の
右
責
任

の
Yl
ら
に
よ
る
承
継
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
事
案
上
の
差
異
が
あ
る
。

無
権
代
理
と
二
重
相
続

（
二
九
）



理
人
の
責
任
が
生
ず
る
、

と
さ
れ
て
い
る
（
中
川
1
1

泉
・
前
掲
書
一
七
0
頁
、
遠
田
•
本
件
の
批
評
な
ど
）
。

右
の
遠
田
説
に
対
し
て
、
星
野
英

「
本
件
判
批
」
法
協
九
二
巻
九
号
―
―
―
―
―
一
五
頁
は
、

そ
し
て
、

J

れ
を
前
提
と

「
本
人
が
追
認
を
拒
絶
し
た
と
き
に
無
権
代

りヽ

第
三
九
巻
第
一
号

原
審
及
び
最
高
裁
は
、

A
の
生
前
中
に

Yl
の
追
認
拒
絶
が
あ
っ
た
と
明
確
に
事
実
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
判
例
集
に

記
載
さ
れ
た
原
審
の
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
「
市
助
凶
は
右
控
訴
人
Yl
の
追
認
を
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
原
審
は
こ
の
認
定
事
実
に
基
づ
い
て
「
既
に
被
相
続
人
に
つ
い
て
無
権
代
理
人
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
が

発
生
し
て
い
る
以
上
財
産
権
に
属
す
る
損
害
賠
償
債
務
は
当
然
相
続
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
」
と
判
示
し
、
こ
れ
に
対
し
て
Yl
ら

は
上
告
理
由
に
お
い
て
「
無
権
代
理
人
を
本
人
が
相
続
す
る
場
合
に
は
無
権
代
理
人
の
責
任
は
相
続
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
当
然
の
理

論
的
結
論
と
な
る
。
唯
、
本
件
の
場
合
は
本
人
が
追
認
を
拒
否
し
た
後
に
無
権
代
理
人
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
、
改
め
て
追
認
が
問
題
に

本
人
が
追
認
又
は
拒
否
の
意
思
表
示
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
と
理
論
的
に
取
扱
い
を
異
に
す
る
理
由
は
な

(
8
)
 

ぃ
。
」
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

判
例
⑤
と
本
件
の
右
の
差
異
を
重
視
す
る
見
解
は
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
す
る
前
に
、
本
人
の
追
認
拒
絶
に
よ
っ
て
無
権
代
理
行

為
が
確
定
し
て
い
た
場
合
に
は
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
は
、
無
権
代
理
人
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ

本
判
決
は
こ
の
場
合
の
判
決
と
し
て
は
正
当
で
あ
る
と
評
す
る
（
遠
田
新
一

し
、
本
判
決
が
、
本
人
が
追
認
あ
る
い
は
追
認
拒
絶
を
明
示
し
な
い
う
ち
に
、
無
権
代
理
人
が
死
亡
し
相
続
が
生
じ
た
場
合
を
も
含
む
趣

旨
な
の
か
否
か
は
不
明
確
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
無
権
代
理
行
為
に
関
す
る
本
人
の
悪
意
・
善
意
・
無
過
失
の
場
合
を
区
別
し
、
悪

意
の
本
人
は
無
権
代
理
責
任
の
相
続
を
拒
否
で
き
な
い
が
、
善
意
・
無
過
失
の
本
人
に
つ
い
て
は
、
限
定
承
認
ま
た
は
放
棄
の
た
め
の
三

カ
月
間
の
熟
慮
期
間
の
延
長
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
遠
田
・
前
掲
九
九
一
頁
、
九
九
二
頁
）
。

「
本
件
判
批
」
民
商
七

0
巻
六
号
九
九
一
頁
）
。

な
る
の
で
は
な
い
か
、

関
法
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特
定
物
の
給
付
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
履
行
義
務
は
免
責
さ
れ
て
、
相
手
方
は
損
害
賠
償
責
任
の
み
を
請
求
で
き
る
と
解
す

る
の
で
あ
る
（
星
野
・
前
掲
―
二
三
四
頁
、
中
井
•
前
掲
二
七
一
頁
、
奥
田
昌
道
「
本
件
判
批
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）

無
権
代
理
と
二
重
相
続

（
川
井
健
「
設
例
民
法
学
1
」

八

こ
の
点
を
指
摘
す
る
見
解
は
、

「
確
定
」

と
批
判
す

そ
う
だ

理
人
の
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

し
か
し
、

民
法
―
一
七
条
は
、
本
人
の
追
認
が
な
い
と
き
に
無
権
代

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
本
人
1
1
相
続
人
が
無
権
代
理
行
為
を
過
失
な
く
知
ら
な
い
間
に
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
相
続
人
が
確
定
し
た
債

務
を
知
ら
な
い
場
合
と
異
な
る
か
ら
本
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
三
ヶ
月
の
熟
慮
期
間
（
民
法
九
一
五
条
）
の

延
長
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
説
も
あ
る
（
遠
田
•
本
件
の
批
評
）
。

る
と
考
え
て
も
、

る
。
正
当
で
あ
ろ
う
。

特
に
追
認
を
拒
絶
し
た
と
き
に
限
っ
て
そ
う
な
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
本
人
の
追
認
が
な
い
限
り
、
無
権
代
理
人
の
責
任
は
、
相
手
方
が
無
権
代
理
人
の
責
任
を
追
及
し
た
以
上
、
存
在
し
、
本
人
は
も
は

や
追
認
を
し
て
、
相
手
方
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
長
尾
•
前
掲
論
文
二
三
頁
以
下
）
。
第
二
に
、

と
す
れ
ば
、
熟
慮
期
間
を
云
々
す
る
必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
、
相
続
人
の
利
益
状
況
は
、
仮
に
追
認
拒
絶
前
の
状
態
が
「
未
確
定
」
で
あ

し
た
相
続
債
務
で
不
知
の
も
の
を
承
継
さ
せ
る
場
合
と
全
く
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

的
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
相
続
人
た
る
本
人
が
追
認
を
拒
絶
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
承
継
し
た
場
合
、
そ
の
責
任
の
内
容
は

何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
判
例
⑦
は
履
行
責
任
を
含
む
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

つ
ま
り
無
権
代

理
人
の
履
行
責
任
を
本
人
が
承
継
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
履
行
債
務
の
内
容
が
判
例
⑦
の
よ
う
に
金
銭
債
務
で
あ
る
場
合
や
、
あ
る
い

は
不
特
定
物
の
給
付
義
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
履
行
が
可
能
で
あ
る
が
、
特
定
物
の
給
付
義
務
の
場
合
に
は
共
同
相
続
人
全
員
の
同
意
が

な
け
れ
ば
履
行
は
不
能
と
な
る
か
ら
、
結
局
、
相
手
方
は
損
害
賠
償
責
任
の
追
及
に
よ
っ
て
満
足
す
る
し
か
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る

―
一
九
頁
、
泉
久
雄
「
無
権
代
理
と
相
続
」
判
例
と
学
説
2
-
―
九
頁
）
。

（
三
一
）



yl
ら
は
、
原
審
に
お
い
て
、

X
は
金
銭
貸
借
業
務
や
業
務
関
連
法
規
に
精
通
、
習
熟
し
て
い
る
銀
行
で
あ
る
か
ら
、
金
銭
貸
借
に
要
求

さ
れ
る
注
意
義
務
は
一
般
通
常
人
に
比
し
て
高
度
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、

の
父
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
親
が
子
の
印
鑑
等
を
ほ
し
い
ま
ま
に
使
用
す
る
例
は
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際

当
然
Yl
に
通
知
ま
た
は
問
合
せ
を
す
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た

X
に
は
、

こ
れ
に
対
し
て
原
審
は
、
①
A
が
Yl
の
印
鑑
、
印
鑑
証
明
書
、
担
保
物
件
の
権
利
証
等
の
書
類
一
切
を
携
さ
え
、
か
つ
主
債
務
者
た
る

娘
婿
の

B
を
同
道
し
て
手
続
を
依
頼
し
た
の
で
、

A
に
Yl
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
じ

Yl
に
そ
の
旨
確
か
め
な
い
ま
ま
連
帯
保
証
契
約
を
締

任
を
免
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

団
本
件
に
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
事
実
が
あ
れ
ば
、

す
な
わ
ち
、

権
移
転
登
記
手
続
の
請
求
を
認
容
し
た
原
審
を
放
棄
し
、
判
例
⑦
が
無
権
代
理
人
の
債
務
を
相
続
し
た
相
続
人
に
八
分
の
一
ず
つ
の
貸
金

債
務
を
認
め
相
手
方
の
請
求
を
認
容
し
た
原
審
を
肯
定
し
た
の
は
、
特
定
物
債
務
と
金
銭
債
務
と
の
差
異
の
反
映
で
あ
っ
て
、
両
判
決
の

間
に
は
矛
盾
は
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
人
の
不
動
産
の
売
主
を
そ
の
権
利
者
が
相
続
し
た
と
い
う
事
案
で
昭
和
四
九
年

九
月
四
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
民
集
二
八
巻
六
号
一
―
六
九
頁
）
が
、

承
継
し
て
も
、
相
続
前
と
同
様
そ
の
権
利
の
移
転
に
つ
き
諾
否
の
自
由
を
保
有
し
、
信
義
則
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
の
事

情
の
な
い
か
ぎ
り
、
右
売
買
契
約
上
の
売
主
と
し
て
の
履
行
義
務
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
」
と

判
示
し
た
と
こ
ろ
か
ら
判
例
⑦
は
金
銭
債
務
の
事
案
と
し
て
意
味
が
あ
り
、
特
定
物
の
履
行
の
場
合
に
は
そ
の
射
程
範
囲
外
で
あ
る
と
修

正
さ
れ
た
と
解
す
る
学
説
も
あ
る
（
五
十
嵐
清
「
最
判
昭
和
四
九
年
九
月
四
日
の
判
批
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
一
一
一
版
）

頁）。

関
法

第
三
九
巻
第
一
号

―
一
七
条
二
項
の
過
失
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

（
三
二
）

判
例
⑤
が
、
相
続
と
同
時
に
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
る
と
解
し
相
手
方
か
ら
本
人
に
対
す
る
建
物
引
渡
・
所
有

一
九
九
頁
）
。

―
―
七
条
二
項
の
相
手
方
の
「
過
失
」
が
認
定
さ
れ
、
無
権
代
理
人
は
そ
の
責

X
は
取
引
の
中
途
で
A
が
Yl
本
人
で
は
な
く
Yl

「
権
利
者
は
、
相
続
に
よ
っ
て
売
主
の
義
務
な
い
し
地
位
を



結
し
た
こ
と
、
③

x銀
行
に
お
け
る
金
銭
貸
付
の
取
扱
と
し
て
、
保
証
人
た
る
べ
き
者
の
代
理
人
と
し
て
他
人
が
契
約
の
接
衝
に
あ
た
る

場
合
に
は
直
接
保
証
人
に
そ
の
真
意
を
確
か
め
る
け
れ
ど
も
、
接
衝
者
が
親
又
は
子
の
間
柄
に
あ
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
保
証
人
に
直
接

真
意
を
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
い
ま
だ
X
が、

A
に
お
い
て

Yi
の
代
理
権
を
有
し
な
か

っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
過
失
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
旨
判
示
し
、
最
高
裁
も
こ
の
原
審
の
判
断
を
肯
定
し
て
い
る
と

解
さ
れ
る
。
右
の
よ
う
に
原
審
及
び
最
高
裁
が

X
の
無
過
失
を
認
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
批
判
す
る
の
は
、
遠
田
・
前
掲
九
九
三
頁

2
九

九
五
頁
で
あ
る
。
遠
田
判
批
は
、
本
件
に
お
い
て
原
審
が

X
の
無
過
失
を
認
定
す
る
に
際
し
て
考
慮
し
た
事
実
と
、
従
来
最
高
裁
が
一
―

0
条
の
正
当
理
由
を
否
定
す
る
際
に
考
慮
し
た
事
実
と
を
比
較
検
討
し
、
従
来
の
最
高
裁
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
「
契
約

内
容
に
つ
い
て
本
人
yl
の
意
思
を
確
認
し
な
か
っ
た
相
手
方
X
に
は
過
失
が
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
断
ず
る
。

右
の
遠
田
判
批
は
、

よ
う
で
あ
る
。

岡
私
見
は
、

―

-
0条
の
正
当
理
由
と
一
―
七
条
二
項
の
善
意
・
無
過
失
を
同
一
｀
あ
る
い
は
同
程
度
の
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

―

-
0条
の
正
当
理
由
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、

年
―
一
月
一
―

10日
民
集
ニ
―
巻
二
四
九
七
頁
、
最
判
昭
和
四
五
年
―
二
月
一
五
日
民
集
二
四
巻
二

0
八
一
頁
、
最
判
昭
和
五
一
年
六
月
二

―

-
0条
の
正
当
理
由
を
否
定
し
た
判
例
（
た
と
え
ば
最
判
昭
和
四
二

五
日
民
集
―
―

-0巻
六
号
六
六
五
頁
等
）
が
し
ば
し
ば
用
い
る
「
代
理
権
有
無
の
確
認
手
段
」

当
理
由
」
の
具
体
的
な
解
釈
内
容
の
中
に
盛
り
込
ん
で
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
―

-
0条
の
正
当
理
由
を
否
定
し
た
判
例
が

「
正
当
理
由
」
の
解
釈
内
容
と
し
て
、
こ
の
表
現
を
採
用
し
「
本
人
に
代
理
権

の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観
的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
ゆ
え
に
代
理
権
の
存
在

を
信
じ
た
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
の
あ
る
こ
と
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
（
高
森
八
四
郎
「
不
動
産
取
引

無
権
代
理
と
二
重
相
続

「
本
人
の
意
思
の
確
認
」
を
広
汎
に
要
求
す
る
な
ら
ば
、

(-――――-) 

「
本
人
の
意
思
確
認
」
と
い
う
表
現
を
「
正



は
な
か
ろ
う
か
。
文
言
上
も
、

方
が
追
求
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

―
―
七
条
二
項
の
過
失
は
、
相
手
方
に
悪
意
に
近
い
ほ

―

-
0条
と
一
―
七
条
は
同
じ
く
相
手
方
保
護
の
規
定
で
は
あ
る
が
、

第
三
九
巻
第
一
号

業
者
と
民
法
―

-
0条
の
『
正
当
理
由
』
」
法
時
五
六
巻
三
号
一
―
九
頁
以
下
）
。

（
三
四
）

私
見
の
正
当
理
由
の
判
断
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
の

X
に―

-
0条
の
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
X
に一

-
0条
の
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
直
ち
に

X
の
一
―
七
条
二
項
の
過
失
を
認
定
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
か
ど
う

何
故
な
ら
、

―

-
0条
の
正
当
理
由
は
、
本
人
に
表
見
代
理
責
任
を
成
立
さ
せ
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

一
七
条
二
項
の
無
過
失
は
、
不
法
行
為
的
に
代
理
権
が
あ
る
と
称
し
た
、
あ
る
い
は
過
失
に
よ
り
代
理
権
が
あ
る
と
思
っ
た
、
あ
る
い
は

事
後
の
本
人
の
追
認
を
期
待
し
て
行
為
し
た
無
権
代
理
人
に
、
自
ら
な
し
た
無
権
代
理
行
為
に
基
づ
く
―
―
七
条
一
項
の
責
任
を
、
相
手

両
者
は
互
い
に
独
立
し
た
規
定
で
あ
り
、
各
々
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
相
手
方
保
護
の
要
件
、
そ
の
程
度
に
は
、
自
ず
と
差
異
が
あ
る
の
で

―

-
0条
は
相
手
方
が
「
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
キ
正
当
ノ
理
由
ヲ
有
セ
シ
ト
キ
」
と
あ
る
の
に
対
し
、

一
七
条
二
項
は
「
相
手
方
ヵ
代
理
権
ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
若
ク
ハ
過
失
二
因
リ
テ
之
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
」
と
規
定
し
た
の
は
、

右
に
述
べ
た
差
異
の
証
左
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

―
―
七
条
二
項
の
過
失
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
に
、
最
判
昭
和
六
二
年
七
月
七
日
（
判
時
一

1

一
五
一
号
九
八
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

X
が
主
債
務
者
B
が
倒
産
し
た
た
め
連
帯
保
証
人
A
に
訴
を
提
起
し
た
が
、

A
に
よ
る
連
帯
保
証
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
理
由
で

敗
訴
判
決
を
受
け
た
後
に
、
右
連
帯
保
証
は
A
の
妻
Y
の
無
権
代
理
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

y
に
対
し
て
―
―
七
条
一

項
に
基
づ
く
連
帯
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
審
は
、

ど
の
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
を
指
す
も
の
と
解
し
た
う
え
、

X
に
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、

X
を
勝
訴
さ
せ

か
に
は
疑
問
が
あ
る
。

関
法

四



な
か
ろ
う
か
。

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

五

一
応
X
に
は
一
―
七
条
二
項

「
-
―
七
条
に
よ
る
無
権
代
理
人
の
責
任
は
、
無
権
代
理
人
が
相
手
方
に
対
し
代
理
権
が
あ
る
旨
を
表
示

し
又
は
自
己
を
代
理
人
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
事
実
を
責
任
の
根
拠
と
し
て
、
相
手
方
の
保
護
と
取
引
の
安
全
並
び

に
代
理
制
度
の
信
用
保
持
の
た
め
に
、
法
律
が
特
別
に
認
め
た
無
過
失
責
任
で
あ
り
、
同
条
二
項
が
『
前
項
ノ
規
定
ハ
相
手
方
ヵ
代
理
権

ナ
キ
コ
ト
ヲ
知
リ
ク
ル
ト
キ
若
ク
ハ
過
失
二
因
リ
テ
之
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
』
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
同
条
一
項
が

無
権
代
理
人
に
無
過
失
責
任
と
い
う
重
い
責
任
を
負
わ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
相
手
方
に
お
い
て
代
理
権
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き

若
し
く
は
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
の
保
護
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
、
無
権
代
理
人
の
免
責
を

認
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
に
徴
す
る
と
、
右
の
『
過
失
』
は
重
大
な
過
失
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

右
の
最
高
裁
判
旨
か
ら
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
事
実
が
あ
れ
ば
―
一
七
条

1

一
項
の
相
手
方
の
「
過
失
」
が
認
定
さ
れ
、
無
権
代
理
人

は
免
責
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
代
理
権
を
徴
表
す
る
客
観
的
事
実
が
あ
り
（
例
え
ば
、
印
鑑
、
印
鑑
証
朋
書
、
委
任
状
、
権

利
証
等
の
所
持
）
、

一
般
人
が
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
が
故
に
代
理
権
の
存
在

(

9

)

 

を
信
じ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
他
に
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
相
手
方
に
は
一
―
七
条
二
項
の
過
失
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は

本
件
の
場
合
、

X
は
金
銭
貸
付
業
務
に
精
通
習
熟
し
て
い
る
銀
行
で
あ
り
、

X
に―

-
0条
の
正
当
理
由
が
否
定
さ
れ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、

A
は
Yl
の
印
鑑
、
印
鑑
証
明
書
、
担
保
物
件
の
権
利
証
等
を
所
持
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

の
過
失
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

(
X
が
銀
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
な
お
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は

無
権
代
理
と
二
重
相
続

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、

こ。t
 

（
三
五
）



逆
に
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
生
存
者
は
い
わ
ば
被
害
者
的
立
場
に
あ
る
の
で
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続

し
た
場
合
の
よ
う
に
生
存
者
が
信
義
則
上
追
認
拒
絶
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
単
独
相
続
の
場
合
で
も
追
完
の
効

果
は
生
じ
な
い
。
そ
し
て
本
人
が
追
認
を
拒
絶
す
れ
ば
、
無
権
代
理
人
の
地
位
を
相
続
し
た
者
と
し
て
、
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
う
べ

き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
相
手
方
の
保
護
の
た
め
に
は
こ
の
責
任
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
責
任
が
生

じ
る
に
は
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
が
必
要
な
の
で
、
追
認
拒
絶
を
認
め
た
実
効
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
判
例
⑦

（
四
宮
「
民
法
総
則
（
第
四
版
）
」
二
四
三
頁
）
。

第
三
九
巻
第
一
号

他
の
学
説

ノヽ‘,ノ

以
上
ー
ニ
を
通
じ
て
、
大
審
院
（
判
例
①

2
④
)
及
び
最
高
裁
（
判
例
⑥

2
⑦
)
の
判
例
と
そ
の
判
批
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た

（
（
 

学
説
を
、
時
の
推
移
に
即
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
学
説
を
、
こ
こ
で
述
べ
る
。

（
ま
ず
四
宮
説
は
、
従
前
判
例
④
の
判
批
の
中
で
資
格
融
合
説
を
主
張
し
て
い
た
が
（
四
宮
・
前
掲
四
二
頁
）
、
次
の
よ
う
に
改
説
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

無
権
代
理
人
の
地
位
（
一
定
の
要
件
の
も
と
で
の
責
任
）
、

前
提
と
し
た
う
え
で
、
当
該
事
態
の
利
益
状
況
を
考
察
し
（
分
析
的
立
場
）
、

無
権
代
理
人
が
相
続
に
よ
っ
て
本
人
の
地
位
を
承
継
し
な

相
続
に
よ
っ
て
無
権
代
理
人
の
地
位
と
本
人
的
地
位
が
同
一
人
に
帰
属
し
た
場
合
、
事
態
を
本
人
的
地
位
（
追
認
権
、
追
認
拒
絶
権
）
、

相
手
方
の
地
位
（
取
消
権
）

が
ら
追
認
を
拒
絶
す
る
の
は
、
信
義
則
に
反
す
る
か
ら
追
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
単
独
相
続
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に
は
、
本
人

の
資
格
と
無
権
代
理
人
の
資
格
と
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
の
で
、
追
認
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
追
完
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
る

(4) (10) 

な
い
）
。

関
法

に
分
析
し
、
そ
れ
ら
が
一
応
併
存
す
る
こ
と
を

六

（
三
六
）



、。’> 

無
権
代
理
と
二
重
相
続

一七

は
、
分
析
的
立
場
を
徹
底
し
て
こ
の
結
論
を
是
認
す
る
も
の
、
判
例
⑥
は
、
不
徹
底
に
も
途
中
ま
で
を
述
べ
た
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る

圃
幾
代
説
は
、
相
続
に
よ
る
本
人
と
無
権
代
理
人
の
地
位
の
同
一
人
帰
属
が
共
同
相
続
の
一
人
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
当
然
有
効
説
の
結
果
の
簡
明
さ
と
い
う
も
の
は
、
か
な
り
減
殺
さ
れ
、
ま
た
両
資
格
の
使
い
わ
け
を
認
め
る
場
合
に
も
、
本
人
と
し

て
は
効
果
帰
属
を
拒
否
し
え
て
も
、
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
追
求
さ
れ
れ
ば
結
局
は
本
人
と
し
て
効
果
を
受
け
る
の
と
実
質
的
に

は
同
じ
よ
う
な
結
果
に
な
る
、
と
い
う
点
が
当
然
有
効
説
を
支
え
る
心
理
的
支
柱
の
一
っ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
れ
に
も
せ
よ
無
権
代
理

人
と
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
し
、
こ
の
場
合
に
、
た
ま
た
ま
後
に
本
人
を
相
続
し
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
当
然
に
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
更
に
、
無
権
代
理
行
為
は
一
種
の
不
確
定
・
浮
動
的
な
効
力
を
有
し
、
そ
れ
を
確
定
さ

せ
る
権
能
は
、
本
人
に
も
認
め
ら
れ
る
が
（
追
認
権
）
、
同
時
に
相
手
方
に
も
認
め
ら
れ
（
―
-
五
条
の
取
消
権
）
、
こ
の
よ
う
な
相
手
方

の
権
利
な
い
し
利
益
は
、
無
権
代
理
人
に
よ
る
本
人
の
相
続
と
い
う
偶
然
事
に
よ
っ
て
当
然
に
失
わ
れ
る
と
解
し
て
よ
い
も
の
で
は
な

以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
る
と
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
も
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
も
、

資
格
の
使
い
わ
け
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
幾
代
通
「
民
法
総
則
」
三
六
三
頁

2
三
六
五
頁
）
。

圃
最
後
に
三
宅
説
（
三
宅
正
男
「
契
約
法
（
各
論
上
巻
）

い
ず
れ
も
地

位
の
混
同
な
い
し
は
両
資
格
の
融
合
は
生
ず
る
こ
と
な
く
、
両
資
格
そ
れ
ぞ
れ
に
基
づ
く
権
利
義
務
が
発
生
し
あ
る
い
は
承
継
さ
れ
、
両

―
二
四
頁
以
下
）
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
本
人
A
が
追
認
ま
た
は
追
認
の

拒
絶
を
せ
ず
に
死
亡
し
、
無
権
代
理
人
B
が
A
の
相
続
を
単
純
承
認
し
、
相
続
財
産
を
固
有
財
産
と
混
同
さ
せ
た
場
合
に
は
、

B
は
相
続

財
産
の
た
め
に

A
の
相
続
人
の
資
格
に
お
い
て
追
認
を
拒
絶
す
る
権
利
を
失
い
、

B
の
代
理
行
為
が
代
理
権
を
と
も
な
っ
た
と
同
じ
責
任

（
四
宮
・
前
掲
二
五
四
頁
）
。

（
三
七
）



を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

B
が
単
純
承
認
を
す
る
な
ら
ば
B
の
行
為
に
つ
き
相
続
財
産
の
た
め
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、

B
の
単
純
相

続
に
よ
り
当
然
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
相
手
方
C
が
B
に
代
理
権
の
な
い
こ
と
を
知
り
、
ま
た
は
知
ら
な
い
こ
と
に

過
失
が
あ
っ
た
時
で
も
変
わ
り
は
な
い
。

B
の
債
権
者
（
判
例
①
）
、

B
が
相
続
の
後
破
産
し
た
場
合
の
破
産
管
財
人
（
判
例
③
）
も
同

じ
で
あ
る
。

第
三
九
巻
第
一
号

つ
ま
り
、

B
が
単
純
・
単
独
の
相
続
を
し
た
な
ら
ば
、

B
は
「
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
な
し
た
る
と
同
一
の
地
位
を
有
す

る
」
こ
と
に
な
る
と
説
く
。
こ
れ
を
三
宅
説
は
「
代
理
権
の
追
完
」
と
呼
ぶ
。

つ
ぎ
に
単
純
承
認
だ
が
共
同
相
続
の
場
合
に

B
は
売
買
目

的
物
の
持
分
に
関
し
、
無
権
代
理
の
主
張
を
な
し
得
な
い
が
、
他
の
共
同
相
続
人
は
そ
の
相
続
分
に
応
じ
る
持
分
に
関
し
当
然
追
認
の
自

由
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
限
定
承
認
の
場
合
に
は
、

B
が
単
独
相
続
し
た
時
に
も
、
そ
の
固
有
財
産
と
相
続
財
産
と
を
混
同
さ
せ
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
相
続
人
の
資
格
に
お
い
て
B
の
行
為
が
無
権
代
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い

右
の
よ
う
に
、
本
人
の
固
有
財
産
と
相
続
財
産
と
の
混
同
・
分
離
の
蜆
点
か
ら
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
三
宅
説
は
、
本
人
A
が
無

権
代
理
人
B
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、

A
は
B
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
が
追
認
し
な
い
場
合
A
は
B

の
相
続
人
の
資
格
に
お
い
て
無
権
代
理
の
責
任
を
免
れ
な
い
。
こ
の
場
合
相
手
方
C
は
、
履
行
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
が
単
純

に
か
つ
単
独
で
相
続
し
た
場
合
、

C
が
履
行
を
選
択
す
れ
ば
、

A
は
固
有
財
産
と
相
続
財
産
を
混
同
さ
せ
た
た
め
、
履
行
の
責
任
を
A
が

単
独
で
全
部
負
担
す
る
か
ら
、

A
に
固
有
の
追
認
の
自
由
は
間
接
的
に
実
際
上
ま
っ
た
く
無
意
味
に
な
る
。
そ
の
結
果
単
純
か
つ
単
独
の

相
続
に
よ
り
、

る。

関
法

い
わ
ば
代
理
権
の
追
完
を
生
ず
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
も
無
権
代
理
責
任
に
媒
介
さ
れ

る
か
ら
、

C
が
B
に
代
理
権
が
な
い
こ
と
を
知
り
ま
た
は
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、

A
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
だ
か
ら
B
が

A
を
単
純
に
か
つ
単
独
に
相
続
し
た
場
合
と
同
じ
で
は
な
い
。

つ
ま
り
「
追
認
の
自
由
と
無
権
代
理
の
責
任
が
併
存
し
相
関
係
す
る
」

I¥ 

（
三
八
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

一九

人
と
分
割
し
て
相
続
す
る
。
す
な
わ
ち
判
例
⑦
の
よ
う
に
貸
金
の
連
帯
保
証
の
無
権
代
理
の
と
き
は
、
履
行
の
責
任
を
分
割
負
担
し
、
特

定
物
売
買
の
無
権
代
理
で
は

A
は

C
の
選
択
に
よ
り
、
相
続
分
の
割
合
に
応
じ
、
持
分
の
履
行
又
は
損
害
賠
償
の
分
割
負
担
の
責
を
負
う

か
ら
、

A
の
追
認
の
自
由
が
無
意
味
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
限
定
承
認
の
場
合
に
は
、
た
と
え

A
が
単
独
で
相
続
し
た
と
き
で
も
、
追
認

し
な
け
れ
ば
相
続
財
産
で
の
み
無
権
代
理
の
責
任
（
損
害
賠
償
責
任
）
を
果
た
せ
ば
よ
い
か
ら
、
追
認
の
自
由
は
意
味
を
失
わ
な
い
。
か

(11) 

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

(

1

)

鈴
木
判
批
は
、
本
人

y
が
本
人
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
追
認
拒
絶
す
れ
ば
、

A
の
相
続
人
と
し
て
の
資
格
で
履
行
責
任
(
-
―
七
条
一
項
）

を
負
担
す
る
の
で
あ
り
、

X
と
し
て
は
◎
を
認
容
し
た
原
審
判
決
が
上
告
審
で
破
棄
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
危
険
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
、
①
を
棄
却

す
る
原
審
判
決
に
つ
き
、
念
の
た
め
附
帯
上
告
を
し
て
お
か
な
か
っ
た
た
め
、
思
わ
ざ
る
敗
訴
の
結
果
に
陥
っ
た
と
す
る
（
鈴
木
・
前
掲
一
三
四

頁）。

(

2

)

谷
口
判
批
は
、
訴
訟
理
論
の
上
か
ら
は
川
添
判
批
の
指
摘
す
る
よ
う
な
意
味
に
解
す
る
外
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
ま
た
高
野
判
批
は
、

川
添
判
批
、
鈴
木
判
批
の
見
解
の
方
が
本
件
に
関
し
て
は
訴
訟
理
論
に
適
う
が
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
と
し
て
一
般
的
に
考
え

れ
ば
、
む
し
ろ
谷
口
判
批
の
見
解
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
即
ち
、
信
義
則
に
反
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
本
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認
め
、
あ
と
は

相
続
法
の
一
般
理
論
に
従
っ
て
無
権
代
理
人
の
責
任
が
単
独
ま
た
は
複
数
の
相
続
人
に
承
継
さ
れ
て
、
相
手
方
に
対
し
て
一
―
七
条
の
責
任
を
負

う
も
の
と
し
、
相
手
方
が
悪
意
有
過
失
の
場
合
に
は
、
右
責
任
が
解
除
さ
れ
る
と
解
す
る
（
高
野
・
前
掲
四

0
頁）。

(

3

)

高
野
「
無
権
代
理
と
相
続
」
民
法
の
争
点
I
二
三
五
頁
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
人
格
承
継
説
を
甚
礎
と
し
、
こ
れ
に

信
義
則
の
考
え
方
を
も
加
味
し
て
、
単
独
相
続
の
場
合
に
は
、
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と
解
さ
れ
る
と
す
る
。

(

4

)

本
件
に
は
既
判
力
の
抵
触
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
直
接
関
係
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

(

5

)

但
し
、
谷
口
「
本
件
判
批
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
二
版
）
―

10八
頁
は
、
本
件
の
よ
う
に
家
督
相
続
と
同
じ
よ
う
な
関
係
が
生
じ
て
い
る
場

合
に
は
、
従
来
の
家
督
相
続
・
単
独
相
続
の
場
合
に
お
け
る
昭
和
二
年
の
判
決
（
判
例
①
）
の
法
理
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
本
判
決
は

（
三
宅
•
前
掲
―
二
六
頁
）
。な
お
単
純
承
認
で
共
同
相
続
の
場
合
に
は
、

（
三
九
）

A
が
追
認
し
な
け
れ
ば
無
権
代
理
の
責
任
を
他
の
共
同
相
続



正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
評
す
る
。

(

6

)

高
森
八
四
郎
「
不
動
産
取
引
業
者
と
民
法
―

-
0条
の
『
正
当
理
由
』
」
法
時
五
六
巻
一
一
一
号
一
―
九
頁
以
下
。

(

7

)

岡
本
・
前
掲
一
八
二
頁
も
「
本
事
案
に
は
民
法
―

-
0条
の
正
当
事
由
の
認
定
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
。

(

8

)

田
尾
桃
二
調
査
官
の
解
説
（
「
本
件
判
批
」
法
曹
時
報
二
六
巻
六
号
九
六
頁
）
に
は
、
「
右
貸
金
の
弁
済
期
は
昭
和
―
-
＝
一
年
一
月
―
一
日
に
到
来

し
た
が
、

A

（
本
文
中
の

B
)
が
そ
の
弁
済
を
し
な
か
っ
た
の
で
、

X
が
Yl
に
連
帯
保
証
債
務
の
履
行
と
し
て
右
貸
金
の
支
払
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

yl
は
右
連
帯
保
証
契
約
は

B

（
本
文
中
の

A
)
の
無
権
代
理
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
追
認
を
拒
絶
し
た
。
そ
こ
で
、

X
は、

B
に
無
権
代
理
人
の
責
任
と
し
て
そ
の
履
行
を
求
め
て
い
た
が
、
昭
和
三
四
年
四
月
二
三
日
B
が
死
亡
し
、
そ
の
子
で
あ
る
Yl
... 
ys
に
お
い
て
相

続
し
た
の
で
、
昭
和
三
八
年

xは
Yl…

Ys
を
相
手
方
と
し
て
本
訴
を
提
起
し
、
同
人
ら
に
右
連
帯
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
た
。
」
と
あ
る
。

(

9

)

―

-
0条
の
「
正
当
理
由
」
の
説
明
に
つ
い
て
、
従
来
「
普
通
の
人
が
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
る
の
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
（
我

栄
「
新
訂
民
法
総
則
」
三
七
一
頁
）
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過
失
の
こ
と
を
い
う
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
私
見
は
前
述
の
よ
う
に
、
「
本
人
に
代
理
権
の
有
無
・
範
囲
に
つ
い
て
問
合
せ
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
要
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
客
観

的
事
情
が
あ
り
」
そ
れ
ゆ
え
に
代
理
権
の
存
在
を
信
じ
た
こ
と
が
、
相
手
方
が
代
理
権
あ
り
と
信
ず
べ
き
正
当
理
由
の
あ
る
こ
と
と
規
定
し
、
む

し
ろ
従
来
―

-
0条
の
正
当
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
一
―
七
条
二
項
の
善
意
・
無
過
失
の
説
明
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

(
1
0
)
-
―
七
条
二
項
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

(

1

1

)

以
上
の
判
例
・
学
説
を
要
約
し
た
も
の
と
し
て
、
高
森
八
四
郎
「
無
権
代
理
に
お
け
る
代
理
人
な
い
し
本
人
相
続
」
林
・
安
永
編
民
法
I
総
則

物
権
六
四
頁
以
下
。
同
「
無
権
代
理
及
び
他
人
物
売
買
と
相
続
」
関
大
法
学
論
集
三
七
巻
五
・
六
号
二
六
一
頁
2
二
七
一
頁
。
但
し
、
右
に
お
い

て
は
最
判
昭
和
四

0
年
六
月
一
八
日
が
判
決
固
、
最
判
昭
和
三
七
年
四
月
二

0
日
が
判
決
困
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
判
決
国
が
判

例
⑥
、
判
決
国
が
判
例
⑤
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

私
見
ー
併
存
貫
徹
説
ー

三
私
見
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
と
を
通
じ
て
、
単
純
・
単
独
相
続
の
場
合
、

関
法

第
三
九
巻
第
一
号

四
〇

（
四

0
)



う
べ
き
立
場
に
立
つ
。

四

（
四
一
）

「
代
理
権
の
追
完
」
に
よ
っ
て
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と

単
純
・
共
同
相
続
の
場
合
を
問
わ
ず
、
可
能
な
か
ぎ
り
本
人
と
無
権
代
理
人
の
責
任
の
併
存
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
併
存
貫
徹
説
と
も
い

ま
ず
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
、
当
該
無
権
代
理
行
為
は
相
続
に
よ
っ
て
当
然
有
効
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
相
続

人
に
本
人
と
無
権
代
理
人
の
責
任
が
併
存
す
る
。

つ
ま
り
、
本
人
を
相
続
し
た
無
権
代
理
人
は
本
人
の
追
認
拒
絶
の
自
由
を
な
お
保
有
す

る
が
、
自
己
の
無
権
代
理
行
為
の
責
任
を
当
然
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
追
認
を
拒
絶
し
て
も
相
手
方
の
選
択
に
従
い
、
履
行
ま
た
は

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
単
純
か
つ
単
独
相
続
で
履
行
責
任
を
負
う

場
合
に
は
、
追
認
拒
絶
は
実
質
上
意
味
を
失
う
が
、
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
を
必
要
と
す
る
か
ら
当
然
有
効
説
と
異
な
り
無
意
味
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
点
が
、
相
手
方
の
悪
意
・
有
過
失
で
も
、

な
る
と
す
る
三
宅
説
と
異
な
る
。
そ
れ
は
、
無
権
代
理
人
は
、
あ
く
ま
で
も
代
理
人
と
し
て
行
為
を
し
て
お
り
、
自
己
に
効
果
を
帰
属
せ

し
め
る
意
思
を
も
た
ず
、
相
手
方
も
そ
れ
を
承
認
し
て
行
為
を
し
て
い
る
か
ら
処
分
行
為
の
追
完
の
理
論
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
他
人
の
物
の
売
主
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
決
定
的
に
異
な
る
。

両
責
任
の
併
存
を
理
論
上
肯
定
す
る
学
説
の
多
く
は
、
自
ら
無
権
代
理
行
為
を
し
た
相
続
人
は
信
義
則
上
、
本
人
の
追
認
拒
絶
権
を
行

使
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
単
純
・
単
独
相
続
の
場
合
当
然
有
効
に
な
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
（
例
え
ば
谷
口
説
）
。
し
か
し
私
見
は
、

無
権
代
理
人
は
あ
く
ま
で
も
代
理
人
と
し
て
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
を
相
続
し
た
と
し
て
も
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
信
義
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
無
権
代
理
人
と
取
引
し
た
相
手
方
は
、
本
人
の
追
認
を
得
ら
れ

な
け
れ
ば
、
結
局
無
権
代
理
人
に
一
―
七
条
の
責
任
を
追
求
す
る
よ
り
他
手
段
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
手
方
保
護
の
た
め

法
は
一
―
七
条
で
無
権
代
理
人
の
責
任
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
責
任
が
、

(1) 

無
権
代
理
と
二
重
相
続



第
三
九
巻
第
一
号

（
四
二
）

七
条
の
責
任
よ
り
増
減
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
必
要
は
な
い
。
無
権
代
理
行
為
を
し
た
相
続
人
と
し
て
は
、
本
人
の
立
場
で
追
認
を
拒
絶
す

れ
ば
、
後
は
法
が
定
め
た
一
―
七
条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
手
方
の
選
択
に
従
い
、
履

行
を
請
求
さ
れ
た
な
ら
ば
、
本
人
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
無
権
代
理
人
は
履
行
の
責
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
実
際
上
追
認
を
拒
絶
で
き
な
い
の
と
同
様
の
結
果
を
生
ず
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
法
的
に
無
意
味
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、

相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
の
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
有
効
に
な
る
と
か
、
信
義
則
上
追
認
を
拒
絶
し
え
な
い
と

い
う
見
解
と
は
あ
く
ま
で
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
信
義
則
を
も
ち
出
し
て
追
認
を
拒
絶
し
得
な
い
と
す
る
必
要
は
な
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
、
谷
口
説
を
よ
り
徹
底
し
、
幾
代
説
、
辻
説
（
辻
朗
「
無
権
代
理
と
相
続
」

L
a
w
S
c
h
o
o
l
 N
o
.
 

3
5

七
七
頁
）
と
ほ
ぼ
同
旨
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

次
に
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
も
、
両
者
の
責
任
の
併
存
を
貫
徹
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
本
人
A
は、

無
権
代
理
人
B
の
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
し

A
が
単
純
か
つ
単
独
で
相
続
し
た
場

合、

A
が
追
認
を
拒
絶
し
て
も
、

B
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
相
続
す
る
か
ら
相
手
方
C
の
選
択
に
従
い
、
履
行
ま
た
は
損
害
賠
償
の
責

任
を
負
う
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
相
手
方
の
善
意
・
無
過
失
の
場
合
に
限
る
。
単
純
承
認
か
つ
共
同
相
続
の
場
合
に
は
、

A
は
無
権
代

理
人
の
責
任
を
負
う
が
、
こ
の
場
合
は
他
の
共
同
相
続
人
と
分
割
し
て
負
担
す
る
。
こ
の
場
合
特
定
物
の
売
買
で
相
手
方
が
履
行
を
選
択

し
て
も
相
続
分
の
割
合
に
応
じ
て
他
の
共
同
相
続
人
と
分
割
負
担
の
責
を
負
い
、
し
た
が
っ
て
判
例
⑥
と
判
例
⑦
と
を
事
案
の
相
違
に
も

と
づ
い
て
矛
盾
し
な
い
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ふ
た
つ
の
責
任
の
併
存
の
貫
徹
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
三
宅
説

と
ま
っ
た
く
同
様
に
解
す
る
。

但
し
、
無
権
代
理
人
の
生
存
中
（
相
続
前
）
に
、
本
人
が
明
示
的
に
追
認
拒
絶
を
し
て
い
た
場
合
に
は
、
後
に
無
権
代
理
人
を
相
続
し

(2) 

関
法
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り
入
院
中
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

第
三
九
巻
第
一
号

無
権
代
理
と
二
重
相
続

前
稿
（
関
大
法
学
論
集
一
―
―
七
巻
五
・
六
号
二
八
八
頁

2
二
九

0
頁
）
で
は
、
無
権
代
理
と
二
重
相
続
が
問
題
と
な
っ
た
二
つ
の
判
例
、

名
古
屋
高
判
昭
和
五
八
年
八
月
一

0
日
（
判
時
―

1
0六
号
八

0
頁
）
と
東
京
高
判
昭
和
六

0
年
六
月
一
九
日
（
判
ク
五
六
五
号
一

0
七

頁
）
を
と
り
あ
げ
、
併
存
貫
徹
説
の
立
場
か
ら
そ
の
結
論
の
み
を
述
べ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
上
告
審
判
決
た
る
最
判
昭
和
六
三
年

―
―
一
月
一
日
が
近
時
な
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
併
存
貫
徹
説
の
立
場
か
ら
、
以
上
三
判
例
の
事
案
と
判
旨
を
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

＿
名
古
屋
高
裁
昭
和
五
八
年
八
月
一

0
日
判
決
（
判
時
―

1
0六
号
八

0
頁）。

事
案
お
よ
び
判
旨

昭
和
三
五
年
七
月
頃
、

A
の
妻
B
は
A
所
有
の
本
件
分
筆
前
の
土
地
（
農
地
）
を
、

A
の
代
理
人
と
し
て
、
所
有
権
移
転
仮
登
記
手
続

に
要
す
る
所
有
者
A
名
義
の
委
任
状
と

A
の
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
て
C
に
売
却
し
た
（
こ
の
土
地
は
、
大
正
六
年
一

0
月――

10日
婿
養

六
日
か
ら
昭
和
二
八
年
四
月
一
三
日
ま
で
及
び
同
年
九
月
二
日
か
ら
昭
和
四
八
年
六
月
一
八
日
ま
で
）
で
あ
り
、

A
へ
面
会
は
看
護
婦
で

あ
る
二
女
兄
が
時
々
行
く
程
度
で
、

B
は
健
康
な
時
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
面
会
に
行
か
ず
、
殊
に
昭
和
一
一
一
五
年
頃
以
降
高
血
圧
症
に
悩
ま
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
全
く
病
院
を
訪
れ
な
く
な
っ
た
。

B
は
本
件
土
地
の

C
へ
の
売
却
以
前
、
昭
和
一
二
五
年
初
頃
、
遠
縁
に
あ

た
り
住
所
も
五

0
0
メ
ー
ト
ル
位
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
た
び
た
び
家
庭
内
の
問
題
等
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
た
Y
の
父
に
、
本
件
土
地

の
売
却
の
話
を
持
ち
か
け
た
が
、

y
に
よ
り
断
わ
ら
れ
、

Y
は
当
時
右
土
地
は
A
の
所
有
だ
が
、

A
は
精
神
分
裂
症
の
た
め
長
期
に
わ
た

子
で
あ
っ
た
A
が
B
の
父
か
ら
家
督
相
続
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

当
時
A
は
精
神
分
裂
病
の
た
め
措
置
入
院
中
（
昭
和
二
七
年
―
一
月

関
法
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四
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四
四
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

本
件
土
地
は

C
へ
の
売
却
後
C
か
ら
D
へ
買
主
た
る
地
位
の
譲
渡
が
な
さ
れ
、
分
筆
さ
れ
て

E
.
F
.
G
云
々
ら
に
更
に
買
主
た
る
地

位
の
譲
渡
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
仮
登
記
が
な
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に

y
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
登
記
権
利
者
か
ら
本
件
土
地
に
つ
い
て
買
主
た

る
地
位
の
譲
渡
を
受
け
、
昭
和
四
二
、
三
年
頃
農
地
法
三
条
に
よ
る
知
事
の
許
可
が
あ
っ
た
の
で
、

転
登
記
を
得
た
。
そ
の
際
、
昭
和
四
三
年
―
―
一
月
―
―
―
―
日
不
動
産
売
渡
証
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
売
渡
人
A

の
記
名
は
B
の
委
任
を
受
け
た
司
法
書
士
が
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
下
の
印
は
B
が
押
捺
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、

四
五

（
四
五
）

「
そ
も
そ
も
無
権
代
理
人
が
本
人

y
は
本
件
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
移

B
は
昭
和
四
四
年
三
月
二
二
日
に
死
亡
し
、
夫
A
と
二
女
凡
・
三
女
ふ
・
ニ
男
XS
が
相
続
し
た
が
、

院
で
昭
和
四
八
年
六
月
一
八
日
に
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
兄
・
兄
・
兄
が
本
件
土
地
を
相
続
し
た
と
し
て
、
共
有
持
分
権
に
基
づ
き
、

第
一
審
ふ
・
兄
•
X
a勝
訴
。

Y
は
控
訴
し
て
、

A
は
B
に
対
し
て
本
件
土
地
を
売
却
す
る
代
理
権
を
授
与
し
て
い
た
こ
と
、
仮
に
B
が
い
か
な
る
代
理
権
も
有
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

理
行
為
は
本
人
自
ら
な
し
た
の
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
、

A
も
措
置
入
院
中
の
病

Xi
ら
は
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
し
得
な
い
と
主
張
し
た
。

Y
に

Xi
．
兄
・
ふ
は
B
の
死
亡
に
よ
り
本
人
A
と
と
も
に

B
の
無
権
代
理
人
た
る
地
位
を
承
継
し
、
そ
の
後
A
の
死

亡
に
よ
り
本
人
た
る
地
位
を
も
承
継
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
同
一
で
あ
り
、
そ
の
無
権
代

控
訴
審
は
、
本
件
分
筆
前
の
土
地
の
売
買
に
つ
い
て
B
は
無
権
代
理
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た

後
本
人
を
相
続
し
た
兄
ら
は
無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
Y
の
主
張
に
対
し
て
、

を
相
続
し
た
場
合
に
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
当
該
無
権
代
理
行
為
を
無
権
代
理
人
自
ら
が
な

し
た
と
い
う
点
に
存
す
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
五
年
切
第
三
号
、
同
一
二
七
年
四
月
―

1
0日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民

対
し
て
抹
消
登
記
手
続
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。



第
三
九
巻
第
一
号

集
一
六
巻
四
号
九
五
五
頁
参
照
）
、
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
者
が
本

人
で
あ
っ
て
も
、
本
人
以
外
の
相
続
人
で
あ
っ
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認

め
る
以
上
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
本
人
を
相
続
し
た
相
続
人
に
つ
い
て
の
み
追
認
拒
絶
権
を
認
め
な
い
と
す
る
根
拠
は
見
出
し
難

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
相
続
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
本
人
を
相
続
し
よ
う
と
も
、
ま
た
本
人
を
相
続
し
た

後
無
権
代
理
人
を
相
続
し
よ
う
と
も
、
い
ず
れ
の
相
続
人
の
場
合
も
同
列
に
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
権
代
理
人
及
び
本
人

を
と
も
に
相
続
し
た
相
続
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
特
定
物
の
給
付
義
務
に
関
し
て
は
、
無
権
代
理
人
の

履
行
義
務
に
つ
い
て
の
拒
絶
権
も
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
を
反
対
に
解
す
る
と
す
れ
ば
、

一
方
で
与
え
た
も
の
を

一
方
、
相
手
方
と
し
て
も
、
本
人
の
追
認
が
な
い
以
上
、
無
権
代
理
人
の
相
続
人
が
本
人
を
相

続
し
た
と
い
う
偶
然
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
本
来
特
定
物
の
給
付
を
受
け
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
人
に
履
行
義
務
の
拒
絶
権

を
与
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
不
測
の
不
利
益
を
蒙
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
無
権
代
理
人
の
負
担
し
た
義
務
が
金
銭
債
務

の
場
合
に
は
、
相
続
人
に
履
行
義
務
の
拒
絶
権
を
認
め
る
と
し
て
も
損
害
賠
償
義
務
が
残
存
す
る
こ
と
は
前
示
の
と
お
り
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
義
務
の
内
容
は
履
行
利
益
の
賠
償
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
履
行
義
務
の
拒
絶
権
を
認
め
る
実
益
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
、
金
銭
債
務
の
場
合
に
は
、
相
続
人
に
追
認
拒
絶
権
も
履
行
義
務
の
拒
絶
権
も
認
め
ら
れ
な
い
と
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
（
最
高
裁
判
所
昭
和
四
六
年
匂
第
一
三
八
号
、
同
四
八
年
七
月
三
日
第
一
＝
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
七
巻
七
号
七
五
一
頁
参
照
）
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
無
権
代
理
人
及
び
本
人
を
と
も
に
相
続
し
た
相
続
人
は
、
相
続
の
時
期
の
先
後
を
問
わ
ず
、
特
定
物
の
給
付
義
務
に

関
し
て
は
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
の
場
合
と
同
様
に
、
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
無
権
代
理

行
為
を
追
認
す
る
か
否
か
の
選
択
権
及
び
無
権
代
理
人
の
履
行
義
務
に
つ
い
て
の
拒
絶
権
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

他
方
で
奪
う
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

関
法
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し
た
。

る
。
」
と
判
示
し
た
。

そ
し
て
、

兄
・
兄
・
正
に
は
本
件
分
筆
前
の
土
地
の
売
買
に
つ
い
て
、

B
と
と
も
に
そ
れ
に
関
与
し
た
と
か
、
右
売
買
を
承
諾
し
て
い

兄
・
正
・
ふ
が
追
認
拒
絶
権
な
い
し
履
行
拒
絶
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
は
な
い
と
し
て
、

Y

の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

四
七

（
四
七
）

む
し
ろ

Y
は
右
売
買
に
関
し

B
に
代
理
権
が
存
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

川
本
件
は
無
権
代
理
人
B
を
本
人
A
と
と
も
に
相
続
し
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
た
Xl
．
兄
・
迅
が
、
後
に
本
人
A
を
相
続
し
て

兄
・
兄
•
X
Sが
共
有
持
分
権
に
基
づ
い
て
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
移
転
登
記
を
得
て
い
たY
に
対
し
、
抹
消
登
記
手
続
を
請
求

し
た
と
こ
ろ
、

Y
は
二
重
相
続
の
場
合
に
は
相
続
人
が
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
本
人
を
相

続
し
た
後
に
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
結
局
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
と
同
一
で
あ
り
、
相
続
人
は
追
認
拒
絶

で
き
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
に
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
結
局
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合

と
同
一
で
、
そ
の
無
権
代
理
行
為
は
本
人
自
ら
な
し
た
の
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
る
か
ら
、

Xt
．
兄
・
兄
は
追
認
拒
絶
で
き
な
い
と
主
張

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
に
対
し
て
名
古
屋
高
判
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
追
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ

る
根
拠
を
、
当
該
無
権
代
理
行
為
を
無
権
代
理
人
自
ら
が
な
し
た
と
い
う
点
に
求
め
、
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な
し
て
い
な
い
と
い
う
点

に
お
い
て
は
、
二
重
相
続
の
場
合
に
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
相
続
人
に
つ
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
か
ら
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た

無
権
代
理
と
二
重
相
続

本
人
の
地
位
を
も
承
継
し
た
と
い
う
二
重
相
続
の
事
案
で
あ
る
。

＠

考

察

た
と
か
い
う
事
情
は
な
く
、



と
と
は
、

（
前
掲
．
―
二
八
頁
）
と
主
張
す
る
。

第
三
九
巻
第
一
号

後
本
人
を
相
続
し
た
相
続
人
に
つ
い
て
の
み
追
認
拒
絶
権
を
認
め
な
い
と
す
る
根
拠
は
見
出
し
難
い
と
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
に
二
重
相

間
こ
の
よ
う
に
名
古
屋
高
判
は
、
追
認
拒
絶
権
行
使
の
可
否
の
判
断
基
準
を
信
義
則
に
求
め
、

そ
の
内
容
を
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な

し
た
か
否
か
で
あ
る
と
規
定
し
、
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
し
て
い
な
い
二
重
相
続
の
相
続
人
は
、
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の

事
情
が
な
い
限
り
、
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
追
認
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
少
な
く
と
も
特
定
物
給
付

義
務
に
つ
い
て
は
、
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
履
行
義
務
の
拒
絶
権
も
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

進
・
橋
本
真
「
本
件
判
批
」
法
時
五
六
巻
一

0
号
―
二
六
頁
で
あ
る
。
橋
本
判
批
は
、

信
義
則
に
反
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
無
権
代
理
人
の
履
行
義
務
を
も
拒
絶
し
得
る
と
判
示
し
た
点
を
批
判
す
る
の
は
、

「
民
法
―
一
七
条
が
無
権
代
理
人
の
責
任
を
規
定

し
て
い
る
の
は
、
代
理
制
度
の
信
用
維
持
•
取
引
の
安
全
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
も
っ
ぱ
ら
善
意
・
無
過
失
と
い
う
相
手
方
の
態
様

こ
こ
で
は
無
権
代
理
人
が
『
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な
し
た
か
ど
う
か
』
は
当
然
に
は
問
題
と
は
な
り
え
な

い
は
ず
で
（
あ
っ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
）
追
認
を
拒
絶
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
と
無
権
代
理
人
と
し
て
履
行
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ

レ
ベ
ル
の
違
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
に
つ
い
て
信
義
則
を
用
い
て
判
断
す
る
立
場
に
立
つ
場
合
に
は
、
単

に
『
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な
し
た
か
否
か
』
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
り
ず
、
民
法
―
一
七
条
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
善
意
・
無
過
失
の

相
手
方
と
の
利
益
衡
量
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

橋
本
判
批
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
相
続
人
が
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
追
認
拒
絶
権
を
行
使
す
る
と
い
う
問
題
と
、
善
意
・
無

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、

伊
藤

るヽ
旨
判
示
し
た
。

続
人
に
黒
櫂
的
理
ん
か
置
か
裏
統
い
つ
い
で
か
掴
危
櫛
か
‘
倅
羨
臣
応
が
か
ぃ
認
か
い
か
な
特
別
か
事
情
炉
か
い
恥
ぃ
認
か
か
、
べ
ぎ
で
知

続
し
た
相
続
人
に
追
認
拒
絶
権
を
認
め
る
以
上
、
こ
れ
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
特
定
物
給
付
義
務
に
関
し
て
は
、
相

関
法

四
八

（
四
八
）



と
に
な
っ
て
、
兄
ら
の
請
求
は
認
め
ら
れ
る
。

A
よ
り
承
継
し
た
追
認
権
、
追
認
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
。

四
九

（
四
九
）

過
失
の
相
手
方
の
選
択
に
従
い
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
問
題
と
は
、
次
元

が
異
な
る
。
本
判
旨
が
追
認
拒
絶
を
認
め
た
以
上
、
特
定
物
給
付
義
務
に
つ
い
て
は
履
行
拒
絶
も
認
め
な
け
れ
ば
、
追
認
拒
絶
を
認
め
た

実
効
性
が
な
く
な
る
と
の
実
質
的
配
慮
（
一
方
で
与
え
た
も
の
を
他
方
で
奪
う
と
い
う
結
果
）
か
ら
、
右
の
点
を
看
過
し
た
の
は
不
当
で

圃
私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
で
は
、
二
重
相
続
の
場
合
に
も
相
続
人
が
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
を
問
わ
ず
、
相
続
人
に
本
人
と

無
権
代
理
人
の
責
任
が
併
存
す
る
。
本
件
で
は
、

B
を
相
続
し
た
時
点
で
兄
ら
は
無
権
代
理
人
の
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
承
継
し
、

つ
い
で
A
を
相
続
し
た
時
点
で
A
の
追
認
権
・
追
認
拒
絶
権
を
承
継
す
る
。
私
見
は
、
前
述
（

l

・
国
）
し
た
よ
う
に
追
認
拒
絶
権
行
使

の
可
否
の
判
断
基
準
を
信
義
則
に
求
め
ず
、
た
と
え
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
で
も
、
無
権
代
理
人
は
あ
く
ま
で
も
代
理
人

と
し
て
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
本
人
の
追
認
拒
絶
権
を
行
使
で
き
、
後
は
法
の
定
め
た
一
―
七
条
の

責
任
を
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
負
担
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
る
か
ら
、
兄
・
兄
・
迅
は
信
義
則
云
々
を
い
う
ま
で
も
な
く
、

岡
次
に
、
兄
・
兄
・
迅
は

B
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
承
継
し
て
い
る
か
ら
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
の
選
択
に
従
い
、
履
行
又
は

損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
。
私
見
は
、
特
定
物
給
付
義
務
で
あ
っ
て
も
事
態
は
異
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
、
兄
・

x.XSは
善
意
・

無
過
失
の
相
手
方
が
履
行
を
選
択
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
分
の
割
合
に
応
じ
て
他
の
共
同
相
続
人
と
分
割
負
担
の
責
を
負
う
。
本
件

の
正
・
正
・
兄
は
共
有
持
分
権
に
基
づ
い
て
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
移
転
登
記
を
得
て
い
た
Y
に
対
し
、
抹
消
登
記
手
続
を
請
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
が
一
―
七
条
二
項
の
悪
意
・
有
過
失
で
あ
れ
ば
、
結
局
無
権
代
理
人
の
履
行
責
任
を
負
担
し
な
い
こ

無
権
代
理
と
二
重
相
続

あ
る
。



方
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
た
め
一
―
七
条
一
一
項
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
す
る
。

た
し
か
に

Y
は
昭
和
一
一
一
五
年
初
頃
、

り
入
院
中
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、

B
に
代
理
権
が
存
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し

B
は
Y
に
断
わ

ら
れ
、
昭
和
三
五
年
七
月
頃
、

B
か
ら
本
件
土
地
の
売
却
の
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
際
、

C
に
本
件
土
地
を
売
却
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の

B
の
無
権
代
理
行
為
の
相
手
方
は
C
で
あ
っ
て
、

Y
で
は
な
い
。
昭
和
四
ニ
・
三
年
頃
農
地
法
三
条
に
よ
る
知
事
の
許
可
が
あ
り
、

に
際
し
て
、
昭
和
四
三
年
三
月
＝
二
日
A
名
義
の
売
渡
証
書
が

B
の
偽
造
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
三
五
年
七
月
の
本

件
分
筆
前
の
土
地
の

C
へ
の
売
買
に
関
す
る
義
務
の
履
行
で
あ
り
、

Y
が
本
件
分
筆
前
の
土
地
の
売
買

(
B
の
無
権
代
理
行
為
）
の
相
手

従
っ
て
ふ
ら
が
無
権
代
理
人
の
履
行
責
任
を
免
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
―
―
七
条
二
項
の
悪
意
・
有
過
失
は
、

つ
い
て
問
題
と
な
る
。
本
判
旨
は
、
不
動
産
会
社
の
仲
介
に
よ
り
本
件
分
筆
前
の
土
地
が

C
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
際
所
有
権
移
転

仮
登
記
手
続
に
要
す
る

A
名
義
の
委
任
状
及
び

A
の
印
鑑
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に

C
が
A

六

0
年
六
月
一
九
日
の
判
批
」
法
時
五
八
巻
九
号
一
〇
九
頁
も
、

と
こ
ろ
で
本
判
旨
は
、

「
本
件
で
は
、

と
は
な
く
、
結
論
と
し
て
は
本
判
決
は
妥
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
（
そ
う
す
る
と
何
故
履
行
拒
絶
の
問
題
を
論
じ
た
か
疑
問

で
あ
る
）
、
そ
の
理
論
構
成
に
は
疑
問
が
あ
る
、

こ
の
こ
と
か
ら
橋
本
判
批
は
、

あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、

関
法

第
三
九
巻
第
一
号

兄
ら
が
追
認
拒
絶
権
な
い
し
履
行
拒
絶
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が

「
Y
は
本
件
売
買
に
関
し
、

B
に
代
理
権
が
存
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
認
定
し
て
い
る
。

Y
は
悪
意
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

と
い
え
よ
う
。
」

xら
が
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
う
こ

（
前
掲
．
―
二
八
頁
）
と
評
す
る
。
ま
た
中
舎
寛
樹
「
東
京
高
判
昭
和

「
五
八
年
判
決
（
本
判
決
）
の
事
案
に
お
い
て
は
、
相
手
方
が
悪
意
で

A
が
精
神
分
裂
病
の
た
め
長
期
に
わ
た

Y
が
本
件
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
移
転
登
記
を
受
け
る

五
〇

（
五
0
)

C
に



無
権
代
理
と
二
重
相
続

の
措
置
入
院
の
事
実
等
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
認
定
し
て
い
な
い
。
仮
に
、

承
継
し
、
た
と
え
悪
意
で
あ
っ
た
に
せ
よ
背
信
的
悪
意
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、

団
本
判
旨
は
、
①
追
認
拒
絶
権
行
使
の
可
否
の
判
断
甚
準
を
信
義
則
に
求
め
た
点

③
B
の
無
権
代
理
行
為
の
直
接
の
相
手
方
で
な
い

Y
の
悪
意
の
認
定
に
よ
り
、

私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
で
は
、

ば、

Y
は
C
の
地
位
を
承
継
し
、

Y
に
背
信
的
悪
意
が
な
い
限
り
、

こ
の
場
合
ふ
ら
の

Y
に
対
す
る
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

東
京
高
裁
昭
和
六

0
年
六
月
一
九
日
判
決
（
判
夕
五
六
五
号
一
〇
七
頁
）
。

五

（
五
一
）

C
が
B
に
代
理
権
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
善

意
・
無
過
失
で
あ
る
な
ら
ば
、
転
々
誤
渡
の
後
最
終
的
に
本
件
土
地
に
つ
い
て
買
主
た
る
地
位
の
譲
渡
を
受
け
た
Y
も
、
前
者
の
地
位
を

x
t．
兄
•
X
sは
y

に
対
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負

な
い
限
り
、
追
認
拒
絶
権
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
少
な
く
と
も
特
定
物
給
付
義
務
に
つ
い
て
は
履
行
拒
絶
権
も
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た

瓦
ら
は
追
認
拒
絶
も
履
行
拒
絶
も
で
き
る
と
判
断
し

兄
ら
は
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
が
、
同
時
に
無
権
代
理
人
と

し
て
の
地
位
に
基
づ
き
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
。
こ
の
こ
と
は
特
定
物
給
付
義
務
で

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
別
異
に
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て

B
の
無
権
代
理
行
為
の
直
接
の
相
手
方
で
あ
る

C
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
れ

XI
ら
は

Y
に
対
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
ず
、

X
の
父
A
は
、
昭
和
五

0
年
三
月
五
日
訴
外
B
会
社
が

Y
銀
行
か
ら
四
五

0
0万
円
を
借
り
受
け
た
際
、
同
居
の
父
C
(
A
の
実
父
で

(1) (二）

事
案
お
よ
び
判
旨

た
点
が
不
当
で
あ
る
。

点 担
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
。

R
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が



運
転
資
金
と
し
て
の
貸
付
残
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

第
三
九
巻
第
一
号

（
五
二
）

「
登
記
の

あ
り
X
の
祖
父
・
当
時
七
九
歳
）
に
無
断
で
C
の
代
理
人
と
称
し
て
、

C
所
有
の
本
件
土
地
に
つ
き
、
極
度
額
五

0
0
0万
円
の
根
抵
当

権
設
定
契
約
を
締
結
し
、
同
年
同
月
七
日
そ
の
旨
の
登
記
を
経
由
し
た
。
当
時
、

A
と
C
は
長
年
に
わ
た
り
同
居
し
て
お
り
、
別
段
仲
の

悪
い
こ
と
は
な
く
、

C
と
A
の
妻
が
本
件
土
地
で
農
業
を
経
営
し
、

A
は
他
の
仕
事
に
従
事
し
て
、

A
は
B
会
社
の
代
表
者
と
は
仕
事
上

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。

A
は
本
件
契
約
に
先
立
ち
、
現
地
調
査
に
来
た
Y
銀
行
支
店
長
代
理
を
案
内
し
、
自
分
が
一
家
の
家
政
を
処
理

し
、
土
地
を
管
理
し
て
い
る
趣
旨
の
言
動
を
と
り
、
本
件
契
約
に
際
し
て
は
、

A
は
本
件
土
地
の
登
記
済
証
や
C
の
実
印
、
印
鑑
証
明
書

を
所
持
し
て
お
り
、
本
件
契
約
書
の

C
の
記
名
、
捺
印
を
代
行
し
、
登
記
済
証
や
印
鑑
証
明
書
を
B
を
介
し
て
Y
に
提
出
し
て
い
る
。

そ
の
後
同
年
六
、
七
月
こ
ろ
A
は
C
を
同
道
し
て

y
銀
行
を
お
と
ず
れ
、

B
会
社
と
の
間
で
B
に
提
供
し
た
担
保
が
短
期
間
の
約
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
貸
付
係
長
に
対
し
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
の
根
抵
当
権
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
尋
ね
る
と
と
も
に
、

抹
消
を
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
同
係
長
は
、

Y
と
B
会
社
と
の
取
引
は
継
続
的
な
も
の
で
あ
り
、

B
社
に
対
す
る

「
登
記
を
抹
消
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

B
社
と
交
渉
し
た
ら
い
い
の
で
は
な

い
か
」
な
ど
と
説
明
し
て
、

A
ら
に
帰
っ
て
も
ら
っ
た
が
、
右
話
し
合
い
の
間
、

C
は
A
と
同
席
し
、
そ
の
や
り
と
り
を
傍
で
一
部
始
終

聞
い
て
い
な
が
ら
、
本
件
契
約
が
無
断
で
な
さ
れ
た
こ
と
の
異
議
、
弁
疎
の
申
立
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
ら
の
発
言
も
せ
ず
、
そ
の
後

も
C
は
死
亡
に
至
る
ま
で
、
本
件
登
記
に
つ
い
て

y
に
何
ら
の
異
議
も
述
べ
ず
に
放
置
し
た
。

A
は
昭
和
五
三
年
二
月
一
日
に
死
亡
し
、
相
続
人
X
は
A
の
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
た
が
、
次
い
で
同
年
四
月
二
二
日
C
が
死

亡
し
、

X
は
本
件
土
地
を
代
襲
相
続
す
る
と
と
も
に
本
人
C
の
地
位
を
承
継
し
た
。
そ
こ
で
X
は
、
本
件
根
抵
当
権
設
定
契
約
は
A
の
無

権
代
理
に
よ
る
も
の
で
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
、

Y
に
対
し
て
根
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

第
一
審
X
勝
訴
。

関
法

五



間
に
争
い
が
な
く
、
こ
れ
と
前
記
一
の
被
控
訴
人
に
よ
る
市
太
郎
c
の
代
襲
相
続
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
被
控
訴
人
は
、
無
権
代
理
行
為
を

な
し
た
千
代
次
の
地
位
を
相
続
に
よ
り
承
継
し
、

位
な
い
し
資
格
を
同
一
人
格
に
お
い
て
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
し

た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
が
生
じ
、
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
は
、

無
権
代
理
人
が
自
ら
本
人
の
相
続
を
な
し
そ
の
地
位
を
承
継
し
た
場
合
と
何
ら
択
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
、
無
権

代
理
人
は
本
人
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
り
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
筈
の
も
の
で

て、
Y
は
控
訴
し
て
①
C
は
A
に
本
件
契
約
を
締
結
す
る
代
理
権
を
与
え
て
い
た
こ
と

③
以
上
が
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

C
は
A
の
無
権
代
理
行
為
を
追
認
し
て
い
る
こ
と

五

土
地
に
関
し
、
少
な
く
と
も
管
理
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
基
本
代
理
権
と
し
て
―

-
0条
の
表
見
代
理
が
成
立
す
る
こ
と

を
相
続
し
て
後
、
代
襲
相
続
に
よ
り
本
人
C
の
地
位
を
相
続
し
て
い
る
か
ら
、
結
局
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
同
じ
く
、

権
設
定
登
記
に
つ
い
て
、
控
訴
人
⑰
の
担
当
者
か
ら
そ
の
抹
消
を
断
わ
ら
れ
た
の
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
本
件
契
約
が
無
権
限
で
な

さ
れ
た
な
ど
と
異
議
を
述
べ
る
こ
と
も
な
く
帰
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
市
太
郎
は
、
控
訴
人
に
対
し
、
千
代
次
⑧
の
本
件

無
権
代
理
行
為
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
容
認
し
、
本
件
無
権
代
理
行
為
に
有
効
な
代
理
行
為
と
同
様
な
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る

旨
の
黙
示
の
意
思
表
示
を
し
て
、
追
認
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
た
。

そ
の
上
で
、

「
千
代
次
的
が
昭
和
五
三
年
二
月
一
日
死
亡
し
、
被
控
訴
人
⑳
が
同
人
の
権
利
義
務
一
切
を
相
続
に
よ
り
承
継
し
た
こ
と
は
当
事
者

無
権
代
理
と
二
重
相
続

し
か
る
後
に
、
本
人
で
あ
る
市
太
郎
の
地
位
を
代
襲
相
続
に
よ
り
承
継
し
、
両
者
の
地

控
訴
審
は

Y
の
①
・
R
の
主
張
を
排
斥
し
た
上
で
、
③
の
主
張
に
対
し
て
、

本
件
無
権
代
理
行
為
は
法
律
上
当
然
に
有
効
と
確
定
す
る
と
主
張
し
た
。

（
五
三
）

Y
の
④
の
主
張
に
対
し

「
昭
和
五

0
年
六
、
七
月
頃
市
太
郎
c
が
、
本
件
根
抵
当

④
X
は
A
の
無
権
代
理
人
の
地
位

②
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
A
は
C
か
ら
本
件



い
と
判
示
し
た
。

、
、
、

義
則
上
か
ら
い
っ
て
も
、

か
か
る
相
続
人
に
そ
の
相
続
し
た
本
人
の
地
位
を
用
い
て
追
認
を
拒
絶
す
る
余
地
を
認
め
る
の
は
相
当
で
は
な

東
京
高
判
は
、
相
続
人
が

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
本
人
を
相
続
し
た
場
合
は
、
無
権
代
理
人
が
自
ら
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
何
ら
異
な
ら
ず
、
本
人
自
ら
法

、
、
、
、

律
行
為
を
し
た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
が
生
じ
、
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
信

人
は
追
認
拒
絶
も
少
な
く
と
も
特
定
物
給
付
義
務
に
関
し
て
は
履
行
拒
絶
も
で
き
る
と
判
示
し
た
の
に
対
し
、

第
三
九
巻
第
一
号

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
者
が
更
に
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
も
右
同
様
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
信
義
則
上
か
ら
い
っ
て
も
、
期
か
る
相
続
人
に
そ
の
相
続
し
た
本
人
の
地
位
を
用
い
て
追
認
を
拒
絶
す
る
余
地
を

認
め
る
の
は
相
当
で
は
な
い
（
大
審
院
昭
和
一
七
年
二
月
二
五
日
判
決
・
民
集
ニ
ー
巻
四
号
一
六
四
頁
参
照
）
。

訴
人
の
主
張
は
採
用
し
な
い
。
」
と
判
示
し
、
原
判
決
を
取
消
し
て
、

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

③
 

川
本
件
は
無
権
代
理
人
A
を
相
続
し
た
後
、
本
人
C
を
代
襲
相
続
し
た

X
が、

A
の
し
た
根
抵
当
権
設
定
契
約
は
、

A
の
無
権
代
理
で

無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

Y
に
対
し
て
根
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

相
続
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
本
人
を
相
続
し
た
と
い
う
二
重
相
続
の
事
案
で
あ
る
こ
と
、
及
び
特
定
物
の
給
付
義
務
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
件
は
け
で
考
察
し
た
昭
和
五
八
年
の
名
古
屋
高
判
の
事
案
と
共
通
性
を
も
つ
。

し
か
し
名
古
屋
高
判
が
、
追
認
拒
絶
権
行
使
の
可
否
の
判
断
基
準
を
信
義
則
に
求
め
、
そ
の
信
義
則
の
内
容
を
当
該
無
権
代
理
行
為
を

無
権
代
理
人
自
ら
が
な
し
た
か
否
か
に
求
め
、
無
権
代
理
行
為
を
自
ら
な
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
二
重
相
続
の
場
合
に
い

ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
相
続
人
に
つ
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
か
ら
、
信
義
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
相
続

考

)
の
点
に
関
す
る
被
控

関
法

察

五
四

（
五
四
）



ま
た
内
田
判
批
は
、
無
権
代
理
と
二
重
相
続
が
問
題
と
な
る
場
合
を
詳
細
に
分
類
し
た
上
で
、
本
判
決
の
「
論
理
は
一
回
め
の
相
続
が

生
じ
た
と
き
の
法
律
的
な
地
位
と
接
続
す
る
素
直
な
考
え
方
で
は
あ
る
が
、
相
続
の
順
序
、
あ
る
い
は
誰
が
本
人
（
ま
た
は
無
権
代
理

人
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
C
（
相
続
人
）
の
法
的
地
位
が
異
な
り
、
偶
然
の
要
素
に
左
右
さ
れ
、

C
に
と
っ
て
予
測
可
能
性
が
な
い
と
い

無
権
代
理
と
二
重
相
続

と
す
る
根
拠
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

（
中
舎
•
前
掲
一
〇
八
頁
）
と
、
本
判
決
を
批
判
す
る
。

る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
が
生
じ
る
と
し
た
上
で
、

五
五

即
ち
、
名
古
屋
高
判
は
、
二
重
相
続
し
た
相
続
人
に
本
人
の
地
位
と
無
権
代
理
人
の
地
位
と
の
併
存
を
認
め
、
信
義
則
を
判
断
基
準
と

し
て
事
案
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
東
京
高
判
は
、
無
権
代
理
人
を
家
督
相
続
し
た
後
隠
居
し
て
本
人
を
家
督
相
続
し
た
と
い

う
二
重
相
続
の
事
案
に
お
け
る
昭
和
一
七
年
の
大
審
院
判
決
（
判
例
④
）
と
同
様
の
見
解
に
立
ち
、
相
続
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た

後
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
地
位
の
併
存
を
認
め
ず
当
該
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
に
な
る
と
解
す
る
の
が
、
信
義
則
上
も
妥
当

圃
本
件
判
批
と
し
て
、
中
舎
•
前
掲
一
〇
六
頁
と
内
田
勝
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
四
号
九
七
頁
が
あ
る
。

（
五
五
）

中
舎
判
批
は
、
本
判
決
は
信
義
則
の
内
容
を
相
続
人
が
無
権
代
理
人
と
本
人
の
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
と
い
う
こ
と
と
理
解
し
て

お
り
、
従
来
の
信
義
則
説
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
信
義
則
の
内
容
が
、
二
重
相
続
の
事
案
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
両
判
決
の
い
う
信
義
則
の
内
容
は
、
は
た
し
て
追
認
拒
絶
権
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と
な
り
得

「
本
判
決
の
よ
う
に
相
続
の
先
後
で
区
別
を
す
る
こ
と
は
、
無
権
代
理
人
と
本
人
の
い

ず
れ
が
先
に
死
亡
す
る
か
と
い
う
相
続
人
に
と
っ
て
は
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
差
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
て
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
な
い
。

相
続
人
の
し
た
こ
と
は
、
無
権
代
理
人
と
本
人
を
相
続
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
り
、
両
者
の
立
場
を
そ
っ
く
り
承
継
す
る
と
い
う
点

で
は
、
先
に
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
の
に
、
相
続
の
前
後
に
よ
っ
て
一
方
が
追
認
拒
絶
で
き
ず
、
他
方
が
で
き
る

で
あ
る
と
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。



東
京
高
判
の
判
旨
の
よ
う
に
、
二
重
相
続
の
事
案
に
お
い
て
は
、
相
続
人
が
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
に
よ
っ
て
形
式
的
に
無
権
代

理
行
為
の
効
果
を
区
別
し
、
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
無
権
代
理
人
を
先
に
相
続
し
て
し
ま
っ
た
相
続
人
は
、
地
位
の
併
存
を
認
め
ら
れ
ず

両
判
批
が
、
相
続
の
順
序
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
よ
り
相
続
人
の
法
的
地
位
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
本
判
決
を
批
判
し
た
点
は
私
見
も

同
旨
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
形
式
的
に
第
一
回
め
の
相
続
の
時
点
に
お
け
る
相
続
人
の
法
的
地
位
（
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
）
を
基

準
に
し
て
、
無
権
代
理
行
為
の
効
果
を
左
右
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
無
権
代
理
人
と
本
人
が
事
故
に
遭
遇
し
同
時
死
亡
の
推
定

（
三
二
条
ノ
ニ
）
が
働
ら
き
相
続
人
が
同
時
に
両
者
を
相
続
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
如
何
に
処
理
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
本
件
で
は
、
本
人
C
が
無
権
代
理
人
A
よ
り
ニ
ヶ
月
余
の
後
に
死
亡
し
て
い
る
が
、
仮
に
本
人
C
が
無
権
代
理
人
A
よ
り
先

に
死
亡
し
て
い
た
な
ら
ば
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
事
案
と
な
り
、
判
例
の
確
定
し
た
立
場
（
判
例
⑥
）
で
は
、
第
一
回
め
の
相

続
の
時
点
で
A
の
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と
な
る
か
ら
（
但
し
A
の
単
純
相
続
に
な
っ
た
か
否
か
は
認
定
さ
れ
た
事
実
か
ら
明
ら
か

で
は
な
い
が
）
、

第
三
九
巻
第
一
号

後
に

A
を
相
続
し
た

X
は
A
の
無
権
代
理
行
為
の
無
効
は
主
張
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。

本
件
の
よ
う
に
無
権
代
理
人
A
が
先
に
死
亡
し
、

A
の
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
た

X
が
、
後
に
本
人
C
の
死
亡
に
よ
り

C
の
本
人

の
地
位
を
承
継
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
相
続
の
偶
然
の
事
情
に
よ
り
本
人
の
地
位
に
基
づ
く
追
認
拒
絶
を
X
に
認
め
る
の
は
、

,
、
、
,
、
、
、

信
義
則
に
反
す
る
と
い
う
実
質
的
考
慮
が
本
件
判
旨
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
見
は
、
無
権
代
理
人
は
あ
く
ま
で
も
代
理
人
と
し
て
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
人
の
追
認
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
法
の
定
め

た
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
両
判
決
に
対
す
る
検
討
で
露
呈
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
曖
昧
模
糊
な
内

追
認
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
論
理
は
、

い
か
に
も
不
当
で
あ
る
。

う
問
題
が
残
る
。
」

（
内
田
•
前
掲
一0
0
頁
）
と
評
す
る
。

関
法

五
六

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

（
五
六
）



X
は
本
人
の
地
位
に
基
づ
い
て
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、

Y
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
る
な
ら
ば
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
す
る
。
そ
こ

で
本
件
の

y
で
あ
る
が
、

A
は
契
約
締
結
の
際
本
件
土
地
の
登
記
済
証
や

C
の
実
印
、
印
鑑
証
明
書
を
所
持
し
、
か
つ
契
約
に
先
だ
っ
て

現
地
調
査
に
き
た
Y
銀
行
支
店
長
代
理
に
、
自
分
が
一
家
の
家
政
を
処
理
し
土
地
を
管
理
し
て
い
る
旨
の
言
動
を
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

無
権
代
理
と

1

一
重
相
続

X
に
お
い
て
両
者
の
地
位
が
併
存
す
る
。

ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
判
旨
の
展
開
は
極
め
て
不
当
で
あ
る
。

事
実
か
ら
す
れ
ば
、
か
な
り
微
妙
で
あ
る
」

五
七

（
五
七
）

圃
次
に
本
件
判
旨
が
、

C
の
黙
示
の
追
認
を
認
定
し
た
点
は
疑
問
で
あ
る
。
内
田
判
批
も
「
追
認
を
肯
定
し
た
点
は
本
件
の
具
体
的
な

（
内
田
•
前
掲
九
九
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
件
のC
は
八
0
歳
の
老
齢
で
あ
り
、
し

か
も
C
が
A
に
同
行
し
て
Y
銀
行
を
訪
れ
た
際
、

A
は
根
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
を
Y
銀
行
の
貸
付
係
長
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
や
り
と
り
を
傍
で
聞
い
て
い
た
C
が
何
ら
の
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
は
た
し
て
C
が
法
律
的
な
意
味
を
理
解
し
て
、

A

の
無
権
代
理
行
為
を
追
認
す
る
意
思
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
甚
だ
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
仮
に
本
件
判
旨
が
認
定
し
た
よ
う
に

C
の
黙
示
の
追
認
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
続
け
て
側
で
批
判
し
た
判
旨
を
展
開
す

る
必
要
は
何
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
東
京
高
判
と
す
れ
ば
C
の
黙
示
の
追
認
の
認
定
に
自
信
が
な
く
上
告
さ
れ
る
こ
と
を
慮
っ
て
、
更

に
相
続
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
後
に
本
人
を
相
続
し
た
場
合
の
無
権
代
理
行
為
の
効
果
に
つ
い
て
だ
め
お
し
的
に
論
じ
た
の
で
あ

的
私
見
の
併
存
貫
徹
説
に
従
っ
て
本
件
事
案
を
検
討
す
る
と
、
本
人
C
が
追
認
を
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば

(
C
が
追
認
を
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
時
点
で
A
の
無
権
代
理
行
為
は
有
効
と
な
っ
て
お
り
、

X
の
Y
に
対
す
る
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
、

X
は
A
の
死
亡
に
よ
り
A
の
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
、
次
に
C
の
死
亡
に
よ
り
C
の
本
人
の
地
位
を
承
継
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

容
の
信
義
則
を
こ
こ
で
用
い
る
必
要
は
何
ら
な
い
と
考
え
る
。



て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
疑
問
が
残
る
。

義
務
は
免
れ
な
い
と
す
る
（
中
舎
•
前
掲
一
〇
九
頁
）
。

井
・
注
釈
民
法
固
―
―
一
六
三
頁
）
、

他
方
で
無

第
三
九
巻
第
一
号

一
応

y
に
は
一
―
七
条
二
項
の
過
失
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て

X
は
追
認
拒
絶
し
て
も

y
に
対
し
て
無
権
代

理
人
の
責
任
を
負
担
し
て
い
る
の
で
、
結
局
X
の
Y
に
対
す
る
本
件
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

内
田
判
批
は
、

最
終
的
に
は
、

（
こ
の
点
は
私
見
と
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
、

掲
一

0
0頁
）
が
、
私
見
は
特
定
物
給
付
義
務
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
無
権
代
理
人
の
責
任
の
内
容
に
差
異
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と

ま
た
中
舎
判
批
は
、

は
当
然
で
」
あ
り
、

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
両
者
の
地
位
の
併
存
を
認
め
る
の
が
甚
本
的
に
妥
当
で
は
な
い
か
と
し

但
し
特
定
物
給
付
義
務
の
場
合
に
は
履
行
拒
絶
を
認
め
る
見
解
で
あ
る

「
単
純
承
認
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
続
財
産
と
相
続
人
の
固
有
財
産
と
の
融
合
を
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら

そ
の
後
に
無
権
代
理
人
が
生
前
行
っ
た
無
権
代
理
行
為
を
本
人
と
し
て
追
認
拒
絶
し
て
も
、

権
代
理
人
の
地
位
の
承
継
人
と
し
て
、
融
合
し
た
財
産
の
な
か
か
ら
民
法
―
一
七
条
の
履
行
義
務
を
は
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の

「
し
か
し
、
限
定
承
認
を
し
て
い
れ
ば
、
無
権
代
理
人
の
財
産
を
相
続
し
て
も
相
続
人
の
固
有
財
産
と
の
融
合
を
生

ぜ
ず
、
本
人
と
し
て
無
権
代
理
行
為
を
追
認
拒
絶
し
た
後
も
、
民
法
―
―
七
条
の
履
行
義
務
を
は
た
す
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
相

続
人
は
、
相
続
に
よ
っ
て
得
た
財
産
の
限
度
で
の
み
被
相
続
人
の
債
務
の
責
任
を
負
え
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
中
舎
•
前
掲
一
〇
八

頁
）
と
し
た
上
で
、
本
件
の

X
は
限
定
承
認
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
地
位
の
併
存
説
に
従
っ
て
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、

―
―
七
条
の
履
行

中
舎
説
は
、
基
本
的
に
私
見
と
同
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
人
の
固
有
財
産
と
相
続
財
産
と
の
混
同
・
分
離
の
観
点
か
ら
無
権
代

理
と
相
続
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
、

-
gい
で
述
べ
た
三
宅
説
が
あ
り
、
中
舎
説
が
こ
の
点
に
つ
い
て
三
宅
説
に
応
接
し （川

考
え
る
の
で
、
こ
の
点
が
内
田
説
と
異
な
る
。

（
内
田
・
前

関
法

五
八

（
五
八
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

る
と
こ
ろ
（
最
高
裁
昭
和
三
七
年
四
月
二

0
日
判
決
参
照
）
、

和
一
七
年
二
月
二
五
日
判
決
参
照
）
、
更
に
、

こ
の
こ
と
は
、

五
九

（
五
九
）

最
高
裁
昭
和
六
三
年
三
月
一
日
判
決
（
民
商
九
九
巻
二
号
二
六
四
頁
）
。

「
無
権
代
理
人
を
本
人
と
と
も
に
相
続
し
た
者
が
そ
の
後
更
に
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
相
続
人
は
本
人
の
資
格
で

無
権
代
理
行
為
の
追
認
を
拒
絶
す
る
余
地
は
な
く
、
本
人
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人
の
資
格
で
無
権
代
理
行
為
の
追
認

を
拒
絶
す
る
余
地
は
な
く
、
右
の
よ
う
な
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
（
大
審
院
昭
和
二
年
三

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
者
は
、
無
権
代
理
人
の
法
律
上
の
地
位
を
包
括

一
旦
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
者
が
、
そ
の
後
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
理
は
同
様

と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
無
権
代
理
行
為
を
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
別
異
に
解
す
べ
き
根
拠
は
な
く
（
大
審
院
昭

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
者
が
本
人
と
本
人
以
外
の
者
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
本

人
以
外
の
相
続
人
は
、
共
同
相
続
で
あ
る
と
は
い
え
、
無
権
代
理
人
の
地
位
を
包
括
的
に
承
継
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、

そ
の
後
の
本
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
、
結
局
無
権
代
理
人
の
地
位
を
全
面
的
に
承
継
す
る
結
果
に
な
っ
た
以
上
は
、
た
と
え
、
同
時
に
本
人

の
地
位
を
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
は
や
、
本
人
の
資
格
に
お
い
て
追
認
を
拒
絶
す
る
余
地
は
な
く
、
前
記
の
場
合
と
同
じ

く
、
本
人
が
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

(
Y
の
上
告
を
破
棄
差
戻
し
た
）
。

的
に
承
継
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

月
二
二
日
判
決
、
最
高
裁
昭
和
四

0
年
六
月
一
八
日
判
決
参
照
）
、

信
義
則
の
見
地
か
ら
み
て
も
是
認
す
べ
き
も
の
で
あ

(1) (三）

判

旨
I



第
三
九
巻
第
一
号

察

b
-（

本
判
例
は
一
で
検
討
し
た
名
古
屋
高
判
の
上
告
審
判
決
で
あ
り
、
無
権
代
理
と
二
重
相
続
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
け
る
は
じ
め

て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
高
裁
判
決
は
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
上
告
理
由
等
は
不
明
で
あ
り
、
右
判
旨

は
本
判
例
の
判
例
紹
介
で
あ
る
山
本
敬
三
・
民
商
九
九
巻
二
号
二
六
六
頁
よ
り
引
用
し
た
。

側
本
件
の
原
審
で
あ
る
名
古
屋
高
判
に
対
す
る
批
判
と
、
私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
か
ら
す
る
本
件
の
検
討
は
、
す
で
に
＿
で
述
べ

た
が
、
あ
ら
た
め
て
要
約
す
る
と
、
兄
ら
に
は
B
か
ら
承
継
し
た
無
権
代
理
人
の
地
位
と
A
か
ら
承
継
し
た
本
人
の
地
位
と
が
併
存
し
、

ふ
ら
は
追
認
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
が
、
同
時
に
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
。
特
定
物

給
付
義
務
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
履
行
拒
絶
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
原
審
は
、

B
の
無
権
代
理
行
為
の
直
接
の
相

手
方
で
あ
る

C
の
一
―
七
条
二
項
の
過
失
の
有
無
を
認
定
し
て
い
な
い
が
、

C
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
れ
ば
、

Y
は
C
の
地
位
を
承
継
し
、

y
に
背
信
的
悪
意
の
な
い
限
り
、
兄
ら
は
Y
に
対
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
し
、
こ
の
場
合
凡
ら
の

y
に
対
す
る
本
件
請
求
は
認

め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

＇ー、

圃
し
か
る
に
最
高
裁
は
、
二
で
検
討
し
た
東
京
高
判
と
同
じ
く
第
一
回
め
の
相
続
が
あ
っ
た
時
点
の
相
続
人
の
法
的
地
位
を
基
準
と
し

,
1
,
 

て
、
無
権
代
理
行
為
の
効
果
を
定
め
る
見
解
を
採
っ
た
。

即
ち
本
件
で
は
、
ふ
ら
は
第
一
回
め
の
相
続
に
お
い
て
無
権
代
理
人
B
の
法
律
上
の
地
位
を
承
継
し
て
お
り
、
そ
の
後
に
本
人
A
を
相

続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
っ
て
、
相
続
人
は
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
の
と
同

様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
を
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
二
重
相
続
の
事
案
で
相
続
人
は
自
ら
は
無
権
代
理
行
為

を
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
別
異
に
解
す
べ
き
根
拠
は
な
く
、
相
続
人
は
本
人
の
地
位
で
追
認
拒
絶
で
き
る
余
地
は
な
い
と

考 関
法

六
〇

（
六

0
)



無
権
代
理
と
二
重
相
続

判
断
し
た
。

， 
ノ‘

（
六
一
）

ま
た
本
件
は
共
同
相
続
の
事
案
で
あ
り
、
無
権
代
理
人
B
の
法
的
地
位
を
、
兄
・
兄
・
正
の
他
に
本
人
A
が
承
継
し
て
い
る
。
本
人
が

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
、
判
例
の
立
場
で
は
、
本
人
が
追
認
を
拒
絶
す
る
の
は
信
義
則
に
反
し
な
い
か
ら
無
権
代
理
行
為
は
本
人

の
相
続
に
よ
り
当
然
有
効
と
は
な
ら
ず
、
本
人
は
追
認
を
拒
絶
で
き
る
が
、
追
認
を
拒
絶
し
て
も
無
権
代
理
人
の
責
任
は
免
れ
な
い
（
判

例
⑥
・
判
例
R
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
本
件
で
も
B
の
死
亡
の
時
点
で
、
本
人
A
は
無
権
代
理
人
の
責
任
を
承
継
す
る
と
と
も

に
、
本
人
と
し
て
追
認
を
拒
絶
で
き
る
地
位
を
有
し
て
お
り
、
後
に

A
が
死
亡
し
た
場
合
の

A
の
相
続
人
は
、
そ
の
よ
う
な
A
の
地
位
を

承
継
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
本
件
の
A

の
相
続
人
で
あ
る
兄
・
迅
•
X
aは
す
で
に
B

の
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
て
い
た
た
め
、
結

局
本
人
自
ら
法
律
行
為
を
し
た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
が
生
じ
、
兄
ら
は
本
人
と
し
て
の
地
位
に
甚
づ
い
て
追
認
拒
絶

そ
し
て
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
の
唯
一
の
最
高
裁
判
例
で
あ
っ
た
判
例
⑥
は
、
単
独
相
続
の
事
案
で
あ
っ
た
が
、
本

件
の
よ
う
に
共
同
相
続
人
が
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
て
い
る
場
合
に
も
、
後
に
本
人
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
が
自
ら

法
律
行
為
を
し
た
の
と
同
様
の
法
律
上
の
地
位
な
い
し
効
果
が
生
じ
る
こ
と
が
、
本
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。

飼
本
件
判
旨
の
よ
う
に
、
形
式
的
に
第
一
回
め
の
相
続
の
時
点
に
お
け
る
相
続
人
の
法
的
地
位
（
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
）
を
基

準
に
し
て
、
無
権
代
理
行
為
の
効
果
を
定
め
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
、
東
京
高
判
に
対
す
る
の
と
同
じ
く
、
相
続
の
順
序
と
い
う
偶

然
の
事
情
に
よ
り
相
続
人
の
法
的
地
位
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
。

も
っ
と
も
東
京
高
判
の
事
案
（
相
続
人
X
は
無
権
代
理
人
A
を
相
続
し
た
後
本
人
C
を
代
襲
相
続
し
た
）
で
は
、
逆
に

C
が
A
よ
り
先

に
死
亡
し
て
い
れ
ば
、
第
一
回
め
の
相
続
の
時
点
で
A
の
無
権
代
理
行
為
は
当
然
有
効
と
な
る
と
す
る
の
が
判
例
の
確
定
し
た
見
解
（
判

で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。



（四）

小

括

必
要
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
九
巻
第
一
号

例
⑥
）
で
あ
る
か
ら
、
後
に

A
を
相
続
し
た

X
は
当
然
追
認
拒
絶
で
き
な
い
と
こ
ろ
、

追
認
拒
絶
で
き
る
と
い
う
の
は
、
信
義
に
反
す
る
と
い
う
従
来
の
判
例
理
論
を
前
提
に
し
た
実
質
的
配
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
本
件
の
場
合
は
、
本
人
A
が
先
に
死
亡
し
て
い
れ
ば
、

死
亡
に
よ
り
無
権
代
理
人
の
地
位
を
承
継
し
て
も
、
第
一
回
め
の
相
続
の
時
点
で
の
相
続
人
の
法
的
地
位
を
基
準
に
す
る
限
り
、
本
人
が

無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
の
と
同
様
の
ケ
ー
ス
と
な
り
、
判
例
の
立
場
で
も
兄
ら
は
追
認
拒
絶
で
き
、
追
認
拒
絶
し
た
な
ら
ば
善
意
・
無

過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
結
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
件
判
旨
の
見
解
を
前
提
に
し
て
も
、

A
.
B
の
順
序
で
死
亡
し
て
い
れ
ば
ふ
ら
は
追
認
拒
絶
で
き
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対

し
て
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
す
れ
ば
す
む
と
こ
ろ
、

A
.
C
の
順
序
で
死
亡
し
た
か
ら
と
い
っ
て

X
が

ふ
ら
は
第
一
回
め
の
相
続
で
ま
ず
本
人
の
地
位
を
承
継
し
、
後
に

B
の

B
.
A
の
順
序
で
死
亡
し
た
ば
か
り
に
、

意
・
有
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
も
本
人
の
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
に
な
り
、
相
続
の
順
序
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
よ

り
相
続
人
の
法
的
地
位
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
批
判
が
、
ま
さ
に
妥
当
す
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
本
件
最
高
裁
判
旨
は
極
め
て
不
当
で
あ
る
が
、
最
高
裁
と
す
れ
ば
、

関
法

B
の
無
権
代
理
行
為
の
直
接
の
相
手
方
で
あ

る
C
の
善
意
・
無
過
失
を
事
実
上
認
定
し
、
そ
の
地
位
を
承
継
し
た

Y
に
対
す
る
兄
ら
の
抹
消
登
記
請
求
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
実
質
的
配
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
に
た
て
ば
相
続
の
順
序
を

問
わ
ず
、
統
一
的
か
つ
妥
当
な
事
案
の
解
決
を
導
き
だ
せ
る
の
で
あ
り
、
本
件
最
高
裁
判
旨
の
よ
う
な
不
当
な
一
般
的
理
論
を
展
開
す
る

兄
ら
は
追
認
拒
絶
も
で
き
ず
、

悪

六

（
六
二
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

定
物
債
務
の
場
合
の
履
行
責
任
は
拒
絶
で
き
る
）
と
い
う
結
論
に
な
る
。

代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
六
三
）

私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
で
は
、
す
で
に
曰

2
国
の
判
例
に
対
す
る
考
察
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
無
権
代
理
と
二
重
相
続

が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
も
、
相
続
人
は
本
人
と
無
権
代
理
人
の
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
を
問
わ
ず
、
相
続
人
に
お
い
て
両
者

の
地
位
が
併
存
し
、
相
続
人
は
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、
同
時
に
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
無
権

無
権
代
理
と
相
続
の
問
題
を
簡
潔
に
手
際
良
く
ま
と
め
た
論
文
と
し
て
、
鈴
木
直
哉
「
無
権
代
理
と
相
続
」
早
法
三
七
巻
一
号
一

二
三
頁
以
下
が
あ
る
。
鈴
木
即
説
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
（
無
権
代
理
人
相
続
型
）
に
は
、
無
権
代
理
人
は
本
人
の

地
位
と
無
権
代
理
人
の
地
位
を
持
つ
が
、
無
権
代
理
人
が
追
認
拒
絶
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
れ
ず
、
本
人
が
無
権
代
理
人

を
相
続
し
た
場
合
（
本
人
相
続
型
）
に
は
、
本
人
は
何
ら
信
義
則
に
反
し
な
い
か
ら
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、
無
権
代
理
人
の
責
任
を
承
継

し
、
但
し
特
定
物
給
付
義
務
に
限
っ
て
は
履
行
責
任
を
拒
絶
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
右
の
結
論
を
前
提
と
し
て
、
相
続
と
い
う
偶
発

的
事
件
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
の
関
係
は
有
利
に
も
不
利
に
も
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
基
本
視
点
を
、
二
重
相
続
の
場
合
で
も

維
持
し
、
第
二
の
相
続
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
相
手
方
の
地
位
が
変
動
し
な
い
よ
う
に
、
か
つ
本
人
・
無
権
代
理
人
の
死
亡
の

先
後
に
よ
っ
て
結
論
に
差
が
出
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
だ
、
と
い
う
。
即
ち
鈴
木
圏
説
に
よ
れ
ば
、
無
権
代
理
と
二
重
相
続
が
問
題
と

な
る
場
合
を
、
内
田
判
批
の
分
類
に
従
っ
て
分
析
し
、
そ
れ
が
「
無
権
代
理
人
相
続
型
」
に
該
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
相
続
人
は
追
認
拒

絶
で
き
ず
「
本
人
相
続
型
」
に
該
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
相
続
人
は
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、

具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
親
A
を
本
人
、
子
B
を
無
権
代
理
人
、
孫
X
を
相
続
人
、
相
手
方
を

y
と
す
る
と
、

A
.
B
の
順
序
で
死
亡

し
X
が
相
続
し
た
場
合
も
、
逆
に

B
.
A
の
順
序
で
死
亡
し
た
場
合
（
東
京
高
判
の
事
案
）
も
、
鈴
木
頃
説
の
分
析
で
は
「
無
権
代
理
人

六
三

(2) (1) 

―
―
七
条
の
責
任
を
承
継
す
る
（
但
し
、
特



(3) 
合
に
お
い
て
も
、

Y
の
こ
う
し
た
有
利
化
は
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

X
は
祖
父
A
の
財
産
を
承
継
す
る
潜
在
的
可
能
性
を
有

し
て
い
た
の
だ
が
、
も
と
も
と
こ
の
可
能
性
は
父
B
の
無
権
代
理
行
為
に
よ
り
非
常
に
縮
減
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
れ

ば
、
こ
う
し
た
解
釈
も

X
の
地
位
を
そ
う
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
逆
に
、
こ
こ
で

X
に
追
認
拒
絶
を
許
す
と
す
る
と
、
死
亡

の
先
後
と
い
う
極
め
て
偶
然
的
要
素
に
よ
り
前
者
の
場
合
と
取
扱
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
を
名
古
屋
高
判
の
理
論
に
よ
り
処
理
す
る
と
、

X
は
当
該
無
権
代
理
行
為
は
行
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
追
認

拒
絶
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
前
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、

Y
は
不
測
の
不
利
益
を
被
る
。
ま
た
後
者

の
場
合
で
は
、

Y
か
ら
『
承
認
さ
れ
る
べ
き
有
利
化
』
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
正
当
で
は
な
」
＜
、
東
京
高
判
の
立
場
を
甚
本
的
に
支

持
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
鈴
木
圃
•
前
掲
一
四
七

2

一
四
九
頁
）
。

鈴
木
値
説
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
相
続
と
い
う
偶
発
的
事
件
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
の
関
係
は
有
利
に
も
不
利
に
も
取
扱
わ
れ
る
べ

お
い
て
無
権
代
理
人

(11本
人
の
地
位
を
承
継
し
て
い
る
）
の
追
認
拒
絶
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
判
例
・
学
説
に
異
論
は
な
く
、

か
意
味
で
応
‘
本
ん
か
死

i
い
か
い
梱
手
5
地
位
吟
布
秤

g
な
ふ
)
‘
ふ
茄
屈
Q
承
認
か
わ
で
い
が
（
傍
点
筆
者
）
。

従
っ
て
、

後
者
の
場

、
、
、

こ
う
し

き
な
く
な
る
。

こ
の
点
で
は
、

Y
の
地
位
は
、

A
の
死
亡
に
よ
り
有
利
な
も
の
に
な
る
。

し
か
し
、

単
純
な
『
無
権
代
理
人
相
続
型
』
に

求
で
き
た
だ
け
で
あ
る
の
に
、

第
二
の
相
続
（
本
人
A
の
死
亡
）

に
よ
っ
て

X
が
本
人
を
相
続
（
代
襲
相
続
）
し
、

X
は
追
認
拒
絶
が
で

「
第
一
の
相
続
は
『
無
権
代
理
人
相
続
型
』
そ
の
も
の
で

関
法

第
三
九
巻
第
一
号

相
続
型
」
に
該
り
、

X
は
追
認
拒
絶
で
き
な
い
。
即
ち
、
前
者
の
場
合
に
は
、

あ
り
、

B
な
ら
ば
追
認
拒
絶
が
禁
止
さ
れ
た
は
ず
な
の
に
、
第
二
の
相
続
に
よ
り
X
が
相
続
す
る
と
X
が
追
認
拒
絶
を
許
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
し
た
ら
、
相
手
方

y
に
と
っ
て
は
不
測
の
不
利
益
で
あ
」
り
、
こ
の
理
論
で
後
者
の
場
合
（
東
京
高
判
の
事
案
）
を
処
理
す
る
と
、

「
第
一
の
相
続
だ
け
な
ら
X
は
B
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
を
承
継
し
、

Y
は
X
に
『
純
粋
の
』
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
追

六
四

（
六
四
）



無
権
代
理
と
二
重
相
続

が
貫
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
を
有
し
て
い
る
。

ら、

六
五

（
六
五
）

き
で
な
い
」
と
い
う
基
本
視
点
を
私
見
も
支
持
す
る
。
し
か
し
、
鈴
木
直
説
の
分
析
に
よ
る
「
Y
の
不
測
の
不
利
益
」
や
「
Y
の
承
認
さ

れ
る
べ
き
有
利
化
」
は
、
す
べ
て
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
に
は
信
義
則
上
追
認
拒
絶
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
・
学
説

上
異
論
の
な
い
大
前
提
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
点
に
根
本
的
誤
謬
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

私
見
は
、
無
権
代
理
人
は
あ
く
ま
で
も
代
理
人
と
し
て
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
を
相
続
し
た
と
し
て
も
追
認
を
拒
絶

す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
信
義
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
本
人
を
相
続
し
た
無
権
代
理
人
は
、
本
人
と
し
て

の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
を
す
れ
ば
、
後
は
法
が
定
め
た
一
―
七
条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
負

担
す
れ
ば
足
り
る
。
仮
に
、
相
続
と
い
う
偶
然
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
相
手
方
は
本
人
の
追
認
を
得
ら
れ
な
い
場
合
、
結
局
無
権
代
理
人

に
一
―
七
条
の
責
任
を
追
求
す
る
よ
り
他
手
段
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
は
こ
の
よ
う
な
相
手
方
保
護
の
た
め
―
一
七
条
で
無
権
代
理
人

の
責
任
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
よ
り
、
無
権
代
理
人
の
責
任
が
一
―
七
条
の
責
任
よ
り
増
減
さ
せ
ら

「
無
権
代
理
人
相
続
型
」
の
場
合
、
及

れ
る
と
い
う
必
要
は
全
く
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
鈴
木
直
説
は
、
相
手
方
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
る
か
否
か
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
が
、

び
二
重
相
続
の
事
案
で
鈴
木
直
説
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
無
権
代
理
人
相
続
型
」
に
準
じ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
相
続
人
は
追
認
拒
絶

で
き
な
い
と
す
る
と
、
相
続
と
い
う
偶
然
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、
無
権
代
理
人
に
さ
え
責
任
を
追
求
で
き
な
か
っ
た
悪
意
・
有
過
失
の
相

手
方
を
不
当
に
利
す
る
結
果
と
な
る
。
結
局
鈴
木
圏
説
は
、
「
無
権
代
理
人
相
続
型
」
に
お
い
て
無
権
代
理
人
た
る
相
続
人
の
追
認
拒
絶

が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
に
し
て
い
る
点
、
及
び
相
手
方
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
る
か
否
か
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
点
か

「
相
続
と
い
う
偶
発
的
事
件
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
の
関
係
は
有
利
に
も
不
利
に
も
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
甚
本
視
点



相
続
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
、
併
存
貫
徹
説
の
立
場
か
ら
考
察
し
た
。

お

わ

り

に

第
三
九
巻
第
一
号

私
見
の
併
存
貫
徹
説
の
立
場
に
た
ち
、
す
べ
て
の
場
合
に
本
人
と
無
権
代
理
人
と
の
両
地
位
の
併
存
を
認
め
て
こ
そ
、
相
続
と
い
う
偶

然
の
事
情
に
よ
り
当
事
者
間
の
関
係
は
有
利
に
も
不
利
に
も
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
基
本
視
点
は
貫
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ー
に
お
い
て
大
審
院
及
び
最
高
裁
の
判
例
（
判
例
①

2
⑦
)
と
学
説
、
私
見
の
併
存
貫
徹
説
を
述
べ
、
二
に
お
い
て
無
権
代
理
と
二
重

併
存
貫
徹
説
は
、
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
、
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
と
を
通
じ
て
、
単
純
・
単
独
相
続

の
場
合
、
単
純
・
共
同
相
続
の
場
合
を
問
わ
ず
、
可
能
な
か
ぎ
り
本
人
と
無
権
代
理
人
と
の
地
位
の
併
存
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
見
解
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
は
、
二
重
相
続
の
事
案
に
お
い
て
も
、
相
続
人
が
本
人
と
無
権
代
理
人
の
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
た
か
を
問
わ
ず
、

等
し
く
妥
当
す
る
。

併
存
貫
徹
説
の
立
場
か
ら
す
る
結
論
を
各
場
合
に
分
け
て
要
約
す
る
と
、
ま
ず
無
権
代
理
人
が
本
人
を
相
続
し
た
場
合
、
無
権
代
理
人

は
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、
自
己
の
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
責
任
を
当
然
負
担
し
、
善
意
・

無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
。

次
に
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
、
本
人
が
自
己
の
本
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
で
き
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
し
か
し
追
認
拒
続
を
し
て
も
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
履
行
又
は
損
害
賠
償
責
任

を
負
担
す
る
。
こ
の
理
は
特
定
物
給
付
義
務
で
あ
っ
て
も
等
し
く
妥
当
し
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
が
履
行
を
選
択
す
れ
ば
、
無
権
代

理
人
の
相
続
人
た
る
本
人
は
そ
れ
に
応
じ
ざ
る
を
得
ず
、
等
し
く
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
担
し
て
い
る
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
、

関
法
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そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
求
償
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
無
権
代
理
人
の
生
存
中
（
相
続
前
）
に
、
本
人
が
明
示
的
に
追
認
拒
絶

し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
相
手
方
と
し
て
は
無
権
代
理
人
に
対
し
て
履
行
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
は
も
は
や
期
待
で
き
ず
、
相

続
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
よ
り
相
手
方
に
過
分
の
利
益
を
与
え
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
後
に
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
は
、

条
の
損
害
賠
償
責
任
し
か
負
担
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
二
重
相
続
の
場
合
に
、
相
続
人
は
い
ず
れ
を
先
に
相
続
し
よ
う
と
も
、
右
の
理
が
等
し
く
妥
当
し
、
相
続
人
は
本
人
と
し
て
の

地
位
に
基
づ
き
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
無
権
代
理
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
履
行
又
は
損
害
賠
償

責
任
を
負
担
す
る
。
右
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
個
々
の
場
合
に
具
体
的
に
妥
当
な
、
か
つ
す
べ
て
の
単
純
相
続
の
場
合
に
合
理
的
・
統

一
的
な
結
論
を
導
き
出
し
得
る
と
考
え
る
。

六
七

（
六
七
）

最
後
に
、
限
定
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
人
を
相
続
し
た
無
権
代
理
人
は
追
認
拒
絶
で
き
る
が
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に

対
し
て
、
自
己
の
固
有
財
産
に
よ
り
―
―
七
条
の
損
害
賠
償
責
任
の
み
を
負
担
し
、
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
本
人
は
追
認
拒
絶
で
き
る

が
、
善
意
・
無
過
失
の
相
手
方
に
対
し
て
、
相
続
財
産
に
よ
り
―
一
七
条
の
損
害
賠
償
責
任
の
み
を
負
担
す
る
。
即
ち
、
相
続
人
は
限
定

承
認
を
す
れ
ば
、
履
行
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
重
相
続
の
場
合
に
は
、
両
方
の
相
続
に
お
い
て
限
定
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合
、

一
方
の
相
続
の
み
限
定
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合
等
、

い
ろ
い
ろ
な
組
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
個
々
の
場
合
の
結
論
に
つ
い

て
は
ふ
れ
な
い
が
、
限
定
承
認
に
関
す
る
相
続
の
法
理
に
従
い
、
右
に
述
べ
た
基
準
を
適
用
し
て
、
分
析
す
べ
き
で
あ
る
。

参

考

文

献

論

説
・
高
野
竹
三
郎
「
無
権
代
理
と
相
続
」
民
法
の
争
点
I
二
三
四
頁
。

―
―
七
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泉
久
雄
「
無
権
代
理
と
相
続
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判
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学
説
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―
―
頁
。

・
辻
朗
「
無
権
代
理
と
相
続
」
L
a
w
S
c
h
o
o
l
 N
o
.
 3
5

七
一
頁
。

•
鈴
木
直
哉
「
無
権
代
理
と
相
続
」
早
法
三
七
巻
一
号
―
―
―
―
-
＿
頁
。

・
高
森
八
四
郎
「
無
権
代
理
に
お
け
る
代
理
人
な
い
し
本
人
相
続
」
林
•
安
永
絹
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
民
法

I

総
則
物
権
六
四
頁
。

・
同
「
無
権
代
理
及
び
他
人
物
売
買
と
相
続
」
関
法
三
七
巻
五
・
六
号
二
六
一
頁
。

判
例
批
評

判
例
批
評
を
引
用
あ
る
い
は
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
る
と
き
、
そ
の
表
題
を
示
す
こ
と
が
多
い
が
、
判
例
批
評
の
場
合
は
、
ど
の
判
例
の
判
例
批
評

で
あ
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
表
題
を
省
略
し
、
た
と
え
ば
「
判
批
（
大
判
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
）
」
と
い
う
よ
う
に
引
用
し
た
。

．
穂
積
重
遠
「
判
批
（
大
判
昭
和
二
年
三
月
二
二
日
）
」
判
民
昭
和
二
年
度
ニ
ー
事
件
八
六
頁
。

．
於
保
不
二
雄
「
判
批
（
大
判
昭
和
九
年
九
月
一

0
日
）
」
民
商
一
巻
四
号
三
一

0
頁。

•
実
方
謙
二
「
判
批
（
同
右
）
」
法
学
四
巻
七
号
二
頁
。

•
杉
之
原
舜
一
「
判
批
（
大
判
昭
和
―
―
―
一
年
―
一
月
一
六
日
）
」
民
商
九
巻
五
号
一

0
ニ
ニ
頁
。

•
四
宮
和
夫
「
判
批
（
大
判
昭
和
一
七
年
二
月
二
五
日
）
」
判
民
昭
和
一
七
年
度
―
二
事
件
四
二
頁
。

•
谷
口
知
平
「
判
批
（
最
判
昭
和
三
七
年
四
月
―
1
0日
）
」
民
商
四
七
巻
六
号
九
六0
頁
。

•
川
添
利
起
「
判
批
（
同
右
）
」
判
解
民
昭
和
三
七
年
度4
7事
件
一
四
三
頁
。

•
鈴
木
禄
弥
「
判
批
（
同
右
）
」
法
学
二
八
巻
一
号
一
三0
頁
。

・
高
野
竹
一

1

一
郎
「
判
批
（
同
右
）
」
民
法
の
判
例
（
第
一
版
）
三
六
頁
。

•
谷
口
知
乎
「
判
批
（
最
判
昭
和
四

0
年
六
月
一
八
日
）
」
家
族
法
判
例
百
選
（
新
版
）
二

0
七
頁
。

•
平
井
宜
雄
「
判
研
（
同
右
）
」
法
協
八
一
二
巻
二
号
二
七
一
頁
。

・
中
川
淳
「
判
批
「
同
右
）
」
民
商
五
四
巻
二
号
一
七
五
頁
。

•
岡
本
担
「
判
批
（
同
右
）
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
一
八
二
頁
。

・
栗
山
忍
「
判
批
（
同
右
）
」
曹
時
一
七
巻
八
号
一
〇
一
頁
。
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六
九

・
奥
田
昌
道
「
判
批
（
最
判
昭
和
四
八
年
七
月
三
日
）
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
一
ー
一
版
）
一
八

0
頁。

・
遠
田
新
一
「
判
批
（
同
右
）
」
民
商
七

0
巻
六
号
九
八
五
頁
。

・
中
井
美
雄
「
判
批
（
同
右
）
」
新
版
・
判
例
演
習
民
法
い
二
六
一
頁
。

・
星
野
英
一
「
判
研
（
同
右
）
」
法
協
九
二
巻
九
号
―
ニ
ニ
七
頁
。

•
田
尾
桃
二
「
判
批
（
同
右
）
」
曹
時
二
六
巻
六
号
九
五
頁
。

•
長
尾
治
助
「
判
批
（
同
右
）
」
民
法
の
基
本
判
例
一
＝
二
頁
。

•
高
野
竹
三
郎
「
判
批
（
同
右
）
」
民
法
判
例
百
選
I

（
第
二
版
）
九
0
頁
。

•
五
十
嵐
消
「
判
批
（
最
判
昭
和
四
九
年
九
月
四
日
）
」
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
一
九
八
頁
。

・
高
森
八
四
郎
「
判
批
（
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
―
二
月
二
五
日
）
」
法
時
五
六
巻
三
号
一
―
九
頁
。

•
伊
藤
進
・
橋
本
真
「
判
批
（
名
古
屋
高
判
昭
和
五
八
年
八
月
一

0
日
）
」
法
時
五
六
巻
一0
号
―
二
六
頁
。

・
中
舎
寛
樹
「
判
批
（
東
京
高
判
昭
和
六

0
年
六
月
一
九
日
）
」
法
時
五
八
巻
九
号
一
〇
六
頁
。

・
内
田
勝
一
「
判
批
（
同
右
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
四
号
九
七
頁
。

•
山
本
敬
―
―
-
「
判
批
（
最
判
昭
和
六
三
年
三
月
一
日
）
」
民
商
九
九
巻
二
号
二
六
四
頁
。

（
六
九
）

あ

と

が

き

日
本
稿
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
稿
に
は
二
つ
の
先
行
論
文
が
あ
る
。
―
つ
は
「
無
権
代
理
に
お
け
る
代
理
人
な
い
し
本
人

相
続
」
林
・
安
永
編
民
法
I
総
則
物
権
（
有
信
堂
）
六
四
頁
以
下
で
あ
り
、
二
つ
は
「
無
権
代
理
及
び
他
人
物
売
買
と
相
続
」
関
大
法
学
論
集
三
七

巻
五
・
六
合
併
号
二
六
一
頁
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
高
森
八
四
郎
（
甲
）
の
単
独
執
筆
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
第
一
論
文
に
つ
い
て
は

内
実
に
お
い
て
は
、
高
森
哉
子
（
乙
）
の
共
同
執
筆
者
と
も
い
う
べ
き
協
力
を
得
て
い
た
。
第
二
論
文
は
、
第
一
論
文
に
若
干
の
修
正
・
加
筆
を
加
え

て
前
半
と
し
、
後
半
に
他
人
物
売
買
に
お
け
る
売
主
の
責
任
を
甲
が
追
加
し
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
第
二
論
文
も
実
質
上
乙
は
共
同

執
筆
者
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
編
集
・
出
版
の
都
合
上
甲
の
単
独
執
筆
と
し
て
発
表
し
た
。
本
稿
は
形
式
・
内
容
と
も
に
甲
乙
両
者
の
共
同
執
筆
で

あ
る
。⇔

 共
同
執
筆
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
り
う
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
ー
マ
・
内
容
・
構
成
に
つ
い
て
徹
底
し
て
共
同
討
議
を
行
い
、

一
定
の
熟
度
に
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執
筆
過
程
で
さ
ら
に
討
議
を
重
ね
る
と
い
う
や
り
方
を
し
て
い
る
。

達
し
た
段
階
で
乙
が
執
筆
を
担
当
し
、

る。※
本
稿
は
本
来
、
わ
れ
わ
れ
が
敬
愛
す
る
本
学
の
教
授
•
森
省
三
先
生
の
還
暦
記
念
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
都
合
に
よ

り
前
号
の
記
念
号
に
は
掲
載
し
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
慎
し
ん
で
森
省
三
先
生
の
還
暦
を
記
念
し
て
先
生
に
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

文
章
自
体
は
も
っ
ぱ
ら
乙
の
も
の
で
あ

七
〇

（
七

0
)




